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は じ め に 

 

横浜駅周辺地区は、JR線・京急線など鉄道６社９路線が乗り入れ、一日約 200万人の乗降客数

を数える日本有数のターミナル駅である横浜駅を中心とする地区です。 

その中でも（仮称）横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業（以下「本事業」といいま

す。）を実施しようとする区域（以下「対象事業実施区域」といいます。）が位置する横浜駅みな

み東口地区は、中低層の商業・業務施設が立地した市街地となっており、南側は帷子川に面し、

更に帷子川を挟んでみなとみらい 21地区及び平沼地区と隣接しています。 

横浜市による「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」（平成 27 年２月、横浜市）では、対象

事業実施区域が属する横浜駅周辺地区は、都心臨海部５地区の魅力をつなぎ合わせる「みなと交

流軸」の形成と、「地区の結節点」における連携強化を重点的に進め、都心臨海部５地区の一体的

なまちづくりにより、港と共に発展する横浜ならではの都心を形成することを目指すとされてい

ます。（図 1、図 2参照） 

また横浜駅周辺地区は、平成 24年１月に「横浜都心・臨海地域」の一部として、都市再生緊急

整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令による「特定都市再生緊急整備地域」に指

定されています。 

横浜駅周辺地区のさらなる国際化への対応・環境問題・駅としての魅力向上・災害時の安全性

確保などの取り組みを進めるため策定された、「エキサイトよこはま２２」（平成 21 年 12 月、横

浜駅周辺大改造計画づくり委員会）において、対象事業実施区域は「世界と横浜をつなぐ玄関口、

ホスピタリティあふれる横浜の顔」となる「センターゾーン」に位置しています。 

横浜駅みなみ東口地区は、「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画」（横浜市）

が定められており、「国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成す

るために、土地の高度利用を図り、国内外の多様なニーズに対応した商業・業務機能等を集積す

る」、「ターミナルコアを中心としたデッキ、地上、地下レベルで構成される立体的な歩行者ネッ

トワークの構築を図り、横浜駅周辺における円滑な移動・回遊性の向上に寄与する」等の方針が

定められています。 

対象事業実施区域内は現在、商業・業務施設、鉄道施設等が立地しているものの、鉄道により

地区が分断され、低・未利用地が多く、駅直近の立地特性を生かした土地利用がなされていない

状況にあることや、隣接するみなとみらい 21地区及び平沼地区とのアクセス性や地区内の回遊性

に課題があることから、横浜市主催の「横浜駅東口地区まちづくり勉強会」等において、まちづ

くり推進の議論を重ねてきました。本地区の市街地再開発事業の実現に向けて更なる検討を行う

ため、令和６年６月に横浜駅みなみ東口地区市街地再開発準備組合の設立に至りました。 

本事業では、「エキサイトよこはま２２」等に位置付けられる本地区の役割を果たすとともに、

地権者や周辺地区の皆さまの発展にも寄与する、国際都市横浜の玄関口に相応しいまちづくりの

実現を目指した計画を進めていきたいと考えています。 

本事業の計画建築物は「横浜市環境影響評価条例」の第１分類事業に該当する高層建築物及び

飛行場の建設であることから、これまで同条例に基づき、令和７年３月に「（仮称）横浜駅みなみ

東口地区第一種市街地再開発事業 計画段階配慮書」を提出し、配慮市長意見書の送付を受けまし

た。今回、本事業の環境影響評価を行うに当たっての調査・予測の手法等を示した図書として、

同条例に基づき「（仮称）横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価方法書」

を取りまとめました。 



今後、事業計画の策定、並びに事業の実施にあたり、先般取りまとめた計画段階配慮事項及び

配慮市長意見書を踏まえつつ、環境未来都市にふさわしいまちづくりを目指した事業を進めてい

きたいと考えています。 

 

本書提出までの横浜市環境影響評価条例に基づく手続経過一覧 

項 目 日 付 備 考 

計画段階配慮書の提出 令和７年３月 25日  

計画段階配慮書の公告 令和７年４月 15日  

計画段階配慮書の縦覧 令和７年４月 15日～４月 30日 縦覧期間：16日間 

環境情報提供書の受付 令和７年４月 15日～４月 30日 環境情報提供書：０通 

計画段階配慮書に係る 

環境影響評価審査会（１回目） 
令和７年４月 21日 会場：横浜市庁舎 

計画段階配慮書に係る 

環境影響評価審査会（２回目） 
令和７年５月 21日 会場：横浜市庁舎 

配慮市長意見書の送付 令和７年６月 12日  

配慮市長意見書の公告 令和７年７月４日  

配慮市長意見書の縦覧 令和７年７月４日～７月 18日 縦覧期間：15日間 

  



 
資料：「横浜駅周辺地区（西口周辺地区及び東口周辺地区）街づくり協議指針」 

（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ） 

図 1 横浜駅周辺地区 

 

 
資料：「輝き続ける世界都市横浜の実現に向けて 横浜市都心臨海部再生マスタープラン」 

（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ） 

図 2 都心臨海部５地区  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 



横浜市環境影響評価条例の手続の流れと方法書の段階 

 

資料：「横浜市環境影響評価条例の手続の流れ」（令和７年７月調べ、横浜市ホームページ） 
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第１章 配慮市長意見書等を総合的に検討して 
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第１章 配慮市長意見書等を総合的に検討して計画段階配慮書の内容を変更した事項 

令和７年３月に提出した計画段階配慮書（以下「配慮書」といいます。）に対する

配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書の内容を変更した事項は、表1-1に示す

とおりです。 

 

表1-1(1) 配慮書の内容を変更した事項 

配慮書の項目 
配慮書からの 

変更点 
方法書での記載概要 

方法書 
該当 

ページ 

事業計画の 
概要 

対象事業の目的 
及び必要性 

「横浜市都市計画マスタープラン西区プラン 
西区まちづくり方針」の記載内容を加筆しまし
た。 

p.2-9, 
14 

事業計画の概要 

建物計画の検討状況を踏まえ、建築物の高さ
を 218ｍから 231ｍに変更しました。 

p.2-1,17 

空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート）に加
えて、航空法に基づく非公共用陸上（屋上）ヘリ
コプターの離着陸場（非公共用ヘリポート）の設
置を計画しているため、その旨が分かるよう、関
係箇所に加筆しました。 

p.2-1 

本事業の概要（飛行場の建設）を加筆しました。 p.2-18 

施設配置計画 

施設配置計画図に空飛ぶクルマの離着陸場(Ｖ：
バーティポート)、ヘリコプターの離着陸場(Ｈ：
非公共用ヘリポート)の位置を示しました。 

p.2-20 

施設断面図の高層部屋上の空飛ぶクルマ及びヘ
リコプターの離着陸場の形状を更新しました。 

p.2-21,22 

対象事業実施区域を通る鉄道（京急本線）に対し
て、軌道を恒久的な構造物に受け替える計画であ
ること、それに伴い、対象事業実施区域の南側の
踏切に、軌道を受け替えする構造物が支障するた
め、道路の機能を振替するためのアンダーパスを
構築した上で、踏切を撤去する計画であることを
加筆しました。 

p.2-19 

交通計画 
空飛ぶクルマ及びヘリコプターの利用用途、運航
頻度、進入表面として想定している範囲等を加筆
しました。 

p.2-23,26 

駐車場計画 駐車場の確保台数を加筆しました。 p.2-24 

自動二輪・ 
自転車駐車場計画 

自動二輪駐車場、自転車駐車場の確保台数を加筆
しました。 

p.2-24 

歩行者動線計画 

歩行者動線計画図を更新しました。また、歩行者
ネットワークの構築にあたり、敷地内を南北方向
に移動する動線も整備することで、車両動線との
錯綜に配慮した計画とすることを加筆しました。 

p.2-24,27 

熱源計画 
事業計画の検討状況を踏まえ、ガスコージェネ
レーションシステムの導入検討について削除し
ました。 

p.2-28 

給排水・供給 
施設計画 

雨水利用に関して、建物の上部に降った雨水の一
部を利用することを加筆しました。 

p.2-28 

排気・換気計画 
事業計画の検討状況を踏まえ、ガスコージェネ
レーションシステムの導入検討について削除し
ました。 

p.2-28 

緑化計画 

必要とされる緑化率、緑地面積を記載しました。
また、屋上緑化は主に低層部の屋上に計画し、空
飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場を計画
している高層棟屋上と離隔を確保し、バードスト
ライクの発生抑制のための配慮を行うことを加
筆しました。 

p.2-30 
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表1-1(2) 配慮書の内容を変更した事項 

配慮書の項目 
配慮書からの 

変更点 
方法書での記載概要 

方法書 
該当 

ページ 

事業計画の 
概要 

空地計画 親水空間について加筆しました。 p.2-30 

施工計画 

工事概要、工事工程表、工事用車両ルート、工事
時間帯を加筆しました。 

p.2-32～ 
35 

設計上の配慮事項を検討するうえで、ボーリング
調査を実施することを加筆しました。 

p.2-35 

既存建築物の解体にあたっての騒音等の配慮に
ついて加筆しました。 

p.2-36 

地域の概況 
及び地域特性 

全般 
配慮書の提出以降、既存資料が更新されたものに
ついては、最新の情報としました。 

p.3-1～ 
3-115 

配慮指針に 
基づいて行った 
計画段階配慮の 

内容 

全般 

配慮市長意見書を踏まえ、配慮の内容を更新しま
した。 p.4-1～ 

4-11 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 対象事業の計画内容 
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第２章 対象事業の計画内容 

2.1 対象事業の計画概要 

本事業の計画概要は、表2.1-1に示すとおりです。 

対象事業実施区域は、図2.1-1、図2.1-2及び図2.1-3に示すとおりです。また、対

象事業実施区域及びその近傍の現況写真撮影地点は図2.1-4に、現況写真は写真2.1-1

(1)～(3)に示すとおりです。 

表2.1-1 対象事業の計画概要 

事業者の氏名及び住所 

横浜駅みなみ東口地区市街地再開発準備組合 

理事長 株式会社崎陽軒 代表取締役 野並 晃 

東京都千代田区大手町二丁目３番１号 

対象事業の名称 （仮称）横浜駅みなみ東口地区第一種市街地再開発事業 

対象事業実施区域の所在地 横浜市西区高島二丁目 14、15、16 の各一部 

対象事業の種類、規模 

高層建築物の建設（第１分類事業） 

建築物の高さ：約 231ｍ 

延べ面積  ：約 215,000ｍ2 

飛行場の建設（第１分類事業）注） 

  飛行場の面積：約 4,850ｍ2（高層部屋上全体） 

対象事業に係る許認可等の主な内容 

【建築物の確認】 

建築基準法第６条第１項 

【地区計画等の区域内における建築物等の届出等】 

都市計画法第 58 条の２第１項 

【特定建築物の建築主の基準適合義務】 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第 10 条 

環境影響評価の受託者 

株式会社日建設計東京オフィス 

常務執行役員東京オフィス代表 佐藤 健 

東京都千代田区飯田橋二丁目 18 番３号 

株式会社ポリテック・エイディディ 

代表取締役社長 望月 宣典 

東京都中央区新富一丁目 18 番８号 
注） 本事業では、次世代モビリティである空の移動を可能とする、いわゆる“空飛ぶクルマ”の離着陸場

（バーティポート）の設置を計画しています。バーティポートについては、「空飛ぶクルマに関する制
度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ）に示されるバーティポートの制度整備
に関する基本的考え方によると、バーティポート整備基準の策定（令和８年度予定）までは、空飛ぶク
ルマの離着陸は「航空法」（昭和 27 年７月、法律第 231 号）第 79 条の場外離着陸の許可により対応す
ることとされています（資料編（p.資-11）参照）。 

他方で、国内基準が制定されるまでの暫定ガイダンスとして示されている「バーティポート整備指
針」（令和５年 12 月、国土交通省航空局）によると、陸上バーティポートとは、「航空法施行規則」（昭
和 27 年運輸省令第 56 号）第 75 条に規定する陸上ヘリポートのうち、VTOL 機専用のものを指すとさ
れています。また、「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省
ホームページ）によると、空飛ぶクルマの離着陸場（Vertiport）については、航空法上ではヘリポー
トの一区分として位置づけられ、ヘリポートと同様、地方自治体の定める条例によっては環境アセス
メントの対象となると整理されています（資料編（p.資-15）参照）。 

また、本事業では、非公共用陸上ヘリポート（屋上）の設置も計画しており、空飛ぶクルマの離着陸
場（バーティポート）も兼用することを想定しています。非公共用陸上（屋上）ヘリポートについて
は、「航空法施行規則」第 75 条第１項に規定する「空港等」に該当します。 

よって、本事業では、空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート）の設置に関する今後の制度整備等
の方向性を踏まえ、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場（バーティポート及びヘリポート）を
対象に、「飛行場の建設」を対象事業とし、横浜市環境影響評価条例の手続きを進めることとしていま
す。  
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図2.1-1 対象事業実施区域位置図（広域） 
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図2.1-2 対象事業実施区域及びその周辺の空中写真 
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図2.1-3 対象事業実施区域位置図（対象事業実施区域及びその近傍） 
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図2.1-4 現況写真撮影地点（対象事業実施区域及びその近傍） 



- 2-6 - 

 

  

①対象事業実施区域の北東側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

②対象事業実施区域の東側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

  

③対象事業実施区域の東側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

④アソビル出入口付近の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

  

⑤対象事業実施区域の南東側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

⑥対象事業実施区域の南東側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

 

写真2.1-1(1) 現況写真 

  

対象事業実施区域 
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⑦横浜駅東口地下駐車場入り口の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

⑧アソビル出入口付近の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

  
⑨踏切の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

⑩対象事業実施区域の南側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

  
⑪対象事業実施区域の南西側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

⑫横浜駅みなみ東口の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

 

写真2.1-1(2) 現況写真 

  

対象事業実施区域 
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⑬対象事業実施区域の北側から 

対象事業実施区域を望む 

（撮影日：令和７年１月21日） 

⑭アソビル出入口付近の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

  
⑮横浜駅みなみ東口通路の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

⑯横浜駅みなみ東口通路の状況 

（撮影日：令和７年１月21日） 

 

写真2.1-1(3) 現況写真 

  

対象事業実施区域 
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2.2 対象事業の目的及び必要性 

横浜駅周辺地区（対象事業実施区域内）は、JR線・京急線など鉄道６社９路線が乗

り入れ、一日約200万人の乗降客数を数える日本有数のターミナル駅である横浜駅を

中心とする地区です。 

その中でも対象事業実施区域が位置する横浜駅みなみ東口地区は、中低層の商業・

業務施設が立地した市街地となっており、南側は帷子川に面し、更に帷子川を挟んで

みなとみらい21地区及び平沼地区と隣接しています。 

横浜市による「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」（平成27年２月、横浜市）

では、対象事業実施区域が属する横浜駅周辺地区は、都心臨海部５地区の魅力をつな

ぎ合わせる「みなと交流軸」の形成と、「地区の結節点」における連携強化を重点的

に進め、都心臨海部５地区の一体的なまちづくりにより、港と共に発展する横浜なら

ではの都心を形成することを目指すとされています（図2.2-1参照）。 

また、横浜駅周辺地区は、平成24年１月に「横浜都心・臨海地域」の一部として、

都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域であることから、都市再生緊急整

備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令による「特定都市再生緊急整備地

域注）」に指定されています（図2.2-2参照）。 

横浜駅周辺地区のさらなる国際化への対応・環境問題・駅としての魅力向上・災害

時の安全性確保などに取り組み、「国際都市の玄関口としてふさわしいまちづくり」

を進めるための指針となる計画として策定された、「エキサイトよこはま２２」（平

成21年12月、横浜駅周辺大改造計画づくり委員会）において、対象事業実施区域は「世

界と横浜をつなぐ玄関口、ホスピタリティあふれる横浜の顔」となる「センターゾー

ン」に位置しています（図2.2-3参照）。 

また、対象事業実施区域が位置する西区では、おおむね20年後の西区の将来を見据

えた、まちづくりの方向性やあり方などを示した「横浜市都市計画マスタープラン西

区プラン 西区まちづくり方針」（平成28年11月、西区役所・横浜市都市整備局）が

定められています。対象事業実施区域は「横浜駅周辺地区」に位置し、「横浜の玄関

口、魅力に満ちた安全で誇れるまち」を目標とし、「ターミナル機能と駅を中心とし

た回遊性の強化」、「企業や市民の活動を支える都市機能の充実」、「横浜らしさを

感じることができる都市景観の形成」等の方針が定められています（図2.2-4参照）。 

対象事業実施区域が位置する横浜駅みなみ東口地区では、「エキサイトよこはま２２

横浜駅みなみ東口地区地区計画」（横浜市）が定められており、「国際都市横浜の玄

関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成するために、土地の高度利用

 
注）横浜都心・臨海地域における特定都市再生緊急整備地域の整備の目標は、開港以来、国際港都として発

展してきた横浜市において、その成長をけん引し、発展の中心として、業務・商業機能や行政機能が集

積している横浜都心・臨海部の横浜駅周辺地区、横浜みなとみらい地区、北仲通地区、山下ふ頭周辺地

区、関内駅周辺地区において、「世界が注目し、横浜が目的地となる新しい都心」の実現に向けた施策

に取組み、将来にわたり輝き続け、魅力あふれた世界都市の顔としての都心臨海部を形成することとさ

れています。このうち、横浜駅周辺地区における整備の目標は、日本有数のターミナル駅である横浜駅

を中心とする地区であり、国家戦略住宅など民間開発や基盤整備を促進するとともに、東口地区の事業

を推進し、国際競争力強化に資するまちづくりを進め、国際都市の玄関口にふさわしい街を形成するこ

ととされています。 
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を図り、国内外の多様なニーズに対応した商業・業務機能等を集積する」、「ターミ

ナルコアを中心としたデッキ、地上、地下レベルで構成される立体的な歩行者ネット

ワークの構築を図り、横浜駅周辺における円滑な移動・回遊性の向上に寄与する」等

の方針が定められています（表2.2-1(1)～(2)、図2.2-5参照）。 

対象事業実施区域内は商業・業務施設、鉄道施設等が立地しているものの、鉄道に

より地区が分断され、低・未利用地が多く、駅直近の立地特性を生かした土地利用が

なされていない状況にあります。さらに、隣接するみなとみらい21地区及び平沼地区

とのアクセス性や地区内の回遊性に課題があります。 

本事業では、「エキサイトよこはま２２」、「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ

東口地区地区計画」等の方向性に沿って、都心臨海部内各地区との連携強化及び横浜駅

周辺の回遊性の向上を図るとともに、国内外の多様なニーズに対応した、都心にふさわ

しい高度な商業・業務機能等の集積を図ることにより、国際都市横浜の玄関口にふさわ

しい魅力とにぎわいのある都市空間を形成することを目標として計画を進めます。 

また、人や物の移動において、短中距離を自動で飛行し、安全かつ安価に移動させ

られる機体やサービスが実現すれば、都市部での移動にかかる時間の短縮、災害時の

救急搬送や物資輸送の迅速化など、新しいサービスの展開や各地での課題の解決につ

ながることが期待されています。このような「空の移動」を可能とする、いわゆる「空

飛ぶクルマ」の実現を見据えて、本事業では空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポー

ト）を計画します。加えて、中長距離の移動時間を短縮可能とし、横浜駅周辺の国際

競争力を強化するために、オフィスやホテル等の建物利用者向けに、ヘリコプターの

離着陸場（非公共用ヘリポート）も計画します。 
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資料：「輝き続ける世界都市横浜の実現に向けて 横浜市都心臨海部再生マスタープラン」 

（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ） 

図2.2-1 都心臨海部再生マスタープラン 

対象事業実施区域 
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資料：「都市再生緊急整備地域等について」（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ） 

図2.2-2 横浜都心・臨海地域の特定都市再生緊急整備地域の範囲 

 

 

対象事業実施区域 



- 2-13 - 

 

資料：「エキサイトよこはま２２」（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ） 

図2.2-3 エキサイトよこはま２２のエリア 

  

対象事業実施区域 
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資料：「横浜市都市計画マスタープラン西区プラン 西区まちづくり方針」（平成 28 年 11 月、 

西区役所・横浜市）（令和７年７月調べ、横浜市西区役所ホームページ） 

図2.2-4 横浜駅周辺地区まちづくり方針図 

  

対象事業実施区域 
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表2.2-1(1) エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画の概要 

項 目 内 容 

位 置 西区高島二丁目地内 

面 積 約 2.5ha 

地区計画
の目標 

本地区は、横浜駅南東側に位置し、帷子川に面している。また、帷子川を挟んで、
みなとみらい 21 地区及び平沼地区と隣接している。 

本地区内は商業・業務施設や倉庫、鉄道施設等が立地しているものの、鉄道により
地区が分断され、低・未利用地が多く、駅直近の立地特性を生かした土地利用がなさ
れていない状況である。さらに、隣接するみなとみらい 21 地区及び平沼地区とのア
クセス性や地区内の回遊性に課題がある。 

本地区を含む横浜駅周辺地区について、横浜市都市計画マスタープラン全体構想
では、首都圏有数の乗降客数や駅前の商業集積などのポテンシャルと、国際化した
羽田空港との近接性等を最大限に活用し、国際競争力を持ったアジアの交流セン
ターに相応しい観光、交流機能の強化に向けた土地利用を図るとしている。 

また、横浜市都心臨海部再生マスタープランでは、人々を、横浜らしさを象徴する
水際線へと呼び込んだり、都心臨海部の各地区の連携を強化するため、魅力ある歩
行者ネットワークの強化・拡充を進めるとしている。 

横浜駅周辺を対象として、平成 21 年に民間と行政の協働により、エキサイトよこ
はま２２が策定され、まちの将来像として世界から人々をいざなう「選ばれるまち」、
心地よく、心に残る場面にあふれた「魅了するまち」、まちに関わるすべての人が
「誇りに思うまち」を掲げている。これらの将来像に基づき、横浜駅東西を一体的か
つ円滑に移動・回遊できる立体的な歩行者ネットワークの構築、国際拠点の玄関口
として横浜駅東口の空港アクセス機能を強化する駅前広場の再編、横浜駅周辺地区
内の交通を円滑にするための骨格となる道路の整備及び横浜駅周辺にふさわしい治
水安全度を確保するための河川、下水道、まちづくりが連携した浸水対策の実施な
どを、民間開発事業にあわせて順次進めている。 

本地区計画は、これらを踏まえ、本地区内で計画される民間開発事業を適切に誘
導し、都心臨海部内各地区との連携強化及び横浜駅周辺の回遊性の向上を図るとと
もに、国内外の多様なニーズに対応した、都心にふさわしい高度な商業・業務機能等
の集積を図ることにより、国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのあ
る都市空間を形成することを目標とする。 

土地利用
の方針 

１ 国際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成する
ために、土地の高度利用を図り、国内外の多様なニーズに対応した商業・業務機能
等を集積する。 

２ ターミナルコアを中心としたデッキ、地上、地下レベルで構成される立体的な
歩行者ネットワークの構築を図り、横浜駅周辺における円滑な移動・回遊性の向
上に寄与する。 

３ 河川、下水道、まちづくりが連携した浸水対策を実施し、安全・安心な空間を創
出する。 

地区施設
の整備の
方針 

みなとみらい 21 地区等の都心臨海部内の連携強化を図りつつ、商業・業務機能等
が高度に集積する横浜駅周辺の回遊性を確保し、ターミナルコアを中心とした利便性
の高い立体的な歩行者ネットワークを構築する。 
１ 歩行者ネットワークの結節点として、吹抜けにより各層からの視認性に配慮した

連続的な空間を形成し、来街者等のガイドとして機能するターミナルコアを整備す
る。また、各層においてにぎわいを創出する空間を、吹抜けを囲むように整備する。 

２ 横浜駅の東西を横断できるルートとして、横浜駅東口の地下街と直結する歩行者
用通路Ａ、ターミナルコア、歩行者用通路Ｂ及び歩行者用通路Ｃを連続的に整備し、
ＪＲ線南改札へとつなげる。 

３ 横浜駅周辺地区とみなとみらい 21 地区をつなぐ歩行者動線として、帷子川横断
デッキとターミナルコアをつなぐ位置に歩行者用通路Ｄを整備し、建築計画と連携
して、重層的でにぎわいのある回遊動線を形成する。 

４ 横浜駅周辺地区と平沼地区をつなぐ歩行者動線として、平沼地区から整備が進ん
でいる東横線跡地事業の一部として歩行者用通路Ｅを整備し、歩行者用通路Ｂと連
続させてターミナルコアとつなぐ。 

５ 本地区内の回遊性を高めるため、ターミナルコアを中心に地区内を一巡できる
ルートとして、歩行者用通路Ｄ、道路、歩行者用通路Ｅ及び歩行者用通路Ｂを整備
する。 

資料：「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画書」（令和７年７月調べ、横浜市都市 

整備局ホームページ）  
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表2.2-1(2) エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画の概要 

地区整備計画 

地区施設の配置及び規模 ターミナルコア 面積約 500 ㎡（非青空、吹抜け部分を含む。） 

歩行者用通路Ａ 

歩行者用通路Ｂ 

歩行者用通路Ｃ 

歩行者用通路Ｄ 

歩行者用通路Ｅ 

幅員 6.0ｍ 延長約 40ｍ（非青空） 

幅員 9.0ｍ 延長約 70ｍ（非青空） 

幅員 13.0ｍ 延長約 50ｍ（非青空） 

幅員 2.0ｍ 延長約 100ｍ（非青空） 

幅員 4.0ｍ 延長約 120ｍ（非青空） 

道路 幅員 4.0ｍ 延長約 120ｍ 
資料：「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画書」（令和７年７月調べ、横浜市都市 

整備局ホームページ） 

 

エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画 

 
資料：「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画書」（令和７年７月調べ、横浜市都市整

備局ホームページ） 

図2.2-5 エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画の計画図 

  

凡   例 

地区計画の区域及び地区整備計画の区域 

地区施設の配置及び規模 

ターミナルコア 面積約 500 ㎡ 

歩行者用通路Ａ（幅員 6.0ｍ 延長約 40ｍ）  

歩行者用通路Ｂ（幅員 9.0ｍ 延長約 70ｍ）  

歩行者用通路Ｃ（幅員 13.0ｍ 延長約 50ｍ） 

歩行者用通路Ｄ（幅員 2.0ｍ 延長約 100ｍ） 

歩行者用通路Ｅ（幅員 4.0ｍ 延長約 120ｍ） 

道路   （幅員 4.0ｍ 延長約 120ｍ）  
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2.3 対象事業の内容 

2.3.1 対象事業実施区域の位置及び面積等 

本事業の概要は、表2.3-1(1)～(2)に示すとおりです。 

 

表2.3-1(1) 本事業の概要（高層建築物の建設）注1) 

項 目 内 容 

対象事業実施区域 横浜市西区高島二丁目 14、15、16 の各一部 

主要用途 
オフィス、商業、ホテル（一部 SA（サービスアパートメント）注 2)）、 

駐車場・車路等、機械室、離着陸場注 3)等 

地区計画 「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画」の一部 

用途地域 商業地域（防火地域） 

指定容積率/建ぺい率注 4) 800% / 80% 

計画容積率注 5)/建ぺい率 1,700% / 89% 

対象事業実施区域の面積 約 1.41ha 

敷地面積 約 10,400ｍ2 

建築面積 約 9,250ｍ2 

延べ面積注 6) 約 215,000ｍ2 

容積対象床面積注 7) 約 176,800ｍ2 

建築物の最高高さ注 8) 約 231ｍ 

建築物の高さ注 8) 約 231ｍ 

階 数注 9) 地下３階、地上 45 階、塔屋１階 

工事予定期間注 10） 
令和 10 年度～令和 19 年度 

（計画建築物の新築工事は令和 14 年度着工） 

供用予定時期注 10） 令和 19 年度 
注1)数値等は、本書作成時点のものであり、今後の関係機関との協議や経済情勢等により変更になる可能

性があります。 
注2)SA（サービスアパートメント）とは、一般的にはホテルに見られるコンシュルジュやキーピング等の

サービスと、家具・家電設備付き賃貸住宅に見られる両方の特徴を併せ持った施設です。 
注3)本事業では、次世代モビリティである空の移動を可能とする、いわゆる “空飛ぶクルマ”の離着陸場

（バーティポート）の設置に加えて、ヘリコプターの離着陸場（非公共用ヘリポート）の設置も計画
しています。 

注4)建ぺい率の限度が80％とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の規
定が適用除外となります。（建築基準法第53条第５項第１号） 
計画建築物は、耐火建築物とするため、建ぺい率の規定が適用除外となります。 

注5)本事業の容積率については、「都市再生特別地区」の提案・決定により、約900％の容積割増を受ける
予定です。 
「都市再生特別地区」とは、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内において、既存の
用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることが
できる都市計画制度です。都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、
容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、
都市再生特別地区を定めることができます。 
なかでも、駅に近接する地区では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として、「国際都市横浜
の玄関口にふさわしい賑わい機能、観光拠点機能、滞在・宿泊機能、情報発信機能、文化創造・交流
機能、業務機能、ビジネスサポート機能、商業・生活支援機能などの充実・強化」が期待されていま
す。また、緊急かつ重点的な市街地の整備の推進として「駅直近部において建築物と公共施設の一体
的な整備や高度利用による都市開発事業の促進」が期待されています。 
対象事業実施区域は、みなみ通路東側出口に位置する、周辺を既成市街地に囲まれた駅直近部の開発
事業であり、この対象事業実施区域内で高度利用を緊急かつ重点的に進めることで、期待される各種
都市機能の増進を進める必要があります。 

注6)延べ面積は、建築物の各階（駐車場・機械室含む）の床面積の合計です。 
注7)容積対象床面積は許容床面積の最大値の面積を記載しています。 
注8)建築物の最高高さは、塔屋（屋上の機械室等）を含む高さです。建築物の高さは、建築基準法施行令

第２条第１項第６号の規定による高さです。なお、本事業の建築物の高さは、今後策定される予定の
都市再生特別地区に規定されることを前提としたものです。 

注9)建築物の階数は、建築基準法施行令第２条第１項第８号の規定による階数です。 
注10)工事予定期間及び供用予定時期は、本書作成時点のものであり、今後の関係機関との協議や経済情勢

等により変更になる可能性があります。 
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表2.3-2(2) 本事業の概要（飛行場の建設）注1) 

項 目 内 容 

対象事業実施区域 横浜市西区高島二丁目 14、15、16 の各一部 

飛行場の種類・種別 

南側：非公共用陸上ヘリポート（屋上）（ヘリコプターの離着陸場） 

非公共用バーティポート（屋上）（空飛ぶクルマの離着陸場） 

北側：非公共用バーティポート（屋上）（空飛ぶクルマの離着陸場） 

飛行場の規模 

飛行場の面積 

約 4,850ｍ2（高層部屋上全体） 

着陸帯の面積 

南側：非公共用陸上ヘリポート兼非公共用バーティポート 約 460ｍ2 

北側：非公共用バーティポート 約 460ｍ2 

使用予定機種注 2)・数 

空飛ぶクルマ：垂直離着陸飛行機、マルチローター 

（最大 150 機／日） 

ヘリコプター：中型機（全長 約 17ｍ、主回転翼直径 約 14ｍ） 

小型機（全長 約 13ｍ、主回転翼直径 約 11ｍ） 

（最大 5 機／日） 
注1）数値等は、本書作成時点のものであり、今後の関係機関との協議や経済情勢等により変更になる可能

性があります。 
注2）使用予定機種は、現時点想定している機種であり、今後の開発動向や経済情勢等により変更になる可

能性があります。 
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2.3.2 施設配置計画 

施設配置図は図2.3-1に、施設断面図は図2.3-2(1)～(2)に示すとおりです。 

対象事業実施区域は、基本的には都市再生特別地区の提案・決定を目指す範囲とし

ます。このうち、京急本線より東側の区域（京急本線を含まない区域）をＡ街区、京

急本線を含む西側の区域をＢ街区とします。また、Ａ街区内の南側の地区計画の道路

用地等を除く区域を再開発事業施行区域とします。なお、Ａ街区外の北部については、

現行施設の一部が都市再生特別地区に含まれる計画になっており、解体範囲は施設全

体となるため、当該施設を含ませるように対象事業実施区域を設定しました。 

Ａ街区には計画建築物（高層部、低層部）を配置し、Ｂ街区には京急本線の上部を

Ａ街区と繋がるデッキ等を配置する計画です。 

また、施設配置計画の検討に当たっては、「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ

東口地区地区計画」のほか、「横浜市景観ビジョン」（平成31年３月改定、横浜市）、

対象事業実施区域が属する「エキサイトよこはま２２」等の上位計画を踏まえ、みな

とみらい21地区等の都心臨海部内の連携強化として周辺街区との接続性を図りつつ、

商業・業務機能等が高度に集積する横浜駅周辺の回遊性を確保し、ターミナルコア注1）

を中心とした利便性の高い立体的な歩行者ネットワーク注2）を構築する計画です。 

計画建築物の高層部の北部及び一部の東部については、低層部に比べてセットバッ

クさせる計画です。また、外装デザインの分節化等の検討を行い、周辺の街並みや調

和に配慮します。なお、分節化については、単純で特徴のない建築物の大壁面がもた

らす圧迫感を生じさせないように、外壁面に用いる建材や目地などの配置を工夫する

ことにより、外壁面を構成する単位を小さくすることを検討します。 

加えて、高層部のセットバックにより風環境にも配慮した配置計画とします。低層

部は周辺歩道等との一体的な環境整備、圧迫感の軽減に配慮し、北側に隣接する駅前

広場側を含めて敷地境界から２ｍセットバックさせる計画です。 

計画建築物の高層部屋上（高さ約231ｍ、図2.3-2(1)～(2)参照）に空飛ぶクルマの

離着陸場（バーティポート）及びヘリコプターの離着陸場（非公共用ヘリポート）の

設置を計画しています。 

計画建築物の基礎形状は、地盤状況を十分に把握したうえで、安全な構造計画とな

るよう、設計上の適切な対策を検討します。 

対象事業実施区域を通る鉄道（京急本線）に対しては、Ａ街区に接する範囲が広く、

Ａ街区の既存建築物の解体工事や新築工事による影響が懸念されるため、その対策と

して、京急本線の軌道を恒久的な構造物に受け替える計画です。それに伴い、対象事

業実施区域の南側の踏切に、軌道を受け替えする構造物が支障するため、道路の機能

を確保するためにアンダーパスを構築し機能を振り替えた上で、踏切を撤去する計画

です。また、みなとみらい線やJR根岸線に対しては、影響を及ぼさないよう、設計上

の適切な対策を検討します。   

 
注1)ターミナルコアとは、デッキ・地上・地下の移動や回遊、賑わいを円滑に分かりやすく結ぶ、象徴的な

結節空間です。 
注2)立体的な歩行者ネットワークとは、駅を中心に、デッキ・地上・地下によるネットワークです。 
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図2.3-1 施設配置図 
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図2.3-2(1) 施設断面図（東西） 
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図2.3-2(2) 施設断面図（南北） 
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2.3.3 交通計画 

(1) 関連車両 

計画建築物供用後の関連車両の主な走行ルートは、図2.3-4に示すとおりです。対

象事業実施区域には、オフィス、商業施設、ホテル（一部SA（サービスアパートメン

ト））を利用する車両（以下「関連車両」といいます。）が出入りすることを想定し

ています。 

関連車両の出入口は、対象事業実施区域の東側で接する高島台第208号線（北方向

の一方通行）に整備し、左折イン、左折アウトで入出庫を行う計画です。関連車両は、

横浜駅根岸線、高島台第237号線、帷子川に架かる万里橋、高島台第208号線、高島台

第206号線等を利用して、計画建築物に出入りする計画です。 

 

(2) 空飛ぶクルマ・ヘリコプター 

本事業では、次世代モビリティである空の移動を可能とする、いわゆる“空飛ぶク

ルマ”の実現を見据えて、計画建築物の高層部屋上（高さ約231ｍ、図2.3-2(1)～(2)

参照）に空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート（整備機能を持たないスポット型

を想定））に加えて、ヘリコプターの離着陸場（非公共用ヘリポート）の設置も計画

しています。北側は空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート）、南側はヘリコプター

の離着陸場（非公共用ヘリポート）とし、南側は空飛ぶクルマの離着陸場（バーティ

ポート）も兼用することを想定しています。 

「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局）

では、空飛ぶクルマ離着陸場（バーティポート）については、欧米の動向や機体性能

等を踏まえ、水平表面・進入表面等の設定基準に関する検討を進めることとされてい

ます（資料編（資-39）参照）。本事業では、こうした設定基準の検討状況を踏まえな

がら、空飛ぶクルマの水平表面・進入表面等の設定に関する検討を進めます。また、

ヘリコプターについては、航空法等の基準に基づき、水平表面・進入表面等の設定に

関する検討を進めます。現時点で、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの進入表面として

想定している範囲は図2.3-5に示すとおりであり、将来の開発動向を見据えて、飛行

ルート上に高層建築物が干渉しないように設定しています。 

運航は、空飛ぶクルマについては現行の地上タクシーのような２地点間の旅客輸送

サービスや計画地を発着地点とする周遊利用サービス、ヘリコプターについてはオ

フィスやホテル等の建物利用者によるチャーター機等での利用を想定しています。運

行頻度は、空飛ぶクルマは最大で300回／日（１回／３分、機体数は最大150機／日）、

ヘリコプターは最大で10回／日（機体数は最大５機／日）を検討しています。運航時

間は、空飛ぶクルマ、ヘリコプターともに、午前７時から午後10時までとします。 

空飛ぶクルマ、ヘリコプターの運航に際して安全性を確保するために、脱落防止施

設や燃料流出防止施設等の安全施設の設置、消火施設や消火救難機材の設置等につい

て航空法及び消防法で定められる適切な対策を講じます。 

また、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの飛行による騒音やバードストライク等、周

辺環境への影響を低減する対策の検討を進めます。 
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2.3.4 駐車場計画 

駐車場は、「横浜市駐車場条例」（平成28年２月改正、条例第33号）の附置義務に

基づき必要となる約530台を確保する計画です。併せて、エキサイトよこはま２２駐

車場整備ルール注）の適用条件となる駐車場の整備・運営に関しての駐車場マネジメン

トの取組みを実施します。 

また、駐車場内に電気自動車の充電設備の設置を検討していきます。 

 

2.3.5 自動二輪・自転車駐車場計画 

自動二輪駐車場は、「横浜市駐車場条例」の附置義務に基づき、必要となる約50台

を確保する計画です。 

また、自転車駐車場は、「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」（平成30年

３月、条例第３号）に基づき必要となる約80台以上を確保する計画です。 

 

2.3.6 歩行者動線計画 

歩行者の動線計画は、図2.3-6に示すとおりです。 

対象事業実施区域への主たる歩行者動線は、横浜駅の利用を想定しています。 

本事業では、みなとみらい21地区等の都心臨海部内の連携強化として周辺街区との

接続性を図りつつ、商業・業務機能等が高度に集積する横浜駅周辺の回遊性を確保す

るため、ターミナルコア（図2.3-3参照）を中心とする歩行者ネットワークの構築を

図り、周辺との歩行者ネットワークの形成に寄与する計画です。 

なお、歩行者ネットワークの構築にあたり、敷地内を南北方向に移動する動線も整

備することで、車両動線との錯綜に配慮した計画とします。 

 

 

資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・ 

平成 30 年 4 月一部追加・修正、エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 

（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ）の図を加工して掲載 

図 2.3-3 ターミナルコアのイメージ 

 
注）エキサイトよこはま２２における駐車場整備の考え方 

地域の特性に合わせた駐車場整備のルールをつくることにより、駐車場の適正な配置や周辺駐車場と

の連携等を促進します。 

駅直近における大規模な複合施設の開発に当たっては、現行の基準で一律に駐車場を整備するのでは

なく、一定のルールの下で地域の実情に見合った駐車場の整備・運営がまちづくりにとって必要なため、

開発に併せて「適切な駐車場マネジメント」に取り組んだ開発者に対して、横浜駅周辺の適正かつ効率

的な駐車場整備が可能となる「駐車場整備ルール」を適用することで、施設の用途や利用時間帯等に応

じた適正な駐車場整備を行い、エキサイトよこはま２２で掲げた「まちの将来像」を実現するものです。 
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図2.3-4 関連車両の主な走行ルート 
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図2.3-5 空飛ぶクルマ及びヘリコプターの進入表面として想定している範囲 
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図2.3-6 歩行者動線計画図 
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2.3.7 熱源計画 

熱源は、主に都市ガスを前提に高効率の熱源機器の採用を検討していきます。 

また、災害時の使用を想定している非常用発電機については、停電時にも使用でき

る非常用発電機などの「電力代替機能」（浸水の影響を受けない11～12階の設備機械

室への設置を想定）により、従業員の施設内待機と最低限の業務継続に必要な電力を

確保することに併せ、滞留者・帰宅困難者の受入れに必要な電力も確保する計画です。 

 

2.3.8 給排水・供給施設計画 

上水は公営上水道を利用し、下水は公共下水道（分流式汚水管）を利用する計画で

す。その他、電力や都市ガスの供給を受ける計画です。なお、地下水の揚水及びその

使用の計画はありません。 

また、雨水排水についても、公共下水道（分流式雨水管）を利用する計画ですが、

省資源の観点から、建物の上部に降った雨水の一部を中水処理し、植栽の潅水やトイ

レ洗浄水として利用する等の検討を進めていきます。 

 

2.3.9 排気・換気計画 

本事業では、中間期の省エネルギー性・快適性及び災害時の自立性の向上を図るた

め、自然換気等の計画を積極的に検討していきます。 

また、非常用発電機を導入するため、計画建築物に煙突を設置する計画です。 

 

2.3.10 廃棄物処理計画 

計画建築物から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物は分別して回収し、廃棄物保管

施設で一時保管し、一般廃棄物及び産業廃棄物の種類に応じた許可を有する廃棄物処

理業者に委託し、適正に処理する計画です。 

また、供用後においては、入居テナント等に対して廃棄物の排出抑制や、分別排出

の徹底を促す計画です。 
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2.3.11 省エネルギー・再生可能エネルギー利用計画 

横浜市では、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、「再生可能エネ

ルギー導入検討報告制度」を設け、再生可能エネルギーの普及促進のため、床面積の

合計が2,000㎡以上の建築物を建築しようとする建築主に対し、建築計画時に再生可

能エネルギーの導入を検討し、検討結果を横浜市に報告することを義務付けています。 

本事業では、同制度に基づき再生可能エネルギーの導入について検討を進めるほか、

以下の環境制御技術や建築技術等の採用を検討し、運用エネルギーの低減を図ります。 

・ 自然採光の活用、高効率機器、LED 照明の採用 

・ 自然換気システム、Low-Eガラスの採用等による熱負荷低減 

・ 日射遮蔽効果のある、庇や奥行きのある縦方向部材の方位別設置による外壁負

荷削減（庇や奥行きのある縦方向部材の方位別設置により外壁の日射負荷や熱

負荷の低減を図ること） 

・ BEMSの採用によるエネルギーの効率的な運用 

・ 太陽光発電設備の設置 

 

2.3.12 「横浜市建築物環境配慮制度」の活用 

本事業では、環境関連の法令や条例、指針等を遵守するとともに、「横浜市建築物

環境配慮制度」に基づき、計画建築物の建設工事から供用後に至るまでの長期にわた

り、計画建築物が環境に与える負荷を低減するため、様々な環境配慮事項に取り組み、

建築環境総合性能評価システム（CASBEE 横浜）のAランク以上の取得を目指します。 

 

2.3.13 緑化・空地計画 

(1) 緑化方針 

横浜市では、「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」（令和６年２月、横浜市）にお

いて「地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高める」等

の目標を掲げており、「横浜市環境管理計画」（平成30年11月改定、横浜市）におい

ては、横浜が目指す将来の環境の姿として「郊外部だけでなく都心臨海部においても

身近に水とみどり豊かな自然環境があり、生物多様性の恵みを受けられるまち」を掲

げています。 

また、「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成24年度改定・平成30

年4月一部追加・修正、エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会）においては、

「水・緑・風を活用した快適な環境形成」を基本方針として掲げています。 

これらを踏まえ、本事業の緑化に当たっては、人々が身近に感じ、かつ、来街者が

快適に感じる多様な緑地空間の創出を行うとともに、生物多様性の保全と創造に配慮

する方針とします。 

また、本事業では、緑や風の流れ等を利用した潤いのある空間形成を行う方針とし

ます。 
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(2) 緑化計画 

緑化に当たっては、都市緑地法の「緑化地域制度」の緑化率の最低限度（５％）以

上、かつ、地区計画の基準以上の緑化面積を確保する計画です。本事業で確保する緑

化面積は、表2.3-2に示すとおりです。 

屋上緑化、壁面緑化、地上部緑化により、線的・面的にネットワークされた緑の形

成に配慮した植栽配置を検討するとともに、生物多様性に配慮した樹種の選定を検討

します。また、対象事業実施区域の東側の道路用地内の街路樹の撤去、新設について

も検討します。 

なお、屋上緑化は主に低層部の屋上に計画することとし、空飛ぶクルマ及びヘリコ

プターの離着陸場を計画している高層棟屋上と離隔を確保することで、バードストラ

イクの発生抑制のための配慮を行います。 

 

表2.3-2 緑化面積 

項 目 本事業 

敷地面積 約10,400㎡ 

緑化率の最低限度 ５％ 注） 

緑化率から算出される緑化面積 約520㎡ 

注）緑化地域制度の緑化率の最低限度は５％ですが、地区計画の緑化率の最低限度は1.5倍の7.5％

が基準となることが想定されるなど地区計画に応じた対応が必要であるため、今後の地区計画

に応じて緑化率を確保します。 

 

(3) 空地計画 

本事業では、対象事業実施区域内に歩行者動線の結節点となるターミナルコアを整

備し、ターミナルコアから北側、南側（ターミナルコアから既存の歩道に接続する動

線を確保する予定）及び西側をつなぐように歩行者用通路を整備することにより、建

築計画と連携して、重層的でにぎわいのある回遊動線を形成します。加えて、計画地

東側の道路（高島台206・208号線）沿いには、建物相互のつながりやまとまり感に配

慮した景観を形成し、統一感あるファサードや壁面後退、低層部のにぎわい施設導入、

ストリートファニチャー（街路備品であり、街灯・ベンチなど家具的なものを指しま

す。）などによる、ゆとりとにぎわいある歩行者空間の整備を図ります。 

また、本事業では、エネルギーの効率的運用による省エネルギー化を推進し、空調

システム等から排出される人工排熱の抑制に努めるほか、線的、面的にネットワーク

された緑の形成を図るなどによる、緑や風の流れ等を利用した潤いのある空間形成を

行い、ヒートアイランド現象の緩和を図ります。加えて、人々が身近に感じ、かつ、

来街者が快適に感じる多様な緑地空間の創出を図り、緑を感じられるまちづくりを目

指します。 

また、対象事業実施区域の南側は帷子川に面していることから、多様なアクティビ

ティの拠点にふさわしい、魅力ある親水空間に寄与するよう、帷子川沿いのライト

アップを検討します。なお、本事業では護岸整備はしない計画です。 
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2.3.14 防災等に関する計画 

本事業では、「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」において基本方針と

して掲げられている「民間と行政が連携した地震や水害などの災害に強い防災・減災

まちづくり」、「災害時における滞留者や帰宅困難者への対策」、「地域と行政の連

携による防災力向上の取組みの推進」を基に、以下について検討します。 

 

【計画時】 

・ 計画建築物の耐震化 

・ 高層建築物における長周期地震動対策 

・ 計画建築物からの落下物防止策 

・ 地盤嵩上げ及び建物内への浸水防止対策の実施（横浜駅周辺の地盤面の嵩上げ

高さについては、対象事業実施区域及びその周辺は１ｍ以上３ｍ未満の高潮に

よる浸水が予測されていることなどから、高潮堤防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上を

将来的な高さ目標とする） 

 

【供用時】 

＜平常時＞ 

・ 計画建築物内の従業員等に対する「地域の対応ルール」、「地域の対応ルール

【津波版】」、「滞留者・帰宅困難者避難マップ」及び「津波避難マップ」の

周知及び活用 

・ 建物に訪れる来街者数に応じた滞留者・帰宅困難者受入れのための事前の取組

みの実施 

・ 地域の防災訓練の実施及び参加 

＜災害時＞ 

・ 計画建築物内で働く従業員の施設内待機 

・ 「津波からの避難に関するガイドライン」（平成25年３月、横浜市）に基づき、

津波や大津波警報の発表及び避難勧告・避難指示発令の時における、海抜５ｍ

以上の高台への来街者の誘導又は堅牢な建物の３階以上（又は床上面が地盤か

ら５ｍ以上）の場所への来街者の受入れ 

・ 滞留者及び帰宅困難者の受入れ 
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2.3.15 施工計画 

(1) 工事概要 

本事業の施工に当たっては、工事施工区域の周囲に仮囲いを設け、工事物の飛散、

危害防止対策を徹底するとともに、工事用車両の出入りする時間帯においては原則と

して車両出入口に交通誘導員を配置し、歩行者や一般通行車両の安全な通行に配慮し

ていきます。 

工事概要は、表2.3-3に示すとおりです。 

 

表2.3-3 工事概要 

工 種 主な工事内容 

仮設工事 対象事業実施区域の外周に防音壁と防護壁を兼ねた鋼製仮囲いを

設置し、工事を行うため整地及び仮設事務所の設置、仮設給排水・

電気の引込み等を行います。 

解体工事 既存建築物を油圧式破砕機等を用いて解体します。 

京急本線 

鉄道近接対策工事 

軌道仮受工として仮受杭・工事桁を設置し、軌道の安定性を確保し

た上で、軌道の本設構築工として支持杭、上部工等を行い、軌道を

恒久的な構造物に受け替えします。 

アンダーパス工事 道路の通行機能を維持しながら工事を行うため、仮設のアンダーパ

スを新設した上で、踏切の撤去、本設のアンダーパスの新設を行い

ます。 

山留工事・杭工事 

 

山留壁として、剛性が高く、遮水性に優れたソイルセメント柱列壁

等を構築し、Ａ街区では逆打工法、Ｂ街区では切梁支保工にて、掘

削に伴う周辺地盤の変形を防止していきます。 

杭工事については、Ａ街区では逆打工法の採用に伴い構真柱を打設

し、Ｂ街区では場所打ちコンクリート杭を打設します。 

土工事 

基礎地下躯体工事 

油圧ショベル（バックホウ）を用い、表層より掘削を行います。２

次掘削以降は、クラムシェルにて掘削土を揚重し搬出します。 

Ａ街区では逆打工法を採用し、先行して施工した１F本設床からラ

フタークレーンを使用して、地下躯体材料の投入等を行い、地下の

上階から順に地下を構築します。Ｂ街区では順打工法を採用し、１

Ｆ作業構台から主に移動式クレーンを使用して、地下の下階から順

に地下を構築します。ともに鉄筋及び型枠の組立後、順次コンク

リートを打設します。 

地上躯体工事 

外装工事 

タワークレーン、または移動式クレーンを用いて、地上鉄骨の建方

工事、鉄筋コンクリート工事、外装材の取付工事を行います。 

内装・設備工事 内装仕上工事・設備工事を行います。 

外構工事 植栽工事や舗装工事等、建屋周辺の外構工事を行います。 

Ａ街区接続工事 Ａ街区とＢ街区を繋ぐデッキを構築します。 
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(2) 工事工程 

本事業は、令和10年度から令和19年度までの約10年間の工事期間を予定しています。 

工事工程表は、表2.3-4に示すとおりです。 

 

表2.3-4 工事工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 工事用車両の主な走行ルート 

工事用車両の主な走行ルートは、図2.3-7に示すとおりです。 

本事業の工事に伴う、工事関係者の通勤車両や資機材の運搬、土砂、建設廃材等の

建設副産物の搬出を行う車両（以下「工事用車両」といいます。）が対象事業実施区

域周辺を走行することを想定しています。 

工事用車両の出入口は、対象事業実施区域に接する市道高島台第206号線及び市道

高島台第208号線、対象事業実施区域内の南側の道路に整備し、工程に合わせ順次使

用する出入口を変更し入出庫する計画を検討します。また、工事用車両は左折イン・

左折アウトで入出庫する計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

2次掘削＋解体 3次掘削 4次掘削 5次・斜梁 6次

注）　アンダーパス工事はA街区の一部も範囲となります

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

A街区

仮設工事

解体工事

山留・杭工事

土工事・基礎地下躯体工事
（逆打工法）

地上躯体工事・外装工事

内装・設備工事

B街区

仮設工事

京急本線
鉄道近接対策工事

アンダーパス工事　注）

解体工事

山留・杭工事

土工事・基礎地下躯体工事

地上躯体工事・外装工事

設備工事

A街区接続工事

外構工事

検査

外構工事

検査
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図2.3-7 工事用車両の主な走行ルート 
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(4) 工事時間帯 

工事時間は、原則として午前８時から午後６時までとします。 

また、原則として、事業特性上やむを得ない場合を除き、土曜日、日曜日、祝日は

工事を実施しない計画です。 

ただし、鉄道に近接する工事を行う場合は、現在の列車運行を確保しながら工事を

実施するため、終電後の夜間にも作業を行うことが想定されます。 

 

(5) 設計上の配慮事項 

・ 支持層深さや土質、地盤強度等の把握や地震波作成のためのデータ取得をする

ためにボーリング調査を実施し、地盤状況を十分に把握したうえで、安全な構

造計画となるよう、設計上の適切な対策を検討していきます。 

 

(6) 安全に関する配慮事項 

・ 施工計画の策定に当たっては、安全に配慮した工法、建設機械及び工事用車両

の集中を回避した工程等を検討するとともに、標識の設置等により来街者や近

隣住民等への情報提供を行います。 

・ 工事の実施に当たっては、仮囲いを設置して、工事用車両の出入りする時間帯

においては原則として車両出入口に交通誘導員を配置し、歩行者や一般通行車

両の安全に配慮する計画とします。 

・ 対象事業実施区域内の既存の南北の歩行者動線は本事業の工事に伴い利用でき

なくなる期間があるため、歩行者等に対して適切に情報提供を行います。 

・ 必要に応じて既存歩道のルートを案内し、安全で円滑な歩行空間を確保するよ

う計画するとともに、「工事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライ

ン」（平成17年６月、横浜市）を参考にして、歩行者に対するバリアフリーを

推進します。なお、対象事業実施区域内の南側の道路は、工事期間中も道路機

能を確保するよう配慮します。 

・ 荒天の予報がある場合は、資材の飛散等が発生しないよう養生等の安全対策に

配慮します。 

・ 計画建築物の工事に当たっては、対象事業実施区域内を通る鉄道（京急本線、

みなとみらい線）、隣接する鉄道（JR根岸線）及び周辺への影響が生じないよ

う、適切な工法や対策を検討していくとともに、今後の本事業の深度化に合わ

せて鉄道事業者と調整を図ります。 

 

(7) 建設機械、工事用車両の採用に関する配慮事項 

・ 建設機械については、排出ガス対策型建設機械、低騒音型建設機械及び低振動

型建設機械を積極的に採用します。 

・ 工事用車両については、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で規定す

る「粒子状物質の排出基準」適合車を採用する等、低公害、省エネルギーに配

慮します。 
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(8) 建設機械の稼働、工事用車両の走行に対する配慮事項 

・ 構造計画、施工計画の工夫により掘削土を減らし、土砂搬出に伴う工事用車両

の台数を極力減らす計画とします。また、周辺の交通混雑の状況を勘案して、

可能な限り工事用車両の走行時間や台数を調整する計画とします。 

・ 工事関係者に対しては、建設機械のアイドリングストップ、高負荷運転の防止、

低速走行の実施、工事用車両の規制速度の遵守、過積載、急発進及び急加速の

禁止等に関する教育及び指導を徹底します。 

・ 建設機械及び工事用車両が正常に稼働、走行できるように整備及び点検を徹底

します。 

 

(9) 施工方法等に関する配慮事項 

・ 既存建築物の解体に当たっては、既存建築物の高さまで防音シートなどで覆い、

解体時の騒音や粉じんに配慮します。また、振動にも配慮した工法を極力採用

します。 

・ 既存建築物の解体に当たっては、既存建築物の解体工事着手前にアスベスト含

有建材の調査を行い、アスベスト含有建材が存在していた場合には、関係官庁

と協議し、アスベストの飛散防止措置を実施します。 

・ 土壌汚染対策法に基づき、設計段階において調査を行い、結果に応じて適切な

対応を行います。 

・ 工事で発生する建設発生土は、可能な限り場内仮置き・埋め戻し利用を検討す

るとともに、運搬距離の低減のため、可能な限り近隣の建設工事現場での再使

用を検討していきます。 

・ 工事排水は適切な処理を行います。 

・ 散水や工事用車両のタイヤ洗浄等個別の作業に応じて対策を実施し、粉じんの

飛散防止、周辺道路の汚れ防止に努めていきます。 

・ 電波障害対策として、クレーン未使用時のブームを電波到来方向に向ける等の

対策を講ずる計画とします。 

・ 「ヨコハマプラ5
ご

.3
み

計画 横浜市一般廃棄物処理基本計画（2023年度～2030年度）」

（令和６年１月、横浜市）の取組を推進し、工事中においては、廃棄物の発生

抑制と分別、リサイクルを積極的に進め、なお残る廃棄物は適正に処理します。

また、木材代替型枠やリサイクル材等のエコマテリアルの活用を検討します。 

・ 施工エリア周辺への影響に配慮し、掘削時における地下水対策を適切に計画し

実施します。 

 

(10) 近隣に対する対応 

・ 現場事務所に問い合わせ窓口を設け、苦情が発生した場合には、迅速に適切な

対応を行います。 
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2.4 計画を策定した経緯 

2.4.1 開発計画の策定経緯 

対象事業実施区域は、JR線・京急線など６社９路線が乗り入れる日本有数のターミ

ナル駅である横浜駅の東口駅前に位置する約1.41haのエリアです。 

また、対象事業実施区域は横浜駅周辺における「国際都市の玄関口としてふさわし

いまちづくり」の指針となる「エキサイトよこはま２２」において、「世界と横浜を

つなぐ玄関口、ホスピタリティあふれる横浜の顔」となるセンターゾーンに位置して

います。 

対象事業実施区域のまちづくり推進のため、横浜市主催の「横浜駅東口地区まちづ

くり勉強会」等において、議論を重ねてきました。市街地再開発事業の実現に向けて

更なる検討を行うため準備組合を設立することについて、地権者の方々から賛同を得

られたため、令和６年６月に準備組合を設立するに至りました。 

対象事業実施区域については、準備組合の設立に至るまでに検討した範囲とし、京

急本線を挟んだ東側と西側の一体的な範囲を設定し、基本的に都市再生特別地区の提

案・決定を目指す範囲としました。なお、対象事業実施区域の一部北部側については、

現行施設の一部が都市再生特別地区に含まれる予定になっており、解体範囲は施設全

体となるため、当該施設を含ませるように対象事業実施区域を設定しました。 

本事業では、「エキサイトよこはま２２」等の方向性に沿って、国内外の多様なニー

ズに対応した、都心にふさわしい高度な商業・業務機能等の集積を図ることにより、国

際都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのある都市空間を形成することを目

標として進めており、この目標を達成できるよう計画建築物の規模等を設定しました。 

また、計画建築物の配置検討等に当たっては、高層部のセットバックにより風環境

に配慮した配置計画とするとともに、低層部は北側に隣接する駅前広場側を含めて道

路等沿いからのセットバックにより周辺歩道等との一体的な環境整備、圧迫感の軽減

に配慮した計画としました。 

今後、計画の策定、並びに事業の実施に当たっては、本書でとりまとめた配慮事項

を踏まえて周辺環境への影響に配慮することはもちろん、「エキサイトよこはま２２」

等に位置付けられる本地区の役割を果たすとともに、地権者や周辺地区の皆さまの発

展にも寄与する、国際都市横浜の玄関口に相応しいまちづくりの実現を目指してまい

ります。 

 

2.4.2 事業スケジュール案 

本事業は、都市計画等の手続き完了以降、令和10年度に工事着工（計画建築物の新

築工事は令和14年度着工）し、令和19年度に工事完了を目指します。 
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第３章 地域の概況及び地域特性 

3.1 調査対象地域等の設定 

対象事業実施区域及びその周辺における自然的社会的状況に関する情報等を収集

し、当該地域の地域特性の把握に努めました。 

自然的社会的状況に関する情報等の収集は、図3.1-1に示すとおり、対象事業実施

区域を中心とした南北約3.9km、東西約3.4kmの区域（以下「調査区域」といいます。）

を対象として行うことを基本としました。 

統計データの情報収集に関しては、神奈川区、西区、保土ケ谷区、中区及び南区の

合計５区（以下「調査対象地域」といいます。）を対象としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1-1 調査対象地域等の位置 
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3.2 地域の概況 

3.2.1 気象の状況 

横浜地方気象台（横浜市中区山手町、図3.2-2参照）で観測された令和６年の気象

状況は表3.2-1に、風配図は図3.2-1に示すとおりです。 

令和６年の年平均気温は18.0℃、平均相対湿度は69％、平均風速は3.5m/s、最多風

向は北、降水総量は1,819.0mmとなっています。また、風向出現頻度は北が最も高く、

次いで、南西となっています。 

 

表3.2-1 気象の状況（令和６年：横浜地方気象台） 

項目 年間 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温 
（℃） 

18.0 8.0 8.5 10.1 17.0 19.9 23.1 28.8 29.3 26.9 21.0 14.4 9.0 

日平均 
最高気温 
（℃） 

33.7 12.2 12.4 14.5 21.1 24.1 27.6 33.1 33.7 30.7 24.5 17.7 13.4 

日平均 
最低気温 
（℃） 

4.1 4.1 5.2 6.2 13.6 16.2 19.8 25.8 26.5 24.2 18.0 11.4 5.1 

平均 
相対湿度 
（％） 

69 52 63 57 73 73 78 77 77 79 78 66 53 

平均風速 
（m/s） 

3.5 3.6 4.0 4.3 2.9 3.8 3.0 3.0 3.3 3.6 3.5 3.7 3.2 

最多風向 北) 北 北) 北 北 南南西 南西 南西 南南東 北 北 北 北 

日照時間 
（h） 

2,227.3 212.3 146.3 195.6 146.4 194.5 184.9 221.9 229.9 192.7 116.7 146.4 239.7 

日照率 
（％） 

50 68 47 53 37 45 43 50 55 52 33 47 79 

降水総量 
（mm） 

1,819.0 32.5 83.5 223.0 128.5 212.5 356.0 82.0 245.0 96.5 207.5 152.0 0.0 

注1)表中の「）」は観測結果にやや疑問がある、または統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている値で

す。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80％を基準としま

す。 

注2)風速計の高さは地上高19.8ｍ（海面上39ｍ）です。 

資料：「横浜市統計書[web 版]」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）風速 0.2m/s 以下を静穏としています。 

資料：「過去の気象データ検索」（令和７年７月調べ、気象庁ホームページ） 

図3.2-1 風配図（令和６年：横浜地方気象台） 
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図3.2-2 横浜地方気象台の位置 
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3.2.2 地形、地質、地盤の状況 

(1) 地形 

調査区域の地形の状況は図3.2-3に、横浜港沿岸部の埋立の変遷は図3.2-4に示すと

おりです。 

対象事業実施区域及びその周辺は、1859～1889年の幕末から明治中期にかけて埋立

てられた土地となっており、地形は旧水部に分類されます。また、対象事業実施区域

東側約100ｍには三角州・海岸低地が分布しています。 

 

(2) 地質 

調査区域の表層地質の状況は、図3.2-5に示すとおりです。 

対象事業実施区域及びその周辺の地質は埋土となっており、対象事業実施区域北側

約400ｍには自然堤防及び砂洲堆積物が分布しています。 

 

(3) 地盤・土壌 

調査区域の土壌の状況は図3.2-6に、軟弱地盤の分布状況は図3.2-7に示すとおりで

す。 

対象事業実施区域及びその周辺は人工改変底地土（市街地）に分類されます。また、

対象事業実施区域の軟弱地盤の層厚は主に30～40ｍで、軟弱地盤の厚い地域となって

います。 
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図3.2-3 地形分類図 
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資料：「横浜港変遷図」（令和７年７月調べ、横浜市港湾局ホームページ） 

図3.2-4 対象事業実施区域及びその周辺（横浜港沿岸部）の埋立の変遷 

 

 

 



 

- 3-7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2-5 表層地質図 
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図3.2-6 土壌図 
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図3.2-7 軟弱地盤図 



 

- 3-10 - 

3.2.3 水循環の状況 

調査区域における主な河川の状況は、表3.2-2及び図3.2-8に示すとおりです。 

対象事業実施区域南側には近接して二級河川の帷子川が流れています。また、対象

事業実施区域西側には二級河川の新田間川、南西側には石崎川が流れており、北西側

から東側にかけては、二級河川の帷子川分水路が流れています。 

 

表3.2-2 河川の状況 

河川区分 水系名 河川名 延長（ｍ） 

二級河川 
帷子川 

帷子川 17,340 

新田間川 2,200 

石崎川 1,600 

今井川 5,590 

帷子川分水路 6,610 

大岡川 大岡川 10,540 

準用河川 

滝の川 滝の川 1,160 

入江川 
入江川第二派川 2,400 

入江川小派常盤川 620 

資料：「横浜市を流れる河川一覧」（令和７年７月調べ、横浜市下水道河川局ホームページ） 
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図3.2-8 河川図 
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3.2.4 植物、動物の状況 

(1) 植物 

① 現存植生 

調査区域における現存植生は、図3.2-9に示すとおりです。 

対象事業実施区域周辺の現存植生は、ほとんどが市街地となっています。 

対象事業実施区域南側約1.1kmに位置する掃部山公園周辺にオニシバリ-コナラ群

集、南側約1.5kmに位置する野毛山公園にクスノキ植林が見られます。対象事業実施

区域北東側約1.0㎞に位置する神奈川公園周辺には、オオシマザクラ植林が見られま

す。 

調査区域には、「神奈川県レッドデータブック2022植物編」（令和４年３月、神奈

川県環境農政局緑政部自然環境保全課）に記載された、「絶滅のおそれのある地域個

体群」に該当する個体群はありません。また、「自然環境保全基礎調査」（環境省）

により選定された「特定植物群落」の分布は見られません。 

調査区域には、「森林法」（昭和26年法律第249号）に基づく地域森林計画対象民有

林が対象事業実施区域北西側約1.9㎞に位置する豊顕寺市民の森周辺に見られ、「都

市緑地法」（昭和48年法律第72号）に基づく特別緑地保全地区及び「首都圏近郊緑地

保全法」（昭和41年法律第101号）に基づく近郊緑地特別保全地区等の重要な樹林は

見られません。 

「みなとみらい水と緑の生き物ガイドブック」（平成28年３月、一般社団法人横浜

みなとみらい21）によると、対象事業実施区域南東側に位置するみなとみらい21地区

には、ケヤキ、エノキ、ヤマモモ、クスノキ、タブノキ等の高木が多く植栽されてい

ます。また、対象事業実施区域東側約500ｍに位置する高島水際線公園周辺では、ヤ

ハズノエンドウ、シロツメクサ、ビロードモウズイカといった草地環境に典型的な植

物がまとまって生育しています。 

 

② 潜在自然植生 

調査区域における潜在自然植生は、図3.2-10に示すとおりです。 

対象事業実施区域及びその周辺の潜在自然植生としては、イノデ-タブ群集・典型

亜群集が成立するとされています。 
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図3.2-9 現存植生図 



 

- 3-14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2-10 潜在自然植生図 
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③ 巨樹巨木、名木古木及び景観重要樹木 

調査区域における巨樹巨木、名木古木の分布状況は表3.2-3、表3.2-4及び図3.2-11

に示すとおりです。 

調査区域には、「第４回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林（関東版Ⅱ）」

（平成３年５月、環境庁）及び「第６回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォロー

アップ調査報告書」（平成13年３月、環境省自然環境局生物多様性センター）に記載

された巨樹巨木が６件、横浜市の名木古木保存事業における名木古木が34件存在して

います。また、調査区域には「景観法」（平成16年法律第110号）に基づく景観重要樹

木はありません。 

 

表3.2-3 巨樹巨木一覧表 

行政区分 No. 所在地 樹種 
樹高 

（ｍ） 
樹周 

（㎝） 
自然環境保全基礎調査 

神奈川区 A 三ツ沢上町 イチョウ 25 440 第4、6回 

西区 

B 紅葉ケ丘 ケヤキ 20 329 第6回 

C 紅葉ケ丘 クスノキ 15 305 第6回 

D 紅葉ケ丘 クスノキ 15 323 第6回 

E 紅葉ケ丘 クスノキ 10 362 第6回 

F 藤棚町 ヌマスギ 18 310 第4、6回 

注）表中の No.は図 3.2-11 に対応します。 

資料：「自然環境調査 Web-GIS」 

（令和７年７月調べ、環境省自然環境局生物多様性センターホームページ） 
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表3.2-4 名木古木一覧表 

行政区分 No. 所在地 樹種 樹齢 樹高 目通周 

神奈川区 

1 東神奈川二丁目9-1 クスノキ 110 20.0 3.6 

2 東神奈川二丁目9-1 イチョウ 110 18.0 2.8 

3 三ツ沢下町21-7 ヌマスギ 130 21.0 2.5 

4 三ツ沢中町11-9 クスノキ 130 20.0 4.15 

5 東神奈川一丁目1-2 イチョウ 350 20.0 3.96 

6 三ツ沢西町16-1 イチョウ 640 23.0 4.6 

7 幸ケ谷10-6 イチョウ 240 19.5 3.8 

8 幸ケ谷10-6 ケヤキ 240 13.8 2.8 

9 松ケ丘77-3 クスノキ 100 16.0 3.8 

10 高島台1-2 イチョウ 190 14.6 3.1 

11 高島台1-2 イチョウ 190 16.6 3.2 

12 高島台1-2 スダジイ 240 10.9 2.9 

13 高島台1-2 ケヤキ 380 17.8 2.7 

14 高島台1-2 エノキ 180 14.4 2.1 

15 高島台1-2 タブノキ 280 8.8 2.5 

16 青木町3-10 イチョウ 290 12.0 3.2 

西区 

17 南軽井沢町9 イチョウ 480 16.0 3.3 

18 浅間町一丁目19-10 イチョウ 100 25.0 2.81 

19 中央一丁目13-1 ケヤキ 140 20.0 2.8 

20 中央一丁目13-1 イチョウ 140 20.0 3.0 

21 中央一丁目13-1 イチョウ 140 20.0 2.4 

22 中央一丁目13-1 イチョウ 140 25.0 3.1 

23 中央一丁目13-1 イチョウ 140 25.0 3.5 

24 西戸部町三丁目290 イチョウ 不明 18.0 2.8 

25 西戸部町三丁目290 タイサンボク 不明 15.0 3.2 

26 西戸部町三丁目290 イチョウ 410 20.0 3.9 

27 宮崎町64 クスノキ 180 13.0 5.1 

28 宮崎町64 ソメイヨシノ 100 9.0 2.9 

29 宮崎町64 スダジイ 100 11.0 2.0 

30 宮崎町64 クスノキ 180 19.0 3.7 

31 宮崎町64 タブノキ 100 13.0 2.2 

32 宮崎町64 イチョウ 150 23.5 2.4 

33 老松町30 トウカエデ 70 10.0 2.77 

34 西戸部町一丁目103 イチョウ 150 20.5 2.8 

注1)表中のNo.は図3.2-11に対応します。 

注2)調査区域の名木古木に群指定の記載があるものはありません。 

資料：「名木古木に指定されている樹木一覧」（令和７年７月調べ、横浜市みどり環境局ホームページ） 
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図3.2-11 巨樹巨木等位置図 
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(2) 動物 

調査区域では、対象事業実施区域南東側約700ｍに位置するグランモール公園

（図3.2-12参照）にて横浜市環境科学研究所による鳥類・昆虫類（トンボ・チョウ）

調査が行われており「グランモール公園における鳥類・昆虫類調査結果について（第

３報）」（令和２年３月、横浜市環境科学研究所）としてまとめられています。都市

的な環境下にあるグランモール公園にて過去３回行われた調査で確認された動物種

は表3.2-5に示すとおり、鳥類で７目15科21種、昆虫類で２目７科22種です。 

また、みなとみらい21地区においても生物調査が行われており「みなとみらい水と

緑の生き物ガイドブック」（平成28年３月、一般社団法人横浜みなとみらい21）とし

てまとめられています。みなとみらい21地区で確認された動物種は表3.2-6に示すと

おり、ほ乳類で１種、鳥類で50種、は虫類で３種、昆虫類で105種です。 

調査区域で確認された動物種について、表3.2-7に示す選定基準により、注目すべ

き動物種の選定を行った結果、表3.2-8に示す、10種が確認されました。 

また、鳥獣保護区の状況は表3.2-9及び図3.2-12に示すとおりです。調査区域では、

対象事業実施区域北西側約1.9kmに位置する「豊顕寺市民の森」が鳥獣保護区に指定

されています。 
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表3.2-5 グランモール公園における確認種 

分類 目名 科名 種名 平成 26 年度 平成 28 年度 平成 30 年度 

鳥類 

カツオドリ目 ウ科 カワウ  + + 

カモ目 カモ科 カルガモ  1  

タカ目 タカ科 トビ  + + 

ハヤブサ目 ハヤブサ科 
ハヤブサ  + + 

チョウゲンボウ  + （+） 

チドリ目 カモメ科 
ユリカモメ  14 + 

セグロカモメ  + + 

ハト目 ハト科 
ドバト（カワラバト） 77 87 75 

キジバト 2 2 2 

スズメ目 

セキレイ科 ハクセキレイ 4 9 6 

ヒヨドリ科 ヒヨドリ 69 6 9 

ヒタキ科 
イソヒヨドリ + 1 （+） 

ツグミ 2 1  

シジュウカラ科 シジュウカラ  3 8 

メジロ科 メジロ 6 6 5 

アトリ科 カワラヒワ 2 1 6 

スズメ科 スズメ 36 50 34 

ムクドリ科 ムクドリ 17 12 2 

カラス科 

オナガ 3 1 + 

ハシボソガラス + 9 4 

ハシブトガラス 4 3 + 

昆虫類 

トンボ目 

ヤンマ科 ギンヤンマ +  + 

トンボ科 

シオカラトンボ 2 + 4 

ウスバキトンボ 11 + 1 

コシアキトンボ 1   

コノシメトンボ 9   

アキアカネ 3 18 15 

ネキトンボ 2   

チョウ目 

セセリチョウ科 
イチモンジセセリ 4 2 20 

チャバネセセリ 1  1 

シジミチョウ科 

ウラギンシジミ +   

ルリシジミ  +  

ウラナミシジミ  1  

ヤマトシジミ 7 5 5 

タテハチョウ科 

ツマグロヒョウモン  1  

アカボシゴマダラ +   

ルリタテハ  +  

アゲハチョウ科 

アオスジアゲハ 9 5 8 

クロアゲハ  1  

アゲハ + +  

シロチョウ科 

モンキチョウ  +  

キタキチョウ 2   

モンシロチョウ 1 1 2 
注1)センサス調査時に確認された個体数を数値、センサス調査時間外に確認されたものを「+」、調査日以

外に確認されたものを「（+）」で示しています。 

注2)目名、科名及び種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和６年度生物リスト」（令和７

年７月調べ、国土技術政策総合研究所ホームページ）に基づいています。そのため、カワウ、ハヤブ

サ、チョウゲンボウの目名、イソヒヨドリ、ツグミ、スズメの科名及びアゲハの種名は出典資料の記

載名と異なっています。 

資料：「グランモール公園における鳥類・昆虫類調査結果について（第３報）」 

（令和２年３月、横浜市環境科学研究所） 
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表3.2-6 みなとみらい21地区における確認種 

分類 確認種数 種名 

ほ乳類 1種 － 

鳥類 50種 ヒヨドリ、トビ、ツグミ、ジョウビタキ、ホオジロ、タヒバリ、メジロ、
キンクロハジロ、スズガモ、ホシハジロ、オナガガモ、カルガモ、ウミ
ネコ、ユリカモメ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、カンムリカイツ
ブリ、ハジロカイツブリ、オオバン、カワウ、イソシギ、コサギ、アオ
サギ、コチドリ、ツバメ、カワラヒワ、ミサゴ、ハヤブサ、コアジサシ、
ヒバリ、モズ、チョウゲンボウ、イソヒヨドリ、キジバト、シジュウカ
ラ、ハシブトガラス、スズメ、ハクセキレイ、ムクドリ、オナガ 

は虫類 3種 － 

昆虫類 105種 アオスジアゲハ、クマゼミ、アブラゼミ、ニイニイゼミ、ミンミンゼ
ミ、ツクツクボウシ、アブラゼミ、シオカラトンボ、トノサマバッタ、
オンブバッタ、ショウリョウバッタ、イボバッタ、ツチイナゴ、ナナホ
シテントウ、ナミテントウ、キタテハ、ツマグロヒョウモン、ヒメアカ
タテハ、ヤマトシジミ、ウラナミシジミ、ツバメシジミ、モンシロチョ
ウ、アゲハ、セイヨウミツバチ、キムネクマバチ、ヒゲナガハナバチ、
セグロアシナガバチ、フタモンアシナガバチ、イチモンジセセリ 

注）確認種数については調査において確認されたと記載されている種数、種名については出典資料内で

確認できるものを記載しています。 

資料：「みなとみらい水と緑の生き物ガイドブック」（平成 28 年３月、一般社団法人横浜みなとみらい 21） 
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表3.2-7 注目すべき動物種の選定基準 

文献名 カテゴリー 記号 

1 
文化財保護法 
（昭和 25 年法律第 214 号） 

国指定特別天然記念物 特天 

国指定天然記念物 国天 

都道府県及び市町村が条例により指定
する天然記念物 

条天 

2 
絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律 
（平成 4 年法律第 75 号） 

国際希少野生動植物種 国際 

国内希少野生動植物種 国内 

緊急指定種 緊急 

3 環境省レッドリスト 2020 

絶滅 EX 

野生絶滅 EW 

絶滅危惧Ⅰ類 CR+EN 

絶滅危惧ⅠA 類 CR 

絶滅危惧ⅠB 類 EN 

絶滅危惧Ⅱ類 VU 

準絶滅危惧 NT 

情報不足 DD 

絶滅のおそれのある地域個体群 LP 

4 
神奈川県レッドデータ生物調
査報告書 2006 

絶滅 EX 

野生絶滅 EW 

絶滅危惧Ⅰ類 CR+EN 

絶滅危惧ⅠA 類 CR 

絶滅危惧ⅠB 類 EN 

絶滅危惧Ⅱ類 VU 

準絶滅危惧 NT 

減少種 減少 

希少種 希少 

要注意種 要注 

注目種 注目 

情報不足 DD 

不明種 不明 

絶滅のおそれのある地域個体群 LP 
資料：「文化財保護法」（昭和 25 年５月、法律第 214 号） 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年６月、法律第 75 号） 

「環境省レッドリスト 2020」（令和２年３月、環境省自然環境局） 

「神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006」 

（平成 18 年７月、神奈川県立生命の星・地球博物館） 
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表3.2-8 確認された注目すべき動物種 

目名 科名 種名 
選定基準 

1 2 3 4 

タカ ミサゴ ミサゴ   NT 繁殖期・VU、非繁殖期・NT 

チドリ 

シギ イソシギ    繁殖期・希少、非繁殖期・注目 

カモメ 
オオセグロカモメ   NT  

コアジサシ   VU 繁殖期・CR+EN 

チドリ コチドリ    繁殖期・注目 

スズメ 

ツバメ ツバメ    繁殖期・減少 

モズ モズ    繁殖期・減少 

アトリ カワラヒワ    繁殖期・減少 

ヒバリ ヒバリ    繁殖期・減少 

ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ  国内 VU 繁殖期・CR+EN、非繁殖期・希少 
注1)目名及び科名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和６年度生物リスト」（令和７年７月

調べ、国土技術政策総合研究所ホームページ）に基づいています。 

注2)表中の選定基準は表3.2-7の記号に対応します。 

資料：「文化財保護法」（昭和 25 年５月、法律第 214 号） 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年６月、法律第 75 号） 

「環境省レッドリスト 2020」（令和２年３月、環境省自然環境局） 

「神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006」 

（平成 18 年７月、神奈川県立生命の星・地球博物館） 

 

表3.2-9 鳥獣保護区の状況 

行政区分 名称 
面積 
(ha) 

種類 

神奈川区 豊顕寺市民の森 2.3 身近な鳥獣生息地 
資料：「鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区一覧」 

（令和７年７月調べ、神奈川県環境農政局ホームページ） 

 

(3) 農地 

「横浜の都市農業マップ＆データ」(平成30年12月、横浜市環境創造局)によると、

調査区域に農地はありません。 
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図3.2-12 鳥類・昆虫類調査及び鳥獣保護区位置図 
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3.2.5 人口、産業の状況 

(1) 人口 

調査対象地域における人口等の状況は、表3.2-10及び表3.2-11に示すとおりです。 

令和６年の横浜市の総人口は約377万人、１世帯当りの人口は2.07人、人口密度

は8,605人/km2となっています。 

調査対象地域のうち、神奈川区、西区、南区及び保土ケ谷区では人口密度が横浜市

全域に比べて高く、１世帯当りの人員は５区とも横浜市全域よりやや少なくなってい

ます。 

令和２～６年の人口等の推移について、横浜市では、世帯数は増加していますが、

人口は減少傾向が見られます。調査対象地域５区の世帯数は横浜市全域と同様の傾向

が見られ、人口は多少のばらつきがみられるものの、概ね横ばいから増加の傾向が見

られます。 

 

表3.2-10 人口等の現況（令和６年） 

行政区分 
面積 

（km2） 
世帯数 
（戸） 

人口 
（人） 

１世帯当たり
人員（人） 

人口密度 
（人／km2） 

 横浜市 438.23 1,817,762 3,771,063 2.07 8,605 

神奈川区 23.73 136,210 251,587 1.85 10,602 

西区 7.03 60,116 107,155 1.78 15,243 

中区 22.01 88,989 153,008 1.72 6,952 

南区 12.65 109,350 199,485 1.82 15,770 

保土ケ谷区 21.93 101,821 205,360 2.02 9,364 
注1)令和６年10月１日現在 

注2) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「長期時系列データ（人口・世帯）」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

 

表3.2-11 人口等の推移（令和２～６年） 

行政区分 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

 
横浜市 

世帯数（戸） 1,753,081 1,767,218 1,781,879 1,799,480 1,817,762 

人口（人） 3,777,491 3,775,352 3,771,961 3,771,766 3,771,063 

神奈川区 
世帯数（戸） 129,183  130,482  132,215  133,749  136,210 

人口（人） 247,267  247,651  249,054  249,773  251,587 

西区 
世帯数（戸） 57,054  57,407  58,279  59,228  60,116 

人口（人） 104,935  104,778  105,588  106,417  107,155 

中区 
世帯数（戸） 85,108  85,139  86,028  87,497  88,989 

人口（人） 151,388  150,667  150,877  151,931  153,008 

南区 
世帯数（戸） 103,719  104,576  105,755  107,869  109,350 

人口（人） 198,157  197,761  197,672  198,934  199,485 

保土ケ谷区 
世帯数（戸） 99,126  99,777  100,239  100,982  101,821 

人口（人） 207,811  207,185  206,152  205,790  205,360 
注1)令和６年10月１日現在 

注2) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「長期時系列データ（人口・世帯）」（令和 7 年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
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(2) 産業 

調査対象地域の産業大分類別事業所数及び従業者数は、表3.2-12に示すとおりです。 

事業所数が最も多いのは、各区とも卸売業、小売業です。従業者数が最も多いのは、

横浜市全域と神奈川区では卸売業、小売業ですが、西区、中区ではサービス業（他に

分類されないもの）、南区、保土ケ谷区では医療、福祉です。 

農業、工業、商業の状況は表3.2-13～表3.2-15に示すとおりです。調査対象地域は、

横浜市の中では農業や工業の指標の比率が低く、商業の比率が比較的高い地域となっ

ています。 

 

表3.2-12 産業大分類別事業所数及び従業者数（令和３年） 

分類 横浜市 
     

神奈川区 西区 中区 南区 保土ケ谷区 

全産業 
事業所数 117,684 8,517 8,505 14,787 5,424 4,960 

従業者数（人） 1,618,721 130,756 218,022 203,020 49,265 57,246 

農業、林業 
事業所数 176 9 4 4 2 4 

従業者数（人） 1,641 54 25 36 16 10 

漁業 
事業所数 － － － － － － 

従業者数（人） － － － － － － 

鉱業、採石業、 
砂利採取業 

事業所数 － － － － － － 

従業者数（人） － － － － － － 

建設業 
事業所数 11,430 756 453 668 655 654 

従業者数（人） 95,934 7,883 7,144 8,897 4,584 4,032 

製造業 
事業所数 6,013 279 194 252 261 211 

従業者数（人） 124,462 8,998 7,715 3,768 1,874 3,211 

電気・ガス・ 
熱供給・水道業 

事業所数 144 7 16 17 2 6 

従業者数（人） 5,190 109 745 1,039 268 322 

情報通信業 
事業所数 2,570 239 347 485 74 101 

従業者数（人） 73,329 9,457 28,013 11,825 292 1,291 

運輸業、郵便業 
事業所数 3,235 262 118 827 77 80 

従業者数（人） 92,048 7,482 7,703 17,630 1,708 2,941 

卸売業、小売業 
事業所数 25,089 1,788 2,354 2,900 1,140 953 

従業者数（人） 296,217 23,741 33,717 29,399 8,724 9,441 

金融業、保険業 
事業所数 1,701 147 248 348 50 54 

従業者数（人） 32,813 2,852 9,133 7,502 396 1,087 

不動産業、 
物品賃貸業 

事業所数 11,449 1,005 825 1,382 541 478 

従業者数（人） 53,596 4,717 10,078 7,598 1,328 1,360 

学術研究、専門・ 
技術サービス業 

事業所数 7,563 602 671 1,697 278 268 

従業者数（人） 84,545 6,447 18,935 11,819 1,296 1,559 

宿泊業、 
飲食サービス業 

事業所数 12,654 858 1,072 2,725 626 503 

従業者数（人） 130,192 6,923 21,483 23,246 3,565 3,551 

生活関連サービ
ス業、娯楽業 

事業所数 8,800 578 598 886 482 429 

従業者数（人） 55,477 3,390 5,806 7,774 1,827 2,408 

教育、 
学習支援業 

事業所数 5,282 364 278 351 208 215 

従業者数（人） 97,046 8,117 5,286 5,479 3,173 6,508 

医療、福祉 
事業所数 13,472 882 562 988 668 711 

従業者数（人） 257,839 16,541 10,673 14,754 13,176 13,885 

複合サービス事業 
事業所数 378 31 16 31 13 19 

従業者数（人） 5,068 208 183 336 92 150 

サービス業（他に分類
されないもの） 

事業所数 7,396 689 736 1,127 336 256 

従業者数（人） 169,126 22,294 50,289 29,414 5,632 3,739 
注1)令和３年６月１日現在 

注2) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「横浜市統計書[web 版]」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
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表3.2-13 農業の状況（令和２年） 

行政区分 
農家数（戸） 経営耕地面積（a） 

総数 販売農家 自給的農家 総面積 

 

横浜市 3,056 1,770 1,286 152,739 

神奈川区 148 118 30 11,593 

西区 － － － X 

中区 1 － 1 － 

南区 9 7 2 X 

保土ケ谷区 106 74 32 6,069 

合計 264(8.6%) 199(11.2%) 65(5.1%) 17,662(11.6%) 
注1)令和２年２月１日現在 

注2)X：該当数値はあるが、発表はさしひかえたもの 

注3)合計欄の(％)は横浜市全体に対しての比率を表します。 

注4) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「横浜市統計書［web 版］」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

 

表3.2-14 工業の状況（令和５年） 

行政区分 事業所数 
従業者数 
（人） 

製造品出荷額等 
（百万円） 

付加価値額 
（百万円） 

 

横浜市 3,315 91,029 4,295,672 830,200 

神奈川区 121 5,141 281,976  50,784  

西区 80 1,163 22,964  11,283  

中区 110 1,439 73,663  18,749  

南区 129 922 13,908  6,070  

保土ケ谷区 108 1,746 33,870  14,370  

合計 548(16.5%) 10,411(11.4%) 426,381(9.9%) 101,256(12.2%) 
注1)令和５年６月１日現在 

注2)合計欄の(％)は横浜市全体に対しての比率を表します。 

注3) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「横浜市統計書［web 版］」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

 

表3.2-15 商業の状況（令和２年、令和３年注1)） 

行政区分 事業所数 
従業者数 
（人） 

年間商品販売額 
（百万円） 

売場面積 
（m2） 

 横浜市 19,245 237,013 10,721,961 2,756,841 

神奈川区 1,356 18,454 1,410,855 96,018 

西区 1,870 27,200 1,615,205 373,361 

中区 2,086 19,050 1,101,802 189,296 

南区 853 7,088 162,578 67,652 

保土ケ谷区 746 7,470 294,979 60,836 

合計 6,911(35.9％) 79,262(33.4％) 4,585,419(42.8％) 787,163(28.6％) 
注1)年間商品販売額は令和２年１年間の数値、事業所数、従業者数及び売場面積は令和３年６月１日現在

の数値です。 

注2)小売業における売場面積を示します（個人営業の事業所は含みません）。 

注3)合計欄の(％)は横浜市全体に対しての比率を表します。 

注4) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「横浜市統計書[web 版]」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
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3.2.6 土地利用状況 

(1) 用途地域 

調査対象地域の都市計画区域及び用途地域の指定状況は、表3.2-16及び図3.2-13に

示すとおりです。 

横浜市の総面積は約436.5km2であり、市街化区域は約337.7km2、市街化調整区域が

約98.9km2となっています。用途地域は住居系が約249.7km2、商業系が約33.6km2、工

業系が約53.9km2となっています。 

対象事業実施区域の用途地域は、商業地域に指定されています。対象事業実施区域

のある西区については、都市計画区域約7.0km2すべてが市街化区域となっています。

用途地域は住居系が約3.0km2、商業系が約3.9km2、工業系が約0.3km2となっています。 

調査区域の北西側には、三ツ沢公園を主体に三ツ沢風致地区に指定された区域があ

ります。 

 

表3.2-16 都市計画区域及び用途地域（令和６年度） 

      単位：km2 

行政区分 横浜市 神奈川区 西区 中区 南区 保土ケ谷区 

都 
市 
計 
画 
区 
域 

総面積 436.5 23.6 7.0 21.5 12.7 21.9 

市街化区域 337.7 19.3 7.0 21.5 12.6 17.2 

市街化調整区域 98.9 4.3 － － 0.1 4.7 

市街化区域の割合 77.4 81.8 100.0 100.0 99.7 78.5 

用 
途 
地 
域 

総面積 337.0 19.0 6.9 21.3 12.6 17.2 

住 
居 
系 

第１種低層住居専用地域 133.3 4.3 0.2 4.6 4.2 6.4 

第２種低層住居専用地域 5.2 0.1 － 0.1 0.1 0.5 

第１種中高層住居専用地域 27.0 1.4 0.1 0.5 0.4 3.1 

第２種中高層住居専用地域 17.7 2.5 1.5 － 0.9 0.6 

第１種住居地域 46.3 3.7 0.9 1.4 3.7 4.0 

第２種住居地域 5.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

準住居地域 14.9 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 

小計 249.7 12.4 3.0 7.3 9.7 15.3 

商 
業 
系 

近隣商業地域 14.3 1.4 0.9 0.7 1.5 1.2 

商業地域 19.3 1.8 3.0 6.7 1.1 0.2 

小計 33.6 3.2 3.9 7.4 2.6 1.4 

工 
業 
系 

準工業地域 18.4 0.7 0.1 3.2 0.4 0.6 

工業地域 17.2 1.3 0.2 － － 0.1 

工業専用地域 18.3 1.5 － 3.6 － － 

小計 53.9 3.5 0.3 6.8 0.4 0.7 
注1)令和７年３月31日現在 

注2) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

注3)用途地域の面積の合計と総面積は端数処理の関係で不整合の場合があります。 

注4)「－」は、該当がないことを示しています。 

資料：「横浜市統計書[web 版]」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
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図3.2-13 用途地域図 
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(2) 土地利用 

調査対象地域の土地利用現況は、図3.2-14に示すとおりです。 

対象事業実施区域は業務施設用地であり、現在は中低層の商業・業務施設として利

用されています。対象事業実施区域周辺は、商業用地及び業務施設用地が主体の土地

利用となっています。調査対象地域の多くが、住宅系用地となっており、文教・厚生

用地、公共空地等も混在する土地利用となっています。 

 

(3) 高層建築物の状況 

調査対象地域の高層建築物の分布状況は、図3.2-15に示すとおりです。 

対象事業実施区域周辺は主に南東側のみなとみらい地区等に、75ｍを超える高層建

築物が数多く存在しています。 
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図3.2-14 土地利用現況図 
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図3.2-15 高層建築物の分布 
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3.2.7 交通、運輸の状況 

(1) 道路交通 

調査区域の主要道路における交通量の状況は表3.2-17に、道路の位置及び交通量調

査地点は図3.2-16に示すとおりです。 

対象事業実施区域周辺の主要な道路としては、対象事業実施区域東側には高速神奈

川１号横羽線、一般国道１号があり、一般国道1号を起点として、横浜生田線が通っ

ています。また、対象事業実施区域近傍の道路として、対象事業実施区域の東から南

にかけて横浜駅根岸線が通っています。 

令和３年度における平日12時間の交通量は、高速神奈川１号横羽線（b-1～5）で

は30,514～42,784台、一般国道１号（a-1～3）では19,211～26,322台となっています。

令和３年度における大型車混入率については、高速神奈川１号横羽線（b-1～5）で

は9.5～11.2％、一般国道１号（a-1～3）では12.7～14.3％となっています。平成22

～令和３年度における平日12時間の交通量の推移をみると、高速神奈川１号横羽線、

一般国道１号とも減少傾向にあります。 

対象事業実施区域周辺におけるバス路線は、図3.2-17に示すとおりです。 

調査区域には、市営バスと民営バスが運行しています。対象事業実施区域東側に、

市営バス、京浜急行バス、神奈川中央交通の停留所「横浜駅改札口前」と「横浜駅東

口バスターミナル（横浜駅東口、横浜駅前）」があります。また、横浜駅と空港を繋

ぐ高速バスの停留所、「横浜駅（YCAT）」があります。 
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表3.2-17 交通量の状況（平日12時間） 

区間
番号 

路線名 

平成22年度 平成27年度 令和3年度 

大型車 
混入率
（％） 

合計
（台） 

大型車 
混入率
（％） 

合計
（台） 

大型車 
混入率
（％） 

合計
（台） 

a-1 一般国道1号 16.1  27,619 15.0  24,038 12.9  20,863 

a-2 一般国道1号 16.9  38,582  12.7  42,498  12.7  26,322  

a-3 一般国道1号 19.2  23,274  20.3  19,283  14.3  19,211  

a-4 一般国道15号 23.8  26,498  27.0  31,467  23.5  27,758  

a-5 一般国道16号 14.8  18,788  15.0  9,124  16.8  10,670  

a-6 一般国道16号 8.8  10,434  15.3  8,728  15.2  10,612  

a-7 一般国道16号 12.9  23,383  12.2  21,087  10.1  21,651  

a-8 横浜上麻生線 14.7  18,625  14.4  17,852  12.2  15,535  

a-9 青木浅間線 14.2  15,546  14.2  20,220  12.2  13,190  

a-10 横浜生田線 11.3  33,609  9.2  24,609  9.5  28,064  

a-11 横浜駅根岸線 8.1  10,902  12.6  11,083  9.0  6,617  

a-12 藤棚伊勢佐木線 11.0  17,583  11.0  23,253  9.9  16,519  

a-13 栄本町線 14.2  17,744  14.2  23,508  9.9  13,148  

a-14 栄本町線 10.3  30,672  10.3  30,748  9.3  25,315  

a-15 高島関内線 9.9  18,850  9.1  15,706  8.3  15,926  

a-16 
山下長津田線 
（山下町第132号線） 

9.2  16,922  9.1  15,711  6.7  15,639  

a-17 弥生台桜木町線 9.4  18,277  10.2  12,780  7.2  12,676  

b-1 高速神奈川1号横羽線 12.1  53,999  11.1  61,030  10.5  42,784  

b-2 高速神奈川1号横羽線 10.5  54,381  10.4  52,118  9.9  41,129  

b-3 高速神奈川1号横羽線 10.3  46,313  9.4  41,698  9.5  35,089  

b-4 高速神奈川1号横羽線 10.9  48,083  10.6  43,965  9.5  36,936  

b-5 高速神奈川1号横羽線 11.6  43,402  9.5  37,763  11.2  30,514  

b-6 高速神奈川2号三ツ沢線 6.8  53,610  11.9  51,277  10.7  40,832  

b-7 高速神奈川2号三ツ沢線 11.1  48,079  14.6  48,552  9.7  37,759  

b-8 高速神奈川2号三ツ沢線 12.0  40,102  15.4  41,872  9.4  33,521  
注1)12時間は7：00～19：00の時間帯を指します。 

注2)表中の区間番号は図3.2-16に対応します。 

注3)斜体は推定値を表します。 

注4)令和３年度の調査における実測区間のみを抜粋しています。 

資料：「平成 22 年度道路交通センサス」（平成 23 年９月、国土交通省道路局） 

「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（平成 29 年６月、国土交通省道路局） 

「令和３年度全国道路・街路交通情勢調査」（令和５年６月、国土交通省道路局） 
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図3.2-16 主要道路及び交通量調査地点図 
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図3.2-17 バス路線図 
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(2) 鉄道 

調査区域周辺の鉄道駅の乗車人員は表3.2-18に、鉄道路線図は図3.2-18に示すとお

りです。 

調査区域の旅客用鉄道は、JR線、京急本線、相鉄本線、東急東横線、横浜市営地下

鉄ブルーライン、みなとみらい線があります。 

対象事業実施区域の最寄りの駅は、６社９路線（JR線（東海道線、横須賀線、湘南

新宿ライン、京浜東北線・根岸線）、京急本線、相鉄本線、東急東横線、横浜市営地

下鉄ブルーライン、みなとみらい線）が乗り入れる横浜駅です。 

乗車人員は、調査区域の駅の中でJR線の横浜駅が最も多く、次いで相鉄本線の横浜

駅が多くなっています。 

令和元～５年度までの乗車人員は、概ね横ばいから、減少傾向を示しており、新型

コロナウイルス感染対策の一環で外出の抑制が要請されたことにより、令和２年度は

特に乗車人員が減少しています。 

その後、新型コロナの行動制限の緩和に伴い、令和３年度以降の乗車人員は増加傾

向に転じています。 

 

表3.2-18 鉄道駅の乗車人員 

      単位：人 

路線 駅名 
令和 

元年度 
令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

令和 
4 年度 

令和 
5 年度 

JR 線 

東神奈川駅 37,577  27,918  29,423  32,010  33,583  

横浜駅 419,440  290,376  303,759  340,536  362,348  

桜木町駅 70,797  49,519  56,214  64,698  70,661  

京浜急行電鉄 
本線 

神奈川新町駅 9,683  7,707  7,559  8,025  8,341  

京急東神奈川駅 11,907  8,976  9,747  10,726  11,268  

神奈川駅 2,354  1,847  1,945  2,022  2,121  

横浜駅 160,227  110,295  122,152  137,296  144,301  

戸部駅 8,396  6,757  6,988  7,590  8,048  

相模鉄道 
相鉄本線 

横浜駅 211,500  148,225  152,802  164,843  157,711  

平沼橋駅 4,376  3,570  3,734  4,089  4,350  

西横浜駅 7,397  6,189  6,481  6,947  7,248  

東急電鉄 
東横線 

反町駅 6,800  5,367  6,033  6,515  6,577  

横浜駅 181,388  118,912  136,830  153,620  153,540  

横浜市営地下鉄 
ブルーライン 

桜木町駅 19,767  14,511  16,990  18,546  19,806  

高島町駅 5,319  3,896  4,022  4,448  4,705  

横浜駅 72,278  51,243  56,299  62,414  61,574  

三ツ沢下町駅 6,435  5,122  5,488  5,879  6,102  

三ツ沢上町駅 8,591  5,495  6,473  6,960  7,184  

横浜高速鉄道 
みなとみらい線 

横浜駅 107,042  69,534  76,155  91,158  101,096  

新高島駅 3,353  2,666  2,688  3,828  4,895  

みなとみらい駅 44,975  26,623  29,985  36,535  40,824  

馬車道駅 20,649  15,844  15,454  17,646  20,457  

資料：「横浜市統計書[web 版]」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
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図3.2-18 鉄道路線図 
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(3) 船舶 

横浜港の入港船舶数は表3.2-19に、海上出入貨物量は表3.2-20に示すとおりです。 

入港船舶総数の隻数は令和２年及び令和５年度、総トン数は令和２年度及び令和４

年度に減少していますが、概ね横ばい傾向が見られます。 

海上出入貨物量の総計と外国貿易は令和２年に減少していますが、概ね横ばい傾向

が見られます。内国貿易は令和３年に増加したものの、減少傾向が見られます。 

 

表3.2-19 横浜港の入港船舶数 

年月 区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

合計 
隻数 32,295 28,995 30,024 30,345 28,579 

総トン数 298,974,457 264,580,921 270,231,755 265,868,575 288,525,510 

外航船 
隻数 9,455 8,525 8,556 8,230 8,800 

総トン数 259,084,566 227,732,678 230,462,306 225,883,663 248,339,643 

内航船 
隻数 22,840 20,470 21,468 22,115 19,779 

総トン数 39,889,891 36,848,243 39,769,449 39,984,912 40,185,867 
資料：「横浜港の統計」（令和７年７月調べ、横浜市港湾局ホームページ） 

 

表3.2-20 横浜港の海上出入貨物量 

単位：トン 

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

合計 110,623,229 93,622,944 104,802,214 106,223,943 100,967,965 

外貿貨物 

計 79,942,822 65,211,796 73,987,360 75,784,230 71,425,530 

輸出 29,647,803 23,878,179 28,971,647 28,923,777 29,495,668 

輸入 50,295,019 41,333,617 45,015,713 46,860,453 41,929,862 

内貿貨物 

計 30,680,407 28,411,148 30,814,854 30,439,713 29,542,435 

移出 14,484,484 11,138,690 13,296,094 14,535,814 12,166,501 

移入 16,195,923 17,272,458 17,518,760 15,903,899 17,375,934 

資料：「横浜港の統計」（令和７年７月調べ、横浜市港湾局ホームページ） 

 

(4) 航空機 

横浜市内に設置されている飛行場は表3.2-21及び図3.2-19に示すとおりです。 

横浜市内では、中区の神奈川県警察ヘリポート及び金沢区の横浜ヘリポートが非公

共用ヘリポートとして設置されています。 

 

表3.2-21 横浜市内の飛行場一覧 

種別 名称 所在地 設置管理者 

非公共用ヘリポート 
神奈川県警察 中区海岸通2-4 神奈川県警察 

横浜 金沢区福浦3-2 横浜市 
資料：「空港一覧」（令和７年７月調べ、国土交通省ホームページ） 
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図3.2-19 飛行場位置図 
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3.2.8 公共施設等の状況 

(1) 教育施設等 

調査区域における教育施設等の名称は表3.2-22(1)～(5)に、位置は図3.2-20に示す

とおりです。 

対象事業実施区域に最も近い施設は、対象事業実施区域南南東側約200ｍの横浜み

なとみらい保育園（No.a-71）です。対象事業実施区域に近い他の施設として、対象

事業実施区域南南東側約300ｍにきっずクラブ横浜（No.a-73）があります。 

小学校は対象事業実施区域南東側約400ｍに横浜市立みなとみらい本町小学校（N

o.b-9）、中学校は対象事業実施区域西南西側約900ｍに横浜市立岡野中学校（No.c-6）

があります。 

対象事業実施区域の小学校及び中学校の通学区域は、小学校は横浜市立平沼小学校

（No.b-11）、中学校は横浜市立岡野中学校（No.c-6）となります。 

 

表3.2-22(1) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名称 

保育所・ 
幼稚園 

神奈川区 

a-1 認定こども園捜真幼稚園 

a-2 新町あいりす保育園 

a-3 ぴよぴよ保育園 

a-4 二本榎幼稚園 

a-5 済生会東神奈川リハビリテーション病院 かなっこ保育室 

a-6 横浜ノーベル保育園 

a-7 キッズパートナー東白楽 

a-8 いずみ東白楽保育園 

a-9 きゃんばす東神奈川保育園 

a-10 ソレイユ保育園 

a-11 メリーポピンズ東神奈川ルーム 

a-12 かながわ保育園 

a-13 いずみ松本町保育園 

a-14 東神奈川ひかり保育園 

a-15 横浜シュタイナー保育園 

a-16 たいせつ保育園 

a-17 京進のほいくえんＨＯＰＰＡ反町園 

a-18 三ツ沢保育園 

a-19 アイン松本町保育園 

a-20 おはよう保育園三ツ沢下町 

a-21 おれんじハウス反町保育園 

a-22 くれよん保育園 

a-23 ぴーまん保育園反町 

a-24 エンゼル保育園 

a-25 小鳩保育園分園 

a-26 小鳩保育園 

a-27 いずみ反町公園保育園 

a-28 横浜シュタイナーこどもの園 

a-29 三ツ沢幼稚園 

a-30 フレール保育園 

a-31 神奈川幼稚園 

a-32 いずみ反町保育園 

a-33 いずみ反町保育園分園 

a-34 うちゅうこども園たんまち 

a-35 クルミ保育園 
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表3.2-22(2) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名称 

保育所・ 
幼稚園 

神奈川区 

a-36 ココファン・ナーサリー反町 

a-37 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 幸ヶ谷センター保育室 

a-38 幸ケ谷幼稚園 

a-39 ウィズブック保育園青木町 

a-40 アイン高島台保育園 

a-41 ひびき金港町保育園 

a-42 ＹＭＣＡ東かながわ保育園 

a-43 横浜すきっぷ保育園 

a-44 おれんじハウス横浜駅前保育園 

a-45 特定非営利活動法人 おれんじハウス 

a-46 ヒューマンスターチャイルド≪横浜一時預かり》 

a-47 キッズナーサリーみなとみらい園 

a-48 スターチャイルド≪横浜ステーションナーサリー≫ 

a-49 横浜市立市民病院 

a-50 たいせつ横浜ポートサイド保育園 

a-51 American Kids International School 

a-52 こまつな保育園 

a-53 ナーサリー横浜ポートサイド 

西区 

a-54 むつみ愛児園 

a-55 キッズパートナー横浜楠町 

a-56 キッズラボ 第一横浜楠町園 

a-57 キッズラボ 第二横浜楠町園 

a-58 浅間幼育園 

a-59 はまぎんキッズパーク 

a-60 キッズポケット木の葉保育園 

a-61 ひよこの保育室 

a-62 ニチイキッズ横浜西口保育園 

a-63 横浜岡野すきっぷ保育園 

a-64 キッズパートナーみなとみらい第２ 

a-65 まーちらんど・みなとみらい 

a-66 キッズパートナーみなとみらい 

a-67 サンライズキッズインターナショナルスクール横浜校 

a-68 ニチイキッズＭＭ新高島保育園 

a-69 HarborKids保育園 みなとみらい 

a-70 京急キッズランド新高島保育園 

a-71 横浜みなとみらい保育園 

a-72 キンダーキッズインターナショナルスクール横浜校 

a-73 きっずクラブ横浜 

a-74 キッズパートナー平沼橋 

a-75 も、の保育園 みなとみらい 

a-76 横浜そらいろ保育園 

a-77 Ｍａｐｌｅ Ｎｕｒｓｅｒｙ ＷＥＳＴ 

a-78 アミ―保育園 高島園 

a-79 社会福祉法人翠峰会 うちゅう保育園みなとみらい 

a-80 ポピンズナーサリースクール横浜 

a-81 ほっぺるランド横浜岡野 

a-82 むつみ保育園 

a-83 にじいろ保育園みなとみらい 

a-84 ゆめみなと保育園 

a-85 モナークインターナショナルプリスクール 

a-86 横浜西口保育園 

a-87 キッズポケット保育園 

a-88 櫻南幸保育園 

a-89 グリーンポート桜木町保育園 

a-90 アミー保育園 ＹＯＫＯＨＡＭＡ 
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表3.2-22(3) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名称 

保育所・ 
幼稚園 

西区 

a-91 みなとみらいくばがさ保育園 

a-92 ポピンズナーサリースクールみなとみらい 

a-93 Maple Nursery 

a-94 おはよう保育園 花咲町 

a-95 Sun Marina Kids 

a-96 ムーミン保育園 

a-97 桃の木保育園 

a-98 横浜市南浅間保育園 

a-99 平沼保育園 

a-100 戸部幼稚園 

a-101 杉之子幼稚園 

a-102 西区中央もえぎ保育室 

a-103 ウィズブック保育園戸部 

a-104 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 浜松町センター保育室 

a-105 ろぜっと保育園 

a-106 ばらの幼稚園 

a-107 キャリー保育園桜木町 

a-108 利正寺保育園 

a-109 マイ・ハート紅葉ヶ丘保育園 

a-110 藤棚幼稚園 

a-111 横浜愛隣幼稚園 

a-112 おれんじハウス西戸部保育園 

a-113 あそびの杜保育園 

a-114 野毛山幼稚園 

a-115 Hugkumu Nannies 

a-116 つくし愛児園 

a-117 トキワ保育園 

保土ケ谷区 

a-118 若草幼稚園 

a-119 保土ケ谷保育園 

a-120 保育室ピア・ピア 

a-121 おおきくなぁ～れ プチベベ保育室 

中区 

a-122 ポピンズナーサリースクール馬車道 

a-123 オハナ・イングリッシュ・プリスクールみなとみらい 

a-124 Gymboree International Preschool & Afterschool 馬車道校 

a-125 キッズパートナー横浜市役所一時保育室 

a-126 キッズパートナー横浜市役所 

a-127 スターチャイルド≪桜木町ステーションナーサリー≫ 

a-128 Cosmo Global Kids International School 

a-129 アスク馬車道保育園 

a-130 ニチイキッズ桜木町保育園 

a-131 HarborKids保育園 

a-132 クラウン保育園 

a-133 ピクニックナーサリー 

小学校 

神奈川区 

b-1 捜真小学校 

b-2 横浜市立二谷小学校 

b-3 横浜市立神奈川小学校 

b-4 横浜市立三ツ沢小学校 

b-5 横浜市立青木小学校 

b-6 横浜市立幸ケ谷小学校 

b-7 精華小学校 

西区 

b-8 横浜市立宮谷小学校 

b-9 横浜市立みなとみらい本町小学校 

b-10 横浜市立浅間台小学校 

b-11 横浜市立平沼小学校 

b-12 横浜市立西前小学校 
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表3.2-22(4) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名称 

小学校 
西区 

b-13 横浜市立戸部小学校 

b-14 横浜市立稲荷台小学校 

b-15 横浜市立一本松小学校 

中区 b-16 横浜市立本町小学校 

中学校 

神奈川区 

c-1 捜真女学校中学部 

c-2 横浜市立松本中学校 

c-3 横浜市立栗田谷中学校 

c-4 神奈川学園中学校 

西区 

c-5 横浜市立軽井沢中学校 

c-6 横浜市立岡野中学校 

c-7 横浜市立西中学校 

c-8 横浜市立老松中学校 

保土ケ谷区 c-9 横浜市立宮田中学校 

高等学校 
神奈川区 

d-1 捜真女学校高等学部 

d-2 神奈川県立神奈川工業高等学校 

d-3 神奈川県立神奈川総合高等学校 

d-4 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 

d-5 神奈川学園高等学校 

西区 d-6 神奈川県立横浜平沼高等学校 

特別支援
学校 

神奈川区 e-1 市民病院院内学級 

西区 e-2 神奈川県立保土ケ谷養護学校 横浜平沼分教室 

大学 

神奈川区 f-1 情報セキュリティ大学院大学 

西区 

f-2 グロービス経営大学院大学横浜・特設キャンパス 

f-3 八洲学園大学 

f-4 神奈川大学みなとみらいキャンパス 

f-5 横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパス 

中区 
f-6 東京藝術大学横浜キャンパス万国橋校舎 

f-7 東京藝術大学横浜キャンパス馬車道校舎 

専修学校 

神奈川区 

g-1 横浜ウェディング＆ブライダル専門学校 

g-2 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 

g-3 横浜ビューティーアート専門学校 

g-4 横浜中央看護専門学校 

g-5 横浜スイーツ＆カフェ専門学校 

g-6 横浜こども専門学校 

g-7 大原法律公務員専門学校横浜校 

g-8 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 

g-9 横浜情報ＩＴクリエイター専門学校 

g-10 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 

g-11 横浜医療専門学校 

g-12 横浜公務員＆IT会計専門学校 

g-13 横浜動物専門学校 

g-14 横浜日建工科専門学校 

g-15 駿台予備学校横浜校 

g-16 横浜調理師専門学校 

g-17 情報科学専門学校 

西区 

g-18 横浜ｆカレッジ 

g-19 専門学校横浜ミュージックスクール 

g-20 国際フード製菓専門学校 

g-21 河合塾横浜校 

g-22 アーツカレッジヨコハマ 

g-23 グレッグ外語専門学校横浜校 

g-24 横浜歯科医療専門学校 

g-25 岩谷学園高等専修学校 

g-26 岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門学校 

g-27 岩谷学園よこはまＩＴビジネス専門学校 
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表3.2-22(5) 教育施設等 

種類 行政区分 No. 名称 

専修学校 西区 
g-28 横浜経理専門学校 

g-29 横浜デザイン学院 

各種学校 神奈川区 

h-1 ホライゾンジャパンインターナショナルスクール 

h-2 神奈川朝鮮中高級学校 

h-3 横浜朝鮮初級学校 

注）表中の No.は図 3.2-20 に対応します。 

資料：「よこはまっぷ」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

「県内大学一覧」（令和７年７月調べ、神奈川県政策局ホームページ） 

「神奈川県私立学校名簿」（令和７年７月調べ、神奈川県福祉子どもみらい局ホームページ） 
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図3.2-20 教育施設等の位置 
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(2) 主な医療機関 

調査区域における主な医療機関の名称は表3.2-23に、位置は図3.2-21に示すとおり

です。 

対象事業実施区域周辺には、対象事業実施区域南側約300ｍに医療法人社団善仁会

横浜第一病院（No.8）があります。 

 

表3.2-23 主な医療機関 

行政区分 No. 名称 

神奈川区 

1 公益財団法人紫雲会横浜病院 

2 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会神奈川県病院 

3 
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会  
東神奈川リハビリテーション病院 

4 横浜市立市民病院 

5 横浜呼吸器クリニック 

6 神奈川歯科大学附属横浜クリニック 

西区 

7 深作眼科内科リハビリ科横浜西口楠町本院 

8 医療法人社団善仁会横浜第一病院 

9 一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 

10 木村クリニック 

11 医療法人恵仁会松島病院 

12 医療法人博仁会ハマノ産婦人科 

13 医療法人明和会亀田病院 

中区 
14 セルポートクリニック横浜 

15 医療法人鏡明会石井耳鼻咽喉科診療所 
注1)表中のNo.は図3.2-21に対応します。 

注2)主な医療機関は病院と有床診療所を示しています。 

資料：「横浜市内の病院・一般診療所・歯科診療所名簿」 

（令和７年７月調べ、横浜市医療局ホームページ） 
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図3.2-21 主な医療機関の位置 
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(3) 主な官公庁等 

調査区域における主な官公庁等の名称は表3.2-24に、位置は図3.2-22に示すとおり

です。 

対象事業実施区域内北側には横浜中央郵便局（No.21）、対象事業実施区域北西側

に近接して横浜駅行政サービスコーナー（No.38）があります。 

 

表3.2-24 主な官公庁等 

種類 行政区分 No. 名称 

市役所・区役所 

神奈川区 1 神奈川区役所 

西区 2 西区役所 

中区 3 横浜市役所 

警察署 

神奈川区 4 神奈川警察署 

西区 5 戸部警察署 

中区 6 神奈川県警察本部 

消防署 
神奈川区 7 神奈川消防署 

西区 8 西消防署 

郵便局 

神奈川区 

9 横浜ガーデン山郵便局 

10 横浜西神奈川郵便局 

11 東神奈川駅前郵便局 

12 横浜反町郵便局 

13 横浜三ッ沢郵便局 

14 横浜沢渡郵便局 

15 神奈川宮前郵便局 

16 横浜ポートサイド内郵便局 

17 横浜鶴屋町郵便局 

18 横浜中央市場内郵便局 

西区 

19 横浜北幸郵便局 

20 横浜駅西口郵便局 

21 横浜中央郵便局 

22 横浜浅間町郵便局 

23 みなとみらい四郵便局 

24 クイーンズスクエア横浜郵便局 

25 横浜洪福寺郵便局 

26 横浜戸部本町郵便局 

27 横浜ランドマークタワー郵便局 

28 横浜藤棚郵便局 

29 横浜戸部郵便局 

30 横浜久保町郵便局 

中区 

31 横浜第2合同庁舎内郵便局 

32 横浜市役所内郵便局 

33 横浜桜木郵便局 

34 横浜本町郵便局 

35 神奈川中小企業センター内郵便局 

その他 

神奈川区 36 神奈川簡易裁判所 

西区 

37 神奈川県警察鉄道警察隊本隊 

38 横浜駅行政サービスコーナー 

39 西事務所 

40 西土木事務所 

注）表中の No.は図 3.2-22 に対応します。 

資料：「よこはまっぷ」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

「郵便局・ATM を探す」（令和７年７月調べ、日本郵政グループホームページ） 

「各地の裁判所(横浜)」（令和７年７月調べ、裁判所ホームページ） 
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図3.2-22 主な官公庁等の位置 
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(4) 主な福祉施設等 

調査区域における主な福祉施設等の名称は表3.2-25に、位置は図3.2-23に示すとお

りです。 

対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域南南東側約500ｍにハートケア横浜（N

o.20）、北西側約600ｍにシニアホテル横浜西口（No.13）があります。 

 

表3.2-25 主な福祉施設等 

行政区分 No. 名称 

神奈川区 

1 コミタス栗田谷 

2 小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 平川町 

3 小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 松本町 

4 小規模多機能 地域の絆 三ツ沢 

5 ライフ・フレンド 

6 東神奈川特別養護老人ホーム若草 

7 グループホーム 三ツ沢南の丘 

8 グループホーム よこはま 

9 メディカル・リハビリホームグランダ三ツ沢 

10 グループホーム 地域の絆 横浜 

11 小規模多機能 地域の絆 横浜 

12 サンシティみなとみらいEAST 

13 シニアホテル横浜西口 

西区 

14 ハマノ愛生園 

15 ハマノ愛生園 

16 緩和ケアホーム 医良苑 浅間町 

17 パークサイド岡野ホーム 

18 ベストライフ横浜 

19 スカイホーム横浜 

20 ハートケア横浜 

21 グランドマスト横浜浅間町 

22 戸部ハマノ愛生園 

23 カーサプラチナみなとみらい 

24 ナーシングホームはまあかり 

25 花物語にし 

26 グループホーム シエル 西横浜 

27 グループホーム かもや 

28 花物語にしよこはま 

29 シャインステージ藤棚 

30 グループホーム フィニックス 

保土ケ谷区 31 愛・福祉ホーム保土ケ谷 

中区 
32 リアンレーヴ馬車道 

33 トラストガーデン横浜ベイ馬車道 

注）表中の No.は図 3.2-23 に対応します。 

資料：「よこはまっぷ」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

「高齢者福祉保健施設一覧」（令和７年７月調べ、横浜市健康福祉局ホームページ） 
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図3.2-23 主な福祉施設等の位置 
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(5) その他の市民利用施設 

調査区域におけるその他の市民利用施設の名称は表3.2-26に、位置は図3.2-24に示

すとおりです。 

対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域西南西側約600ｍに西地区センター（N

o.4）、西公会堂（No.14）があり、北側約900ｍには台町公園野球場（No.8）がありま

す。 

 

表3.2-26 その他の市民利用施設 

分類 行政区分 No. 名称 

図書館 西区 
1 神奈川県立図書館 

2 横浜市中央図書館 

地区センター 

神奈川区 3 神奈川地区センター 

西区 
4 西地区センター 

5 藤棚地区センター 

中区 6 野毛地区センター 

スポーツ施設 

神奈川区 

7 神奈川スポーツセンター 

8 台町公園野球場 

9 平沼記念体育館 

西区 

10 岡野公園野球場 

11 岡野公園プール 

12 西スポーツセンター 

公会堂 
神奈川区 13 神奈川公会堂 

西区 14 西公会堂 

コミュニティハウス 

神奈川区 15 幸ケ谷公園コミュニティハウス 

西区 

16 軽井沢コミュニティハウス 

17 浅間コミュニティハウス 

18 西前小学校コミュニティハウス 

19 戸部コミュニティハウス 

20 稲荷台小学校コミュニティハウス 

文化施設 

西区 

21 横浜美術館 

22 横浜みなとみらいホール 

23 OTABISHO 横浜能楽堂 

24 日本丸メモリアルパーク 

25 横浜能楽堂 

26 横浜市民ギャラリー 

中区 

27 カップヌードルミュージアム横浜 

28 よこはまコスモワールド 

29 JICA横浜海外移住資料館 

30 旧第一銀行横浜支店 

31 県立歴史博物館 

32 横浜にぎわい座 

その他 

神奈川区 
33 かなっくホール（神奈川区民文化センター） 

34 神奈川区区民活動支援センター 

西区 35 にしく市民活動支援センター「にしとも広場」 

中区 36 市民協働推進センター 

注）表中の No.は図 3.2-24 に対応します。 

資料：「よこはまっぷ」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 

「神奈川区区民生活マップ」（令和７年７月調べ、横浜市神奈川区ホームページ） 

「西区区民生活マップ」（令和７年７月調べ、横浜市西区ホームページ） 

「中区区民生活マップ」（令和７年７月調べ、横浜市中区ホームページ） 

「保土ケ谷区区民生活マップ」（令和７年７月調べ、横浜市保土ケ谷区ホームページ） 
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図3.2-24 その他の市民利用施設の位置 
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(6) 主な公園・緑地 

調査区域における主な公園・緑地の名称は表3.2-27(1)～(3)に、位置は図3.2-25に

示すとおりです。 

対象事業実施区域周辺には、対象事業実施区域東側約500ｍに近隣公園の高島水際

線公園（No.49）があり、北西側約600ｍには街区公園の北幸広場公園（No.61）があり

ます。 

 

表3.2-27(1) 主な公園・緑地 

行政区分 No. 種別名称 公園名 面積(m2) 

神奈川区 

1 都市緑地 三ツ沢みずき緑地 4,658 

2 
緑道 

滝の川せせらぎ緑道 2,653 

3 東横フラワー緑道 14,587 

4 運動公園 三ツ沢公園 287,037 

5 

近隣公園 

反町公園 24,130 

6 幸ケ谷公園 18,139 

7 台町公園 11,422 

8 沢渡中央公園 15,109 

9 神奈川公園 14,190 

10 ポートサイド公園 16,487 

11 

街区公園 

浦島公園 2,066 

12 神奈川通東公園 1,580 

13 栗田谷第二公園 310 

14 栗田谷公園 984 

15 富家町公園 1,519 

16 三ツ沢中町北公園 1,739 

17 平川町公園 4,694 

18 二ツ谷公園 2,245 

19 三ツ沢中町東公園 343 

20 三ツ沢中公園 1,783 

21 神奈川通公園 1,933 

22 神明町公園 495 

23 三ツ沢上町公園 3,283 

24 松本公園 614 

25 三ツ沢下町公園 2,170 

26 南二ツ谷公園 321 

27 仲木戸公園 1,004 

28 松ケ丘公園 681 

29 東神奈川公園 2,340 

30 三ツ沢南町公園 1,080 

31 滝ノ川公園 2,185 

32 桐畑公園 1,342 

33 高島台公園 152 

34 高島山公園 2,784 

35 神奈川台場公園 1,849 

36 上台町公園 3,733 

37 かえもん公園 548 

38 星野町公園 4,643 

39 沢渡公園 1,027 

40 鶴屋町公園 561 

41 沢渡第二公園 412 

42 金港公園 422 

43 市民の森 豊顕寺市民の森 23,000 

西区 
44 

都市緑地 
新田間川緑地 4,472 

45 宮ケ谷緑地 986 
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表3.2-27(2) 主な公園・緑地 

行政区分 No. 種別名称 公園名 面積(m2) 

西区 

46 都市緑地 東久保町緑地 2,159 

47 風致公園 浅間台みはらし公園 8,733 

48 総合公園 野毛山公園 90,793 

49 

近隣公園 

高島水際線公園 13,515 

50 高島中央公園 13,962 

51 岡野公園 20,301 

52 グランモール公園 23,102 

53 戸部公園 8,380 

54 掃部山公園 24,727 

55 

街区公園 

北軽井沢公園 510 

56 北軽井沢第二公園 3,206 

57 北軽井沢第三公園 426 

58 軽井沢公園 2,436 

59 楠町公園 2,075 

60 宮ケ谷第二公園 272 

61 北幸広場公園 334 

62 宮ケ谷台公園 1,295 

63 南軽井沢公園 1,502 

64 北幸町公園 850 

65 宮ケ谷公園 2,400 

66 浅間下公園 1,004 

67 新田間公園 1,397 

68 浅間台公園 194 

69 神明下公園 1,510 

70 浅間町三丁目公園 150 

71 霜下公園 1,853 

72 追分公園 759 

73 平沼さわやか公園 2,599 

74 浅間車庫前公園 1,731 

75 石崎川公園 712 

76 大新田公園 1,328 

77 社宮司公園 6,287 

78 御所山公園 2,557 

79 御所山第二公園 687 

80 伊勢町もくせい公園 5,870 

81 浜松町公園 2,419 

82 紅葉ケ丘公園 805 

83 久保町公園 2,580 

84 宮崎町公園 554 

85 西戸部町三丁目さくら公園 931 

86 西戸部三丁目公園 622 

87 西戸部町二丁目第二公園 1,494 

88 大谷公園 2,049 

89 池ノ上公園 2,413 

90 藤棚町二丁目公園 1,154 

91 西戸部町二丁目公園 1,100 

92 西戸部羽沢西部公園 1,606 

93 

港湾緑地 

臨港パーク 79,471 

94 国際交流ゾーン 51,613 

95 日本丸メモリアルパーク 53,331 

保土ケ谷区 

96 近隣公園 西久保町公園 9,000 

97 

街区公園 

宮田町公園 1,944 

98 天王町公園 2,442 

99 岩間町公園 1,497 

中区 100 街区公園 北仲通北第二公園 1,262 
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表3.2-27(3) 主な公園・緑地 

行政区分 No. 種別名称 公園名 面積(m2) 

中区 

101 

街区公園 

北仲通北第三公園 518 

102 北仲通北第一公園 534 

103 野毛三丁目公園 355 

104 

港湾緑地 

新港パーク 21,521 

105 運河パーク 10,707 

106 汽車道 9,554 

107 新港中央公園 10,722 

注）表中の No.は図 3.2-25 に対応します。 

資料：「横浜市公園緑地配置図（平成 29 年７月１日現在）」 

（令和７年７月調べ、横浜市みどり環境局ホームページ） 

「横浜市港湾施設条例第２条第２項の規定に基づく港湾施設の告示（平成 31 年２月 25 日告示）」 

（令和７年７月調べ、横浜市総務局ホームページ） 

「横浜市の都市公園データ集（令和７年３月 31 日現在）」 

（令和７年７月調べ、横浜市みどり環境局ホームページ） 

「「市民の森」指定一覧」（令和７年７月調べ、横浜市みどり環境局ホームページ） 

  



 

- 3-57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3.2-25 主な公園・緑地の位置 
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3.2.9 文化財等の状況 

(1) 指定・登録文化財等 

調査区域における指定・登録文化財の概要は表3.2-28に、位置は図3.2-26に示すと

おりです。 

対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域北側約800ｍに弁玉歌碑（No.7）及び

望欣台の碑（No.8）、西北西側約1.1kmに軽井沢古墳（No.9）といった文化財が分布し

ています。 

また、認定歴史的建造物の概要は表3.2-29に、位置は図3.2-27に示すとおりです。 

対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域南側約500ｍに二代目横浜駅基礎等遺

構（No.1）があります。 
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表3.2-28 指定・登録文化財の概要 

行政 
区分 

No. 所在地 種類 名称 指定・登録・年 

神 
奈 
川 
区 

1 
三ツ沢下町30 
（松本町5-37-1） 

史跡 鶴亀橋跡 平成3年市地域文化財 

2 
神奈川本町18-2 
（慶運寺） 

史跡 
横浜開港・開国に伴い寺院に 
設置された領事館跡- 
フランス領事館跡- 

平成11年市地域文化財 

3 
幸ケ谷17-5 
（浄龍寺） 

史跡 
横浜開港・開国に伴い寺院 
に設置された領事館跡- 
イギリス領事館跡- 

平成11年市地域文化財 

4 三ツ沢南町1-1 史跡 三ツ沢貝塚 昭和63年市地域文化財 

5 幸ケ谷10-6 史跡 神奈川の大井戸 平成5年市地域文化財 

6 
高島台1-2 
（本覚寺） 

史跡 
横浜開港・開国に伴い寺院に 
設置された領事館跡- 
アメリカ領事館- 

平成11年市地域文化財 

7 高島台5-2 史跡 弁玉歌碑 平成4年市地域文化財 

8 高島台5-2 史跡 望欣台の碑 平成元年市地域文化財 

西 
区 

9 南軽井沢62-1 史跡 軽井沢古墳 平成12年市地域文化財 

10 
みなとみらい 
二丁目2-1 

建造物 
旧横浜船渠株式会社 
第2号船渠(ドック) 

平成9年国指定 

11 
みなとみらい 
二丁目7-10 

建造物 
旧横浜船渠株式会社 
第1号船渠(ドック) 

平成12年国指定 

12 御所山町24-2 史跡 伝御所五郎丸墓 昭和63年市地域文化財 

13 紅葉ケ丘57 史跡 井伊掃部頭ゆかりの地 平成5年市地域文化財 

14 紅葉ケ丘27-2 建造物 旧染井能舞台 平成8年市指定 

15 西区紅葉ケ丘9-2 建造物 神奈川県立図書館・音楽堂 令和3年県指定 

16 紅葉ケ丘9-1 史跡 神奈川奉行所跡(戸部役所) 平成6年市地域文化財 

17 西戸部町一丁目13 建造物 旧川本家住宅主屋 令和6年国登録 

18 西戸部町一丁目13 建造物 旧川本家住宅内蔵 令和6年国登録 

19 西戸部町一丁目14-2他 建造物 旧川本家住宅表門及び石垣 令和6年国登録 

中 
区 

20 北仲通 建造物 
旧横浜生糸検査所附属 
倉庫事務所 

平成19年市指定 

21 柏葉 建造物 岩田家住宅 令和4年市指定 

22 花咲町三丁目86-1 史跡 日本最初のガス会社跡 平成8年市地域文化財 

23 
南仲通5-60 
(県立歴史博物館) 

建造物 旧横浜正金銀行本店本館 昭和44年国指定 

史跡 旧横浜正金銀行本店 平成7年国指定 

注）表中の No.は図 3.2-26 に対応します。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマ Site」（令和７年７月調べ、横浜市ホームページ） 

「国・神奈川県および横浜市指定・登録文化財目録（令和６年 12 月３日現在)」 

（令和７年７月調べ、横浜市教育委員会） 

「神奈川県文化財目録 市町村別（令和６年５月１日現在）」 

（令和７年７月調べ、神奈川県ホームページ） 

 

  



 

- 3-60 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3.2-26 指定・登録文化財の位置 
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表3.2-29 認定歴史的建造物の概要 

行政 
区分 

No. 所在地 名称 
横浜市 

認定年度 

西区 

1 西区高島2-1-1 二代目横浜駅基礎等遺構 平成18年度 

2 西区みなとみらい2-2-1 旧横浜船渠第2号ドック 平成元年度 

3 西区紅葉ヶ丘掃部山公園内 井伊直弼像台座及び水泉 平成23年度 

4 
西区みなとみらい二丁目 
～中区新港二丁目 

港一号橋梁 平成8年度 

5 西区老松町29番地 
旧平沼専蔵別邸亀甲積擁壁 
及び煉瓦塀 

平成18年度 

中区 

6 中区新港二丁目 港三号橋梁（旧大岡川橋梁） 平成8年度 

7 中区新港二丁目 旧臨港線護岸 平成8年度 

8 中区新港二丁目 港二号橋梁 平成8年度 

9 中区北仲通六丁目 旧灯台寮護岸 平成20年度 

10 中区北仲通 
旧横浜生糸検査所附属生糸絹物専用 
Ｂ号倉庫及びＣ号倉庫 

平成25年度 

11 中区北仲通5-57 横浜第２合同庁舎 平成2年度 

12 中区海岸通3-9 横浜郵船ビル 令和7年度 

13 中区本町6-50-1 
旧横浜銀行本店別館 
（元第一銀行横浜支店） 

平成15年度 

14 中区本町4-44 
旧富士銀行横浜支店 
（元安田銀行横浜支店） 

平成15年度 

15 中区南仲通4-43 
馬車道大津ビル 
（旧東京海上火災保険ビル） 

平成12年度 

16 中区本町4-41 旧東京三菱銀行 横浜中央支店 平成15年度 

17 中区弁天通5-70 旧川崎銀行横浜支店 昭和63年度 

18 中区尾上町6-85 横浜指路教会 昭和63年度 

注）表中の No.は図 3.2-27 に対応します。 

資料：「横浜市認定歴史的建造物 一覧」（令和７年７月調べ、横浜市都市整備局ホームページ） 

  



 

- 3-62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3.2-27 認定歴史的建造物の位置 
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(2) 周知の埋蔵文化財包蔵地 

調査区域における周知の埋蔵文化財包蔵地の概要は表3.2-30に、位置は図3.2-28に

示すとおりです。 

対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域北側約800ｍに、散布地である弥生時

代の埋蔵文化財包蔵地（No.8）が存在します。 

 

表3.2-30 埋蔵文化財包蔵地の概要 

行政 
区分 

No. 所在地 種類 地目 立地 時代・時期 

神 
奈 
川 
区 

1 
神大寺二丁目 
11付近 

集落跡・貝塚 宅地・畑地・山林 台地上・斜面 縄文(後期) 

2 栗田谷52付近 散布地 畑地・荒地 台地斜面 縄文(中期) 

3 桐畑17-1付近 散布地・貝塚 学校 台地上 
縄文・弥生 
(後期) 

4 
三ツ沢南・ 
東町、沢渡 

集落跡・貝塚 宅地 台地上・斜面 縄文(後期) 

5 高島台1付近 城跡 寺 台地上 室町？ 

6 幸ヶ谷5-1付近 城跡 公園 台地上 室町？ 

7 
神奈川 
一丁目17-3他 

台場跡 鉄道用地ほか 幕末期埋立 
近世・近代 
(幕末期～ 
明治期) 

8 台町42付近 散布地 宅地 台地上・斜面 弥生 

西 
区 

9 
南軽井沢62 
付近 

集落跡・ 
古墳群 

自動車学校 台地上 
縄文(中期)・ 
古墳 

10 
紅葉ヶ丘9-1 
付近 

集落跡 宅地 台地上 縄文・弥生 

11 
西戸部町 
三丁目271付近 

散布地 宅地 台地上 縄文(中期) 

12 宮崎町64付近 貝塚 神社 台地斜面 縄文(後期) 

13 
西戸部町 
二丁目190付近 

貝塚 宅地 台地斜面 縄文(後期) 

14 
藤棚町二丁目 
220付近 

貝塚 学校 
台地上・ 
斜面 

縄文(前・中・
後期) 

15 
東久保町28 
付近 

貝塚 宅地 台地上 縄文(後期) 

16 
東久保町34 
付近 

散布地 宅地 台地上 縄文・弥生 

中 
区 

17 
新港一丁目6-2
付近 

港湾施設 
第一港湾合同庁舎・ 
横浜税関新港分関敷
地・駐車場・荒 

埋立地 
(明治) 

近代 
(明治・大正) 

18 
花咲町 
三丁目36 

工場（ガス製
造所）跡 

学校 砂州上 
近代 
（ 明 治 初 期
～大正末期） 

19 
本町六丁目 
61番1外 

近代建物跡 宅地 埋立低地 近代 

注）表中の No.は図 3.2-28 に対応します。 

資料：「横浜市行政地図情報提供システム 文化財ハマ Site」（令和７年７月調べ、横浜市ホームページ） 

  



 

- 3-64 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3.2-28 埋蔵文化財の位置 
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3.2.10 公害等の状況 

(1) 公害苦情の発生状況 

令和６年度の公害苦情の発生件数は、表3.2-31に示すとおりです。 

横浜市における公害苦情総数は1,572件であり、公害苦情の多い項目としては騒音

の585件、大気汚染の413件、悪臭の313件となっています。 

調査対象地域の５区も横浜市全体と同様、公害苦情数は騒音が最も多く、悪臭、大

気汚染、振動が多くみられます。 

 

表3.2-31 公害苦情の発生件数（令和６年度） 

行政区 総数 
大気 
汚染 

水質 
汚濁 

土壌 
汚染 

騒音 振動 
地盤 
沈下 

悪臭 その他 

 

横浜市 1,572 413 42 － 585 197 － 313 22 

神奈川区 112 21 3 － 57 14 － 16 1 

西区 43 9 － － 26 3 － 4 1 

中区 112 12 2 － 67 12 － 14 5 

南区 83 16 － － 36 17 － 13 1 

保土ケ谷区 92 22 4 － 30 19 － 16 1 

注） は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「横浜市統計書[web 版]（苦情件数）」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
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(2) 大気汚染の状況 

対象事業実施区域における大気汚染に係る環境基準は表3.2-32に示すとおりです。

また、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の位置は、図3.2-29に示すとお

りです。 

対象事業実施区域に最も近い一般環境大気測定局は、対象事業実施区域南西側

約900ｍの西区平沼です。また、対象事業実施区域に最も近い自動車排出ガス測定局

は、対象事業実施区域西側約900ｍの西区浅間町です。各測定局の令和元～５年度ま

での測定結果は、表3.2-33(1)～(3)に示すとおりです。 

令和元～５年度における浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び微小粒子状物質は、測定

している３局すべてで、二酸化硫黄は、一般環境大気測定局２局すべてで環境基準に

適合しています。ダイオキシン類は、測定年度において、一般環境大気測定局２局す

べてで環境基準に適合しています。光化学オキシダントは、一般環境大気測定局２局

すべてで環境基準に不適合です。光化学オキシダントは、気象要因による変動が大き

く、全国的に環境基準を達成できていない傾向があります。また、一酸化炭素は自動

車排出ガス測定局で環境基準に適合しています。 
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表3.2-32 大気汚染に係る環境基準 

大気汚染物質 評価方法 環境基準に適合するための条件 

二酸化硫黄 
（SO2） 

短期的評価 
1 時間値が 0.1ppm を超えないこと。 
日平均値が 0.04ppm を超えないこと。 

長期的評価 
日平均値が 0.04ppm を超えた日数が 1 年間で 2％（7 日）
以内であり、かつ、日平均値が 0.04ppm を超えた日が 2 日
以上連続しないこと。 

浮遊粒子状物質 
（SPM） 

短期的評価 
1 時間値が 0.20mg/m3 を超えないこと。 
日平均値が 0.10mg/m3 を超えないこと。 

長期的評価 
日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日数が 1 年間で 2％（7 日）
以内であり、かつ、日平均値が 0.10mg/m3を超えた日が 2
日以上連続しないこと。 

一酸化炭素 
（CO） 

短期的評価 
8 時間値が 20ppm を超えないこと。 
日平均値が 10ppm を超えないこと。 

長期的評価 
日平均値が 10ppm を超えた日数が 1 年間で 2％（7 日）以
内であり、かつ、日平均値が 10ppm を超えた日が 2 日以上
連続しないこと。 

二酸化窒素 
（NO2） 

長期的評価 
日平均値が 0.06ppm を超えた日数が 1 年間で 2％（7 日）
以内であること。 

微小粒子状物質 
（PM2.5） 

短期的評価・
長期的評価の

併用 

年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、日平均値が 35
μg/m3 を超えた日数が 1 年間で 2％（7 日）以内であるこ
と。 

光化学オキシダント 
（OX） 

短期的評価 
1 年間の昼間（5～20 時）のすべての 1 時間値が 0.06ppm
以下であること。 

ダイオキシン類 長期的評価 1 年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 
注1)２％除外値で評価する浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素は、有効測定日数が325日以上あ

る場合、許容日数は７日となります。 

注2)98％値で評価する二酸化窒素及び微小粒子状物質は、有効測定日数が326日以上ある場合、許容日数

は７日となります。 

注3)二酸化窒素は環境省では１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下

であることとしていますが、横浜市では、環境基準のゾーン下限値（0.04ppm）を環境目標値として

います。 

資料：「大気汚染に係る環境基準」（令和７年７月調べ、環境省ホームページ） 

「大気汚染・水質汚濁・交通騒音・地盤沈下の状況（令和４年度）」 

（令和５年７月、横浜市環境創造局） 

「横浜市環境管理計画年次報告書資料編」 

（令和７年７月調べ、横浜市みどり環境局ホームページ） 

「大気汚染状況の常時監視結果データの説明（環境基準について）」 

（令和７年７月調べ、国立研究開発法人国立環境研究所ホームページ） 

「生活環境保全推進ガイドライン」(平成 31 年３月、横浜市みどり環境局ホームページ) 
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表3.2-33(1) 大気質測定結果（一般環境大気測定局【神奈川区広台太田町】） 

目項 単位 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

二 
酸 
化 
硫 
黄 

年平均値 ppm 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 

日平均値の2％除外値 ppm 0.006 0.004 0.003 0.004 0.003 

短期的
評価 

1時間値が0.1ppmを超えた 
時間数 

時間 0 0 0 0 0 

日平均値が0.04ppmを 
超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

長期的
評価 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

浮 
遊 
粒 
子 
状 
物 
質 

年平均値 mg/m3 0.018 0.016 0.014 0.015 0.015 

日平均値の2％除外値 mg/m3 0.045 0.042 0.030 0.032 0.034 

短期的
評価 

1時間値が0.20mg/m3を 
超えた時間数 

時間 0 0 0 0 0 

日平均値が0.10mg/m3を 
超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

長期的
評価 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

二 
酸 
化 
窒 
素 

年平均値 ppm 0.017 0.015 0.015 0.015 0.013 

日平均値の年間98％値 ppm 0.037 0.038 0.033 0.033 0.034 

日平均値が0.06ppmを超えた日数 日 0 1 0 0 0 

98％値 
評価 

98％値評価による日平均値
が0.06ppmを超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 
微 
小 
粒 
子 
状 
物 
質 

年平均値 μg/m3 10.7 10.3 9.4 9.3 8.8 

日平均値の年間98％値 μg/m3 23.6 24.4 21.8 20.5 22.0 

日平均値が35μg/m3を超えた日数 日 0 2 0 0 0 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

光 
化 
学 
オ 
キ 
シ 
ダ 
ン 
ト 

昼間の年平均値 ppm 0.028 0.029 0.030 0.029 0.032 

昼間の1時間値が0.06ppmを超えた 
時間数 

時間 227 241 216 197 272 

昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 日 1 0 1 0 1 

適合：○ 不適合：×  × × × × × 

ダ 
イ 
オ 
キ 
シ 
ン 
類 

年平均値 
（複数回の測定値の平均値） 

pg-TEQ/m3 0.015 - - 0.013 - 

適合：○ 不適合：×  ○ - - ○ - 

注 1)「-」は計測していないことを示しています。 

注 2)令和６年９月 30 日以前の測定局名は神奈川区総合庁舎です。 

資料：「横浜市大気汚染調査報告書 第 64 報（令和５年度）」（令和６年７月、横浜市みどり環境局） 

「大気汚染・水質汚濁・交通騒音・地盤沈下の状況（令和元～４年度）」 

（各年、横浜市環境創造局） 
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表3.2-33(2) 大気質測定結果（一般環境大気測定局【西区平沼】） 

項目 単位 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

二 
酸 
化 
硫 
黄 

年平均値 ppm 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

日平均値の2％除外値 ppm 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 

短期的
評価 

1時間値が0.1ppmを超えた 
時間数 

時間 0 0 0 0 0 

日平均値が0.04ppmを 
超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

長期的
評価 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

浮 
遊 
粒 
子 
状 
物 
質 

年平均値 mg/m3 0.017 0.015 0.015 0.016 0.017 

日平均値の2％除外値 mg/m3 0.046 0.037 0.033 0.031 0.038 

短期的
評価 

1時間値が0.20mg/m3を 
超えた時間数 

時間 0 0 0 0 0 

日平均値が0.10mg/m3を 
超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

長期的
評価 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

二 
酸 
化 
窒 
素 

年平均値 ppm 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 

日平均値の年間98％値 ppm 0.038 0.039 0.033 0.033 0.033 

日平均値が0.06ppmを超えた日数 日 0 1 0 0 0 

98％値 
評価 

98％値評価による日平均値
が0.06ppmを超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 
微 
小 
粒 
子 
状 
物 
質 

年平均値 μg/m3 10.1 9.6 8.5 9.0 8.7 

日平均値の年間98％値 μg/m3 23.8 23.5 19.9 19.0 21.0 

日平均値が35μg/m3を超えた日数 日 0 1 0 0 0 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

光 
化 
学 
オ 
キ 
シ 
ダ 
ン 
ト 

昼間の年平均値 ppm 0.028 0.028 0.031 0.029 0.032 

昼間の1時間値が0.06ppmを超えた 
時間数 

時間 239 163 193 172 271 

昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 日 3 0 1 0 0 

適合：○ 不適合：×  × × × × × 

ダ 
イ 
オ 
キ 
シ 
ン 
類 

年平均値 
（複数回の測定値の平均値） 

pg-TEQ/m3 - - 0.013 - - 

適合：○ 不適合：×  - - ○ - - 

注 1)「-」は計測していないことを示しています。 

注 2)令和６年９月 30 日以前の測定局名は西区平沼小学校です。 

資料：「横浜市大気汚染調査報告書 第 64 報（令和５年度）」（令和６年７月、横浜市みどり環境局） 

「大気汚染・水質汚濁・交通騒音・地盤沈下の状況（令和元～４年度）」 

（各年、横浜市環境創造局） 
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表3.2-33(3) 大気質測定結果（自動排出ガス測定局【西区浅間町】） 

項目 単位 
令和 

元年度 
令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

令和 
4 年度 

令和 
5 年度 

浮 
遊 
粒 
子 
状 
物 
質 

年平均値 mg/m3 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 

日平均値の 2％除外値 mg/m3 0.047 0.035 0.036 0.030 0.033 

短期的
評価 

1 時間値が 0.20mg/m3 を 
超えた時間数 

時間 1 0 0 0 0 

日平均値が 0.10mg/m3 を 
超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

長期的
評価 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

一 
酸 
化 
炭 
素 

年平均値 ppm 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 

日平均値の 2％除外値 ppm 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 

短期的
評価 

8 時間値が 20ppm を 
超えた回数 

回 0 0 0 0 0 

日平均値が 10ppm を 
超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

長期的
評価 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

二 
酸 
化 
窒 
素 

年平均値 ppm 0.023 0.021 0.021 0.020 0.018 

日平均値の年間 98％値 ppm 0.042 0.042 0.039 0.039 0.038 

日平均値が 0.06ppm を超えた日数 日 0 1 0 0 0 

98％値 
評価 

98％値評価による日平均
が 0.06ppm を超えた日数 

日 0 0 0 0 0 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 
微 
小 
粒 
子 
状 
物 
質 

年平均値 μg/m3 11.8 12.0 10.9 11.1 10.7 

日平均値の年間 98％値 μg/m3 26.7 26.8 23.6 20.8 22.3 

日平均値が 35μg/m3 を超えた日数 日 1 2 0 0 0 

適合：○ 不適合：×  ○ ○ ○ ○ ○ 

注）令和６年９月 30 日以前の測定局名は西区浅間下交差点です。 

資料：「横浜市大気汚染調査報告書 第 64 報（令和５年度）」（令和６年７月、横浜市みどり環境局） 

「大気汚染・水質汚濁・交通騒音・地盤沈下の状況（令和元～４年度）」 

（各年、横浜市環境創造局） 
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図3.2-29 大気汚染測定局位置図 
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(3) 水質汚濁の状況 

① 公共用水域 

調査区域周辺における公共用水域水質測定地点の位置は、図3.2-30に示すとおりで

す。 

河川では、対象事業実施区域南側を流れる帷子川の水道橋及び大岡川の清水橋、海

域では、東京湾横浜港内で測定が行われています。 

令和元～５年度における河川及び海域の水質測定結果は、表3.2-34(1)～(3)に示す

とおりです。 

河川の水質調査結果では、令和３年度の大岡川における生物化学的酸素要求量が環

境基準に不適合です。 

また、海域の水質測定結果は、令和元年度及び令和３年度の全燐、令和３年度の全

窒素が環境基準に不適合です。 

 

表3.2-34(1) 公共用水域水質測定結果（河川：帷子川） 

項目 

地点 水道橋 
環境基準 
(B類型) 年度 

令和 
元年度 

令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

水素イオン 
濃度指数 
（pH） 

平均値 8.0 8.1      

6.5以上8.5以下 
最小値 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 

最大値 8.3 8.8 8.6 8.6 8.6 

ｍ/ｎ 0/24 1/24 1/24 1/24 1/24 

生物化学的酸素 
要求量（BOD）

（mg/L） 

75％値 1.5 1.3 1.0 1.2 1.2 
3㎎/L以下 

判定 ○ ○ ○ ○ ○ 

浮遊物質量（SS） 
（mg/L） 

平均値 4 5 3 3 4 
25㎎/L以下 

ｍ/ｎ 0/24 1/24 0/24 0/24 0/24 

溶存酸素（DO） 
（mg/L) 

平均値 9.2 9.5 9.7 9.3 9.1 
5㎎/L以上 

ｍ/ｎ 0/24 0/24 0/24 0/24 0/24 

大腸菌群数 
（MPN/100mL） 

平均値 2,100 2,700 9,500   
（5,000MPN/100mL以下）注3） 

ｍ/ｎ 1/12 1/12 5/12   

大腸菌数 
（CFU/100mL） 

90％値       3,400 6,600 
1,000CFU/100mL以下注3） 

ｍ/ｎ    3/12 8/12 
注1)判定項目の○は環境基準に適合、×は不適合を表します。 

注2)ｍは環境基準値を超える検体数、ｎは総検体数を示します。 

注3)大腸菌群数は環境基準の見直しが行われ、令和４年４月１日より生活環境項目環境基準の項目から

削除され、新たに大腸菌数が追加されています。 

注4) は資料に記載のない値を表します。 

資料：「神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果（令和元～５年度）」 

（各年、神奈川県環境科学センター） 
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表3.2-34(2) 公共用水域水質測定結果（河川：大岡川） 

項目 

地点 清水橋 
環境基準 
(B類型) 年度 

令和 
元年度 

令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

水素イオン 
濃度指数 
（pH） 

平均値 8.0 8.1    

6.5以上8.5以下 
最小値 7.5 7.7 7.5 7.6 7.5 

最大値 8.5 8.6 8.5 8.6 8.3 

ｍ/ｎ 0/24 1/24 0/22 1/24 0/24 

生物化学的酸素 
要求量（BOD）

（mg/L） 

75％値 2.1 1.7 3.6 1.4 1.4 
3㎎/L以下 

判定 ○ ○ × ○ ○ 

浮遊物質量（SS） 
（mg/L） 

平均値 4 3 4 3 3 
25㎎/L以下 

ｍ/ｎ 0/24 0/24 0/22 0/24 0/24 

溶存酸素（DO） 
（mg/L) 

平均値 7.8 7.5 7.8 8.2 7.6 
5㎎/L以上 

ｍ/ｎ 0/24 3/24 3/22 1/24 3/24 

大腸菌群数 
（MPN/100mL） 

平均値 6,600 9,000 240,000   
（5,000MPN/100mL以下）注3） 

ｍ/ｎ 4/12 4/12 9/11   

大腸菌数 
（CFU/100mL） 

90％値    54,000 12,000 
1,000CFU/100mL以下注3） 

ｍ/ｎ    5/12 5/12 
注1)判定項目の○は環境基準に適合、×は不適合を表します。 

注2)ｍは環境基準値を超える検体数、ｎは総検体数を示します。 

注3)大腸菌群数は環境基準の見直しが行われ、令和４年４月１日より生活環境項目環境基準の項目から削

除され、新たに大腸菌数が追加されています。 

注4) は資料に記載のない値を表します。 

資料：「神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果（令和元～５年度）」 

（各年、神奈川県環境科学センター） 

 

表3.2-34(3) 公共用水域水質測定結果（海域：東京湾横浜港内） 

項目 
地点 東京湾横浜港内 

環境基準 
年度 

令和 
元年度 

令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

水素イオン 
濃度指数 
（pH） 

平均値 8.2 8.2    

（C類型） 
7.0以上8.3以下 

最小値 8.0 8.1 7.8 7.9 8.0 

最大値 8.4 8.5 8.8 8.9 8.8 

ｍ/ｎ 1/12 2/12 5/24 5/24 4/24 

化学的酸素 
要求量(COD) 
（mg/L） 

75％値 4.0 4.5 3.2 3.9 3.3 （C類型） 
8mg/L以下 判定 ○ ○ ○ ○ ○ 

溶存酸素（DO） 
（mg/L) 

平均 8.2 8.4 8.7 8.4 7.9 （C類型） 
2mg/L以上 ｍ/ｎ 0/12 0/12 1/24 0/24 0/24 

全燐（mg/L) 
平均 0.095 0.087 0.12 0.076 0.085 （Ⅳ類型） 

0.09mg/L以下 判定 × ○ × ○ ○ 

全窒素（mg/L) 
平均 0.94 0.92 1.1 0.77 0.92 （Ⅳ類型） 

1mg/L以下 判定 ○ ○ × ○ ○ 
注1)判定項目の○は環境基準に適合、×は不適合を表します。 

注2)ｍは環境基準値を超える検体数、ｎは総検体数を示します。 

注3)全燐と全窒素は上層の年間平均値、COD、pH、DOは全層の値を示します。 

注4) は資料に記載のない値を表します。 

資料：「神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果（令和元～５年度）」 

（各年、神奈川県環境科学センター） 
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図3.2-30 公共用水域水質測定地点位置図 
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② 地下水 

調査区域では、横浜市が地下水の水質測定を実施しています。令和３～５年度にお

ける水質調査の実施状況は表3.2-35及び図3.2-31に示すとおりです。 

地下水質調査は、概況調査、概況調査で汚染が判明した井戸の汚染範囲を確認する

ための汚染井戸周辺地区調査及び汚染が明らかとなった地点を継続的に調査するた

めの継続監視調査に分けて実施されています。概況調査は、定点において長期的な観

点から水質の経年的変化を調査する定点調査と、市内をほぼ２kmメッシュに区切り市

内全体の調査を完了するメッシュ調査で構成されています。 

調査区域のメッシュ調査において、令和３年度に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環

境基準の超過が見られたNo.2は、令和４、５年度の継続監視調査においても硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過しています。 

 

表3.2-35 地下水水質測定の実施状況 

メッシュNo. 調査年度 調査種類 環境基準超過項目 

No.11 

令和5年度 

概況調査（メッシュ調査） 
なし 

No.12 なし 

No.2 
継続監視調査 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

No.12 なし 

No.5 概況調査（定点調査） なし 

No.7 

令和4年度 

概況調査（メッシュ調査） 
なし 

No.10 なし 

No.2 
継続監視調査 

なし 

No.2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

No.11 概況調査（定点調査） なし 

No.1 

令和3年度 

概況調査（メッシュ調査） 

なし 

No.2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

No.3 なし 

No.4 なし 

No.5 なし 

No.6 なし 

No.2 
継続監視調査 

なし 

No.8 なし 

No.2 汚染井戸周辺地区調査 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 
注1)表中のNo.は図3.2-31に対応します。 

注2)定点調査と汚染井戸周辺地区調査の詳しい調査位置は不明のため、図には掲載していません。 

注3)令和３年度のNo.2のメッシュ調査と汚染井戸周辺地区調査はメッシュ調査で汚染が確認され、汚染

井戸周辺地区調査により再調査した同一地点を表します。 

資料：「令和５年度 横浜市公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」 

（令和６年７月、横浜市みどり環境局） 

「令和４年度 横浜市公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」 

（令和５年９月、横浜市環境創造局） 

「令和３年度 横浜市公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書」 

（令和５年３月、横浜市環境創造局） 
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図3.2-31 地下水の水質測定区域図 
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(4) 騒音の状況 

① 道路交通騒音 

調査区域における道路交通騒音測定地点の位置は、図3.2-32に示すとおりです。調

査区域では10地点で測定されています。令和元～５年度における各測定地点の測定結

果は、測定結果は、表3.2-36に示すとおりです。 

一般国道１号の西区戸部本町（No.R5-8）、一般国道133号の中区本町１丁目（No.R2

-2）は昼間・夜間ともに環境基準を超過し、青木浅間線の西区浅間町４丁目（No.R4

-9）、高島関内線の中区桜木町１丁目（No.R4-12）、横浜生田線の西区北軽井沢（N

o.R2-3）、一般国道15号の神奈川区新町（No.R1-3）は夜間のみ超過しています。 

 

表3.2-36 道路交通騒音の測定結果 

調査 
年度 

No. 道路名 測定地点 用途地域 

環境基準値 
（特例適用）

（dB） 

測定結果 
（LAeq）（dB） 

昼間 夜間 昼間 夜間 
環境基準 
との比較 

令和 
5年度 

R5-8 一般国道1号 西区戸部本町 商業地域 70 65 73 72 Ｃ 

令和 
4年度 

R4-8 横浜駅根岸線 西区伊勢町2丁目 
近隣商業 
地域 

70 65 64 62 Ａ 

R4-9 青木浅間線 西区浅間町4丁目 商業地域 70 65 70 67 Ｂ 

R4-12 高島関内線 中区桜木町1丁目 商業地域 70 65 67 66 Ｂ 

R4-17 栄本町線 中区本町6丁目 商業地域 70 65 64 61 Ａ 

令和 
3年度 

R3-1 
高速神奈川 
1号横羽線 

神奈川区 
千若町1丁目 

工業地域 70 65 68 65 Ａ 

R3-2 
高速神奈川 
2号三ツ沢線 

西区北軽井沢 
第1種 
住居地域 

70 65 62 57 Ａ 

令和 
2年度 

R2-2 一般国道133号 中区本町1丁目 商業地域 70 65 71 67 Ｃ 

R2-3 横浜生田線 西区北軽井沢 
第1種住居
地域 

70 65 69 65 Ｂ 

令和 
元年度 

R1-3 一般国道15号 神奈川区新町 商業地域 70 65 69 66 Ｂ 

注1)表中のNo.は図3.2-32に対応します。 

注2)「幹線道路を担う道路」に近接する地域は特例適用として、通常の「道路に面する地域」とは別の環

境基準が設定されています。 

注3)環境基準との比較 

Ａ：昼夜とも環境基準に適合 

Ｂ：昼間又は夜間のいずれかが環境基準に適合 

Ｃ：昼夜とも環境基準に不適合 

注4)環境基準との比較は資料に記載の通りです。 

注5)昼間：６～22時、夜間：22～６時 

資料：「令和５年度 横浜市における騒音・振動の測定結果報告書」 

（令和６年７月、横浜市みどり環境局） 

「横浜市における騒音・振動の測定結果報告書（令和元～４年度）」 

（各年、横浜市環境創造局） 
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図3.2-32 道路交通騒音測定地点位置図 
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② 鉄道騒音 

調査区域では横浜市による鉄道騒音の測定は実施されていません。 

 

(5) 振動の状況 

調査区域では、横浜市による振動測定は実施されていません。 

 

(6) 土壌汚染の状況 

調査区域における、土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域、

並びに、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例要措置区域及び条例形質

変更時要届出区域の概要は表3.2-37(1)～(2)に、位置は図3.2-33に示すとおりです。 

要措置区域及び条例要措置区域とは、敷地内に土壌汚染があり、健康被害が生ずる

おそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことをいいます。 

形質変更時要届出区域及び条例形質変更時要届出区域とは、敷地内に土壌汚染はあ

るものの、人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去

等の措置が不要な区域のことをいいますが、掘削等を行う場合は、新たなリスクを発

生させないよう、市長への届出が必要となります。 

調査区域には、要措置区域、条例要措置区域及び条例形質変更時要届出区域は無く、

形質変更時要届出区域が14箇所あります。対象事業実施区域は法及び条例に基づく要

措置区域及び形質変更時要届出区域には指定されていません。 

 

表3.2-37(1) 調査区域の形質変更時要届出区域 

指定 
番号 

所在地（地番） 指定年月日 
面積 
（m2） 

指定基準に適合しない
特定有害物質 

地下水 
汚染の 
有無 

指-099 
神奈川区大野町1番4 
及び1番24の各一部 

平成28年2月5日 1,283.105 
鉛及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
不明 

指-227 
神奈川区栗田谷21番8 
及び22番2の各一部 

令和5年10月13日 342.67 

テトラクロロエチレン 
トリクロロエチレン 

カドミウム及びその化
合物、ほう素及び 

その化合物 
シアン化合物 

あり 

指-146 
西区岡野二丁目10番5､ 
10番6､10番7､10番8､10番 
9､10番17の各一部 

平成30年3月23日 
平成30年8月15日 
平成30年10月5日 

357.8 

シアン化合物 
鉛及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
ほう素及びその化合物 

カドミウム及び 
その化合物 

なし 

指-025 西区西平沼町15番1の一部 

平成22年12月24日 
平成23年11月4日 
平成24年9月5日 
平成25年1月15日 
平成25年7月25日 

27,530 

1,2-ジクロロエタン、
ベンゼン 

シアン化合物、鉛及び
その化合物、砒素及び
その化合物、ふっ素及

びその化合物 

不明 

指-169 
西区みなとみらい三丁目3
番1及び3番2の各一部 

令和元年7月12日 241.43 
砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
あり 

指-034 
西区みなとみらい三丁目5
番1の一部 

平成23年4月25日 2,126.2 
鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 
ふっ素及びその化合物 

不明 
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表3.2-37(2) 調査区域の形質変更時要届出区域 

指定 
番号 

所在地（地番） 指定年月日 
面積
（m2） 

指定基準に適合しない
特定有害物質 

地下水 
汚染の 
有無 

指-136 
西区みなとみらい四丁目2
番1及び2番4の各一部 

平成29年12月5日 
平成30年11月15日 
令和元年12月13日 
令和5年3月3日 

4,006.27 
水銀及びその化合物 
砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
あり 

指-134 
西区みなとみらい四丁目3
番2の一部 

平成29年10月5日 290.4 
水銀及びその化合物 
砒素及びその化合物 

あり 

指-084 
西区みなとみらい四丁目4
番11の一部 

平成26年11月14日 26 ふっ素及びその化合物 なし 

指-113 
西区みなとみらい四丁目5
番1､5番2及び5番5の各一部 

平成28年12月22日 
平成30年6月15日 
平成30年7月13日 

1,104.2 

鉛及びその化合物 
砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
水銀及びその化合物 

あり 

指-159 
西区みなとみらい五丁目1
番3､1番33及び1番34の 
各一部 

平成31年3月15日 1,791.2 
砒素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物 

不明 

指-224 
中区海岸通五丁目25番1の
一部 

令和5年9月5日 1,723.1 
鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 
あり 

指-217 

中区北仲通六丁目103番
､104番､105番､106番､107番
､108番､110番､111番､112番
､115番､116 番､120番､121
番､122番､123番､125番及
び126番の各一部 

令和5年4月14日 1,052.14 

六価クロム化合物、 
砒素及びその化合物、
ふっ素及びその化合物 

鉛及びその化合物 

なし 

指-095 
中区本町六丁目61番1､63番
及び67番1の各一部 

平成27年7月24日 
平成29年4月5日 

399.60 
砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
鉛及びその化合物 

不明 

注）表中の No.は図 3.2-33 に対応します。 

資料：「汚染された区域に指定された土地」（令和７年７月調べ、横浜市みどり環境局ホームページ） 
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図3.2-33 調査区域の形質変更時要届出区域 
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(7) 悪臭の状況 

対象事業実施区域及びその周辺には、著しい悪臭の発生源はみられません。 

 

(8) 地盤沈下の状況 

調査対象地域における地盤沈下状況は、表3.2-38に示すとおりです。 

調査対象地域における令和５年度の水準点数は23地点あり、その内の21地点で沈下

がみられました。 

また、調査区域では令和元年度以降、図3.2-34に示す17地点で水準測量が行われて

おり、その結果は表3.2-39に示すとおりです。 

各地点ともほとんど変動が見られず、過去５年間の前年度比最大変動量は対象事業

実施区域南西側約1.9kmに位置する水準点番号801の4.1mmとなっています。 

なお、水準点番号236は対象事業実施区域に隣接した場所に位置しており、過去５

年間の前年度比最大変動量は3.7mmとなっています。 
 

表3.2-38 調査対象地域の地盤沈下状況（令和５年度） 

行政区 水準点数 沈下点数 
沈下量（mm） 

10未満 
10.0

～19.9 
20.0

～29.9 
30.0以上 

 

横浜市 116 111 104 7 － － 

神奈川区 8 6 6 － － － 

西区 7 7 7 － － － 

中区 － － － － － － 

南区 4 4 4 － － － 

保土ケ谷区 4 4 4 － － － 

注） は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「横浜市統計書[web 版]」（令和７年７月調べ、横浜市政策経営局ホームページ） 
 

表3.2-39 水準測量による地盤高の変動 

観測基準日：各年1月1日 

水準点番号 所在 
変動量（mm） 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

115 東神奈川二丁目35-1 -0.9  -2.2   2.5  -1.8  -1.5  

横浜基準点 三ツ沢西町3-1  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  

横浜基準点 
金属標 

三ツ沢西町3-1  0.4  -0.5  -0.2   0.6  -0.4  

Ⅰ31-1 青木町3-18 -1.0   0.9  - - - 

(仮)Ⅰ31-1 青木町1-8先 - -  2.7  -1.1  -1.3  

Ⅰ015-028 神奈川二丁目10-10先 -2.1  -3.1   2.7  -3.1  -1.5  

Ⅰ001-029 西神奈川一丁目9-1先 - 前年度欠測 -1.0  -0.7  -1.3  

（仮）209 岡野二丁目10-10 -0.3  -1.8   1.2  -2.1  -2.6  

210 浅間町三丁目170 -1.9  -1.3   0.4  -1.8  -1.0  

215 平沼二丁目8-20 -0.4  -0.1   0.0  -2.0  -1.0  

216 平沼二丁目11-36  0.0  -0.3   0.3  -2.2  -0.9  

（仮）217 西平沼町6-1先 -0.6  -0.1  -0.4  -2.4  -1.4  

229 浅間町一丁目16-1 -0.9  -1.8   2.0  -2.0   0.8  

234 西平沼町5-55 -1.0   1.1  -0.6  -2.3  -1.2  

236 高島二丁目13-2 -1.9  -0.6   1.6  -3.7  -0.6  

Ⅰ32 浅間町三丁目170 -0.4  -1.2   0.9  -2.0  -1.0  

801 天王町一丁目8-12 -0.8  -2.8   1.4  -4.1   1.6  

注）表中の No.は図 3.2-34 に対応します。 

資料：「横浜市水準測量成果表（令和５～６年度）」（各年、横浜市みどり環境局） 

「横浜市水準測量成果表（令和２～４年度）」（各年、横浜市環境創造局） 
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図3.2-34 水準測量地点 
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3.2.11 災害の状況 

(1) 災害による被害の発生状況 

調査対象地域における令和６年の災害による被害の発生件数は、表3.2-40に示すと

おりです。 

横浜市内で最も被害が多い項目は、「その他の被害（電話）」で940箇所、次いで

「その他の被害（その他）」で14人となっています。なお、「その他の被害（その他）」

としては、道路冠水で、一時的に交通機能障害となったものや、単なる土砂流出で、

がけ崩れに計上されないもの、軽度の住宅被害で該当しないもの等があります。対象

事業実施区域のある西区における被害総数は０件となっています。 
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表3.2-40 災害による被害の発生件数（令和６年） 

被害分類 横浜市 
 

神奈川区 西区 中区 南区 保土ケ谷区 

人 
的 
被 
害 

死者 人       

行方不明者 人       

負傷者 
重傷者 人       

軽傷者 人       

住 
宅 
被 
害 

全壊 棟       

半壊 棟       

一部破損 棟 2   1   

床上浸水 棟       

床下浸水 棟       

非 
住 
宅 
被 
害 

公共建物 

全壊 棟       

半壊 棟       

一部破損 棟       

浸水 棟       

その他浸水 棟       

その他 

全壊 棟       

半壊 棟       

一部破損 棟       

浸水 棟 1      

その他浸水 棟       

田 
畑 
被 
害 

田の流出・埋没 ha       

田の冠水 ha       

畑の流出・陥没 ha       

畑の冠水 ha       

そ 
の 
他 
の 
被 
害 

文教施設（学校など） 箇所       

病院 箇所       

道路 箇所       

橋梁 箇所       

河川 箇所 1      

港湾 箇所       

砂防 箇所       

清掃施設 箇所       

崖くずれ 箇所       

鉄道不通 箇所       

被害船舶 隻       

水道 戸       

電話 回線 940      

ガス 戸       

ブロック塀等 箇所 1      

その他 箇所 14 3   3 1 

注） は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

資料：「令和６年 横浜市の災害」（令和７年３月、横浜市総務局危機管理室緊急対策課） 
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調査対象地域における災害発生状況の推移は表3.2-41に示すとおりです。 

年による変動はありますが、「その他の被害（その他）」が比較的多くなっていま

す。 

 

表3.2-41 調査対象地域における災害の推移 

被害分類 

令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

神
奈
川
区 

西
区 

中
区 

南
区 

保 
土
ケ
谷
区 

神
奈
川
区 

西
区 

中
区 

南
区 

保 
土
ケ
谷
区 

神
奈
川
区 

西
区 

中
区 

南
区 

保 
土
ケ
谷
区 

神
奈
川
区 

西
区 

中
区 

南
区 

保 
土
ケ
谷
区 

神
奈
川
区 

西
区 

中
区 

南
区 

保 
土
ケ
谷
区 

人 
的 
被 
害 

死者 人                          

行方不明者 人                          

負 
傷 
者 

重傷者 人                          

軽傷者 人          1        1  1      

住 
宅 
被 
害 

全壊 棟      1                    

半壊 棟                          

一部破損 棟  1                 1    1   

床上浸水 棟      1                    

床下浸水 棟                          

非 
住 
宅 
被 
害 

公 
共 
建 
物 

全壊 棟                          

半壊 棟                          

一部破損 棟                 1         

浸水 棟                          

その他浸水 棟                          

そ 
の 
他 

全壊 棟                          

半壊 棟                          

一部破損 棟                  1        

浸水 棟          1                

その他浸水 棟                          

そ 
の 
他 
の 
被 
害 

崖くずれ 
箇

所 
     1 1 1  1      1          

ブロック塀等 
箇

所 
          1               

その他 
箇

所 
    1 4  7 2 1 2 1 1 1   1 6  2 3   3 1 

注1) は、対象事業実施区域のある行政区分を示しています。 

注2)令和２～６年に神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区において被害のなかった「田畑被害」（田の

流出・埋没、田の冠水、畑の流出・陥没、畑の冠水）及び「その他の被害」の一部（文教施設（学校な

ど）、病院、道路、橋梁、河川、港湾、砂防、清掃施設、鉄道不通、被害船舶、水道、電話、ガス）に

ついては掲載を省略しています。 

資料：「横浜市の災害（令和２～６年）」（各年、横浜市総務局危機管理室緊急対策課） 
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(2) 地震マップ 

調査区域において、地震発生時に想定される震度は図3.2-35(1)～(3)に示すとおり

です。 

「地震マップ」は、横浜市内に影響を及ぼすと考えられる想定地震について、市内

各地の揺れを予測して地図にまとめたものです。最新の地震マップは「横浜市地震被

害想定調査報告書」（平成24年10月、横浜市）で公表されており、ここでは元禄型関

東地震、東京湾北部地震及び南海トラフ巨大地震の３地震を想定地震としています。 

 

元禄型関東地震（図3.2-35(1)参照） 

元禄型関東地震は相模トラフ沿いを震源とするマグニチュード8.1の地震で、横浜

市内では、震度５強～７の揺れになり、広い範囲で震度６強以上の強い揺れになると

考えられています。 

調査区域では、震度６弱～７、対象事業実施区域では、震度６強～７の揺れが想定

されています。 

 

東京湾北部地震（図3.2-35(2)参照） 

東京湾北部地震はマグニチュード7.3の首都直下型地震で、横浜市内では、震度４

～６強の揺れになり、特に市内東部では震度６弱以上の強い揺れになると考えられて

います。 

調査区域では、震度５強～６強、対象事業実施区域では、震度６弱～６強の揺れが

想定されています。 

 

南海トラフ巨大地震（図3.2-35(3)参照） 

南海トラフ巨大地震は内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」（平成23年８

月～）でも検討対象となっているマグニチュード９クラスの地震で、横浜市内では広

い範囲で震度５弱～５強の揺れになり、一部では震度６弱の揺れになると考えられて

います。 

調査区域では、震度５弱～６弱、対象事業実施区域では、震度５強の揺れが想定さ

れています。 
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図3.2-35(1) 地震マップ（元禄型関東地震） 
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図3.2-35(2) 地震マップ（東京湾北部地震） 
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図3.2-35(3) 地震マップ（南海トラフ巨大地震） 
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(3) 急傾斜地崩壊危険区域 

調査区域における急傾斜地崩壊危険区域の位置は、図3.2-36に示すとおりです。 

急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭

和44年法律第57号）に基づき、傾斜角度が30度以上かつ高さが５ｍ以上、並びに急傾

斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が５戸以上である、または、５戸未満で

あっても官公署、学校、病院等に危害が生じる恐れがある場合に神奈川県が指定する

区域です。 

対象事業実施区域に急傾斜地崩壊危険区域の指定はありません。 

 

(4) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

調査区域における土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の位置は、図3.2-37

に示すとおりです。 

土砂災害警戒区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律」（平成12年法律第57号）に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住

民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、危険の周知、

警戒避難体制の整備が行われる、神奈川県が指定する区域です。 

土砂災害特別警戒区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律」（平成12年法律第57号）に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合

に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると

認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる、

神奈川県が指定する区域です。 

対象事業実施区域に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定はありま

せん。 
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(5) 浸水のおそれのある区域 

調査区域における洪水による浸水想定区域は図3.2-38(1)～(2)に、内水による浸水

想定区域は図3.2-39に示すとおりです。 

洪水による浸水想定区域（計画規模）とは河川を整備するときに使う基準で、大岡

川水系と帷子川水系ともに、100年に１度程度の降雨（93mm/1h）を想定しています。 

洪水による浸水想定区域（想定最大規模）とは、横浜市が想定し得る最大規模の降

雨による河川からの氾濫により浸水が想定される区域で、大岡川水系では1000年に１

度程度の降雨（332mm/24h）、帷子川では1000年に一度程度の降雨（390mm/24h）を想

定しています。対象事業実施区域は0～3.0ｍ程度の洪水による浸水深区域に含まれま

す。 

内水による浸水想定区域とは、想定最大規模降雨（153mm/1h）による下水道管や水

路からの氾濫により浸水が想定される区域です。調査区域では広く浸水が想定されて

おり、大部分は浸水深1.0ｍ未満となっています。なお、対象事業実施区域も1.0ｍ未

満と想定されています。 

津波による浸水想定区域は、図3.2-40に示すとおり、対象事業実施区域を含む低地

に広く分布しており、対象事業実施区域では1.0ｍ以上2.0ｍ未満の浸水が予測されて

います。 

また、想定される最大規模での高潮による浸水想定区域は図3.2-41に示すとおり、

対象事業実施区域を含む低地に広く分布しており、対象事業実施区域及びその周辺は

１ｍ以上３ｍ未満の浸水が予測されています。 
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図3.2-36 急傾斜地崩壊危険区域 
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図3.2-37 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 
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図3.2-38(1) 洪水による浸水のおそれのある区域（計画規模） 
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図3.2-38(2) 洪水による浸水のおそれのある区域（想定最大規模） 
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図3.2-39 内水による浸水のおそれのある区域 



 

- 3-98 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3.2-40 津波による浸水のおそれのある区域 
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図3.2-41 高潮による浸水のおそれのある区域 
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(6) 液状化危険度が高い地域 

調査区域における液状化危険度が高い地域は、図3.2-42(1)～(3)に示すとおりです。 

「液状化危険度が高い地域」は、その地点での液状化の危険度を示すPL値（FL-PL

法（道路橋示方書・同解説Ｖ耐震設計編（平成８年12月））による）を用いて液状化

危険度の判定を行い、危険度が高いと判定された区域です。 

PL値による液状化危険度判定区分は、以下に示すとおりです。 

15＜PL：液状化危険度が高い 

5＜PL≦15：液状化する可能性がある 

0＜PL≦5：液状化危険度は低い 

「横浜市地震被害想定調査報告書」では、元禄型関東地震、東京湾北部地震、南海

トラフ巨大地震の３地震を被害想定の対象として検討が行われており、各地震ともに、

対象事業実施区域及びその周辺は液状化の可能性がある～液状化の危険度が高い地

域と評価されています。 

 

(7) 災害応急用井戸の状況 

調査区域における災害応急用井戸の分布は、図3.2-43に示すとおりです。 

横浜市では、民間の協力のもと、災害時の生活用水の確保として、地域の方々へト

イレや屋外の清掃等の「生活用水」として提供可能な井戸（災害応急用井戸）を指定

しています。 

調査区域では災害応急用井戸の分布が見られますが、対象事業実施区域及びその周

辺には見られません。 
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図3.2-42(1) 液状化危険度が高い地域（元禄型関東地震） 
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図3.2-42(2) 液状化危険度が高い地域（東京湾北部地震） 
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図3.2-42(3) 液状化危険度が高い地域（南海トラフ巨大地震） 



 

- 3-104 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図3.2-43 災害応急用井戸の分布 
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3.2.12 廃棄物の状況 

(1) 一般廃棄物 

横浜市における一般廃棄物の処理状況は、表3.2-42に示すとおりです。 

横浜市の令和５年度のごみと資源の総量は約112万トンで、前年度に比べ、約４万

トン（-3.5％）減少しています。 
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表3.2-42 横浜市の一般廃棄物の処理状況 

単位：トン 

区分 
令和 

元年度 
令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

令和 
4 年度 

令和 
5 年度 

ごみと資源の総量 1,220,597 1,200,409 1,178,299 1,160,264 1,119,824 

処 
理 
内 
訳 

ご 
み 
量 

家 
庭 
系 

焼却 581,269 598,514 578,970 565,853 546,318 

埋立 312 316 307 286 290 

小計 581,581 598,830 579,277 566,139 546,608 

事 
業 
系 

焼却 305,374 267,824 273,093 278,706 274,207 

埋立 3,692 2,610 2,746 2,655 2,319 

小計 309,066 270,434 275,838 281,362 276,526 

計 890,647 869,264 855,115 847,500  

資 
源 
化 
量 

家 
庭 
系 

缶 8,671 9,728 9,533 8,968 8,336 

びん 19,534 20,538 19,566 18,193 16,556 

ペットボトル 13,094 14,077 14,372 14,176 14,032 

ガラス残さ 4,354 4,907 5,098 5,011 5,042 

小さな金属類 4,648 5,276 4,726 4,256 4,044 

プラスチック 
製容器包装 

48,817 51,129 50,094 48,276 46,555 

スプレー缶 611 620 619 611 611 

古紙 1,452 1,254 973 968 929 

古布 525 467 426 387 420 

蛍光灯・電球 82 77 70 59 56 

乾電池 321 319 336 341 358 

粗大金属 6,704 7,209 7,077 6,533 6,220 

羽毛布団 10 8 12 12 13 

小型家電 61 85 91 95 99 

燃えないごみ 1,333 1,327 1,233 1,192 1,128 

その他 60 0 0 0.4 4 

小計 110,277 117,023 114,225 109,079 104,402 

資源集団回収 152,377 149,022 142,784 136,438 128,058 

事 
業 
系 

せん定枝 50,197 49,457 49,313 47,817 42,795 

生ごみ 17,099 15,643 16,861 19,430  

生ごみ 
（事業者） 

    19,299 

生ごみ 
（小学校給食残さ） 

    2,135 

小計 67,296 65,100 66,174 67,246 64,230 

計 329,950 331,145 323,183 312,763 296,690 

処 
理 
内 
訳 

ご 
み 
量 

焼却 886,643 866,338 852,063 844,559 820,525 

直接埋立 4,004 2,926 3,052 2,941 2,609 

計 890,647 869,264 855,115 847,500 823,134 

焼却残さ 
埋立 123,686 124,000 120,803 117,688 114,426 

資源化 1,032 830 796 986 793 
注1)表中の数値は整数表示をしているためそれぞれの数値を合計した場合、一致しないことがあります。 

注2)令和元年度のその他についてはせん定枝リサイクル実証実験及び水銀含有製品の回収事業における

資源化量です。 

注3)令和元年度の値は台風第15号による災害廃棄物（2,139トン）、台風第19号による他都市からの搬入ご

み（神奈川県川崎市：187トン、宮城県丸森町：163トン）、新型コロナウイルスの影響によるダイヤモ

ンド・プリンセス号からの受入廃棄物（306トン）は計上していません。 

注4) は資料に記載のない値を表します。 

資料：「令和６年度事業概要」（令和６年９月、横浜市資源循環局） 

「令和５年度事業概要」（令和５年９月、横浜市資源循環局） 
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(2) 産業廃棄物 

横浜市及び神奈川県における産業廃棄物排出量と処理状況の推移は、表3.2-43(1)

～(2)に示すとおりです。 

横浜市の令和４年度の発生量は901万トンで神奈川県全体の約52％を占めています。

また、横浜市における発生量は令和４年度に増加しているものの概ね減少傾向が見ら

れます。 

 

表3.2-43(1) 横浜市の産業廃棄物量と処理状況の推移 

単位：万トン 

年度 再生利用量 減量化量 最終処分が必要な量 発生量 

平成 30 年度 315 636 20 970 

令和元年度 284 613 22 919 

令和 2 年度 275 599 14 888 

令和 3 年度 272 551 22 846 

令和 4 年度 287 600 14 901 

注）表示単位未満を端数処理しているため、各項目の数値とその合計が合わない場合があります。 

資料：「令和６年度事業概要」（令和６年９月、横浜市資源循環局） 

 

表3.2-43(2) 神奈川県の産業廃棄物量と処理状況の推移 

単位：万トン 

年度 再生利用量 減量化量 最終処分が必要な量 発生量 

令和元年度 691 1,089 28 1,808 

令和 2 年度 650 1,060 27 1,737 

令和 3 年度 668 1,020 26 1,714 

令和 4 年度 678 1,035 27 1,740 

令和 5 年度 661 1,024 24 1,710 

資料：「神奈川県産業廃棄物実態調査」（令和７年７月調べ、神奈川県環境農政局ホームページ） 
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3.2.13 法令等の状況 

公害防止、自然環境保全及び災害防止等に関する法令等と本事業との関係の有無は、

表3.2-44(1)～(4)に示すとおりです。 

適用法令は現在の法令の施行状況等より判断したものであり、対象事業と関連のあ

る適用法令は遵守します。 

 

表3.2-44(1) 環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業との 

関係 

環 
境 
一 
般 

環境一般 

環境基本法 ○ 
神奈川県環境基本条例 ― 
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ○ 
横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例 ○ 
横浜市生活環境の保全等に関する条例 ○ 
環境影響評価法 ― 
神奈川県環境影響評価条例 ― 
横浜市環境影響評価条例 ○ 
横浜市開発事業の調整等に関する条例 ○ 
生活環境保全推進ガイドライン（横浜市） ○ 
環境への負荷の低減に関する指針（事業所の配慮すべき事項）
（横浜市） 

○ 

環 
境 
計 
画 
等 

環境計画等 

エコツーリズム推進法 ― 

横浜市環境管理計画 ○ 

公 
害 
防 
止 

大気汚染 

大気汚染防止法 ○ 
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域
における総量の削減等に関する特別措置法 

○ 

神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画 ○ 

水質汚濁 

水質汚濁防止法 ― 
下水道法 ○ 
横浜市下水道条例 ○ 
神奈川県洗剤対策推進方針 ― 

土壌汚染 
土壌汚染対策法 ○ 
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 ― 

騒音 騒音規制法 ○ 
振動 振動規制法 ○ 

地盤沈下 
工業用水法 ― 
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 ― 

悪臭 悪臭防止法 ○ 

日照阻害 

建築基準法 ○ 
横浜市建築基準条例 ○ 
横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の 
保全等に関する条例 

○ 

横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する 
条例 

○ 

ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法 ― 
（令和７年７月調べ） 
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表3.2-44(2) 環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業との 

関係 

自
然
環
境
保
全 

自然環境一般 

生物多様性基本法 ○ 
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の 
確保に関する法律 

― 

自然環境保全条例（神奈川県） ― 
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全の
ための活動の促進等に関する法律 

○ 

神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例 ― 
生物多様性保全上重要な里地里山 ― 
横浜市水と緑の基本計画 ○ 
横浜みどりアップ計画［2024-2028］ ○ 
横浜自然観察の森条例 ― 
「横浜つながりの森」構想 ― 
かながわ生物多様性計画 2024-2030 ○ 

国立公園、 
県立自然公園、 
都市公園等  

自然公園法 ― 
都市公園法 ― 
神奈川県立自然公園条例 ― 
神奈川県都市公園条例 ― 
横浜市公園条例 ― 

自然環境保全地域  自然環境保全法 ― 

風致地区  
都市計画法 ○ 
風致地区条例（神奈川県） ― 
横浜市風致地区条例 ― 

特別緑地保全地区  都市緑地法 ― 
近郊緑地保全区域  首都圏近郊緑地保全法 ― 

敷地内緑地、 
施設の設置  

都市緑地法 ○ 
緑の環境をつくり育てる条例（横浜市） ○ 
横浜市緑化地域に関する条例 ○ 
緑化地域制度（横浜市） ○ 

生産緑地地区  生産緑地法 ― 
農用地区域  農業振興地域の整備に関する法律 ― 

農業専用地区  
横浜市農業専用地区設定要綱 ― 
横浜市都市農業推進プラン 2024-2028 ― 

鳥獣保護区  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ― 

野生生物  
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 ― 
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 ― 

自然再生  
自然再生推進法 ― 
かながわ水源環境保全・再生施策大綱 ― 

災 
害 
防 
止 

保安林  森林法 ― 
砂防指定地  砂防法 ― 
海岸保全地域  海岸法 ― 
港湾区域  港湾法 ― 
宅地造成工事 
規制区域  

宅地造成及び特定盛土等規制法 ○ 

地すべり防止地区  地すべり等防止法 ― 
急傾斜地崩壊 
危険区域  

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 ― 

地震  
神奈川県地域防災計画 ― 
横浜市防災計画 ○ 

土砂災害警戒区域  
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に 
関する法律 

― 

河川保全区域  河川法 ― 
航空障害  航空法 ○ 

（令和７年７月調べ） 
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表3.2-44(3) 環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業との 

関係 

災 
害 
防 
止 

防火・危険物等
の取り扱い 

消防法 ○ 
横浜市火災予防条例 ○ 
化学物質の適正な管理に関する指針（神奈川県） ― 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律 

― 

毒物及び劇物取締法 ― 
放射性同位元素等の規制に関する法律 ― 
神奈川県内消防広域応援実施計画 ― 

廃
棄
物 

廃棄物 

循環型社会形成推進基本法 ○ 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○ 
資源の有効な利用の促進に関する法律 ○ 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 ○ 
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 ○ 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ○ 
神奈川県土砂の適正処理に関する条例 ○ 
神奈川県循環型社会づくり計画 ○ 
神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 ― 
石綿排出等工事に関する指導指針（神奈川県） ― 
廃棄物処理法における石綿含有廃棄物等の基準等について ― 
神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理
の防止等に関する条例 

○ 

横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する 
条例 

○ 

第 10 期神奈川県分別収集促進計画 ○ 
ヨコハマプラ 5.3（ごみ）計画 
（横浜市一般廃棄物処理基本計画） 

○ 

事業用大規模建築物における廃棄物の保管場所及び再生利用
等の対象となる廃棄物保管場所の設置に関する指導基準 
（横浜市） 

○ 

横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例 ○ 
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 ○ 
横浜市最終処分場跡地利用に係る指導要綱 ― 
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン ― 

地 
球 
環 
境 
保 
全 

温暖化対策 

地球温暖化対策の推進に関する法律 ○ 
エネルギー政策基本法 ○ 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する 
特別措置法 

― 

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等
に関する法律 

○ 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 ○ 
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 ○ 
バイオマス活用推進基本法 ― 
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 ― 
フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類
の管理の適正化に関する指針 

― 

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 ― 
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮し
た事業活動の促進に関する法律 

○  

神奈川県地球温暖化対策推進条例 ○  
神奈川県バイオマス利活用計画 ―  

（令和７年７月調べ） 
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表3.2-44(4) 環境関連法令等 

項目 関係法令 
本事業との 

関係 

地 
球 
環 
境 
保 
全 

温暖化対策 

横浜市地球温暖化対策実行計画 ○ 
横浜市地球温暖化対策計画書制度 ○ 
横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例 ○ 
横浜市地域冷暖房推進指針 ○  
再生可能エネルギー導入検討報告制度（横浜市） ○  
横浜市建築物環境配慮制度（CASBEE 横浜） ○  

そ
の
他 

景観 

景観法 ○ 
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 ― 
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 ― 
屋外広告物法 ○ 
神奈川県屋外広告物条例 ― 
横浜市屋外広告物条例 ○ 
神奈川県景観条例 ― 
神奈川景観づくり基本方針 ― 
横浜市景観計画 ○ 
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 ○ 
横浜市景観ビジョン ○ 
横浜市公共事業景観ガイドライン ― 

まちづくり方針 

横浜市基本構想（長期ビジョン） 〇 
横浜市中期計画 2022～2025 〇 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（横浜市） 〇 
横浜都市交通計画 ○ 
横浜市都市計画マスタープラン 西区プラン 
「西区まちづくり方針」 

○ 

横浜市都心臨海部再生マスタープラン ○ 
都市再生緊急整備地域 地域整備方針（横浜市） ○ 
土地区画整理法 ― 
駐車場法 ○ 
横浜市駐車場条例 ○ 
横浜市自転車活用推進計画 ○ 
横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例 ○ 
横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に
関する条例 

○ 

大規模小売店舗立地法 ○ 
横浜国際港都建設計画都市再開発の方針 ○ 
都市再生特別措置法 ○ 
エキサイトよこはま 22 ○ 
エキサイトよこはま 22 横浜駅みなみ東口地区地区計画 ○ 
エキサイトよこはま まちづくりガイドライン ○ 
横浜市 SDGs 未来都市計画（2022～2025） ○ 
街づくり協議地区制度（横浜市） ○ 

文化財 
文化財保護法 ― 
神奈川県文化財保護条例 ― 
横浜市文化財保護条例 ― 

その他 

光害対策ガイドライン ○ 
工事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライン 
（横浜市） 

○ 

横浜市 よこはまの道 バリアフリー整備ガイドライン  ○ 
津波からの避難に関するガイドライン（横浜市） ○ 
Vertiport 設置のための環境アセスメント方針 ○ 
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 ○ 

（令和７年７月調べ） 
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3.3 調査対象地域等の地域特性 

「3.2 地域の概況」の調査結果から要約される、対象事業実施区域及びその周辺に

おける地域特性の概要は、表3.3-1(1)～(4)に示すとおりです。 

対象事業実施区域は幕末から明治中期にかけて造成された古い埋立地に位置し、対

象事業実施区域南側には近接して二級河川の帷子川が流れています。また、対象事業

実施区域西側には二級河川の新田間川、南西側には石崎川が、北側には帷子川分水路

が東へ向かって流下し、横浜港へ注いでいます。 

対象事業実施区域及びその周辺は市街化が進み主に商業地域として利用されてい

るため、まとまった樹林地は少なくなっています。 

対象事業実施区域周辺の旅客用鉄道は、JR線、京急本線、相鉄本線、東急東横線、

横浜市営地下鉄ブルーライン、みなとみらい線等が整備され、横浜駅が対象事業実施

区域の最寄り駅となります。 

対象事業実施区域周辺の主要な道路としては、対象事業実施区域東側には高速神奈

川１号横羽線、一般国道１号があり、一般国道１号を起点として、横浜生田線が通っ

ています。また、対象事業実施区域近傍の道路としては、対象事業実施区域東から南

にかけて横浜駅根岸線が通っており、これらが対象事業実施区域への主なアクセス道

路となっています。 

 

表3.3-1(1) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

気象の状況 
・横浜地方気象台(横浜市中区山手)における平均気温は18.0℃、平均相対湿度

は69％、平均風速は3.5m/s、最多風向は北、降水総量は1,819.0mmとなってい
ます。 

地形、 
地質、 

地盤の状況 

・対象事業実施区域は幕末から明治中期にかけて埋立てられた土地で、地形は旧
水部に分類されます。また、対象事業実施区域東側約100ｍには三角州・海岸
低地が分布しています。 

・対象事業実施区域の地質は埋土となっており、対象事業実施区域北側約400ｍ
には自然堤防及び砂洲堆積物が分布しています。 

・対象事業実施区域及びその周辺の土壌は人工改変底地土（市街地）に分類され、
軟弱地盤の層厚は主に30～40ｍで、軟弱地盤の厚い地域となっています。 

水循環 
の状況 

・対象事業実施区域南側には近接して二級河川の帷子川が流れています。また、
対象事業実施区域西側には二級河川の新田間川、南西側には石崎川が流れてお
り、北西側から東側にかけては、二級河川の帷子川分水路が流れています。 

植物、動物 
の状況 

・対象事業実施区域及びその周辺は、ほとんどが市街地となっています。 
・調査区域には、「神奈川県レッドデータブック2022植物編」に記載された「絶

滅のおそれのある地域個体群」に該当する個体群はありません。また、「自然
環境保全基礎調査」により選定された「特定植物群落」の分布は見られません。 

・調査区域には、「森林法」に基づく地域森林計画対象民有林が対象事業実施区
域北西側約1.9kmに見られ、「都市緑地法」に基づく特別緑地保全地区及び「首
都圏近郊緑地保全法」に基づく近郊緑地特別保全地区等の重要な樹林は見られ
ません。 

・対象事業実施区域及びその周辺の潜在自然植生としては、イノデ-タブ群集・
典型亜群集が成立するとされています。 

・調査区域には、巨樹巨木調査による巨樹巨木が６件、横浜市の名木古木保存事
業における名木古木が34件存在しています。 
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表3.3-1(2) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

植物、動物 
の状況 

・グランモール公園にて過去３回行われた調査で確認された動物種は、鳥類で７
目15科21種、昆虫類で２目７科22種、みなとみらい21地区で確認された動物種
はほ乳類で１種、鳥類で50種、は虫類で３種、昆虫類で105種です。また、調
査区域で確認された動物種のうち、注目すべき動物種は10種が確認されまし
た。 

・調査区域では、対象事業実施区域北西側約1.9kmに位置する「豊顕寺市民の森」
が鳥獣保護区に指定されています。 

・調査区域に農地は見られません。 

人口、産業 
の状況 

・令和６年の人口密度は神奈川区、西区、南区及び保土ケ谷区では横浜市全域に
比べて高く、１世帯当りの人員は５区とも横浜市全域よりやや低くなっていま
す。 

・令和２～６年の人口等の推移について、横浜市では、世帯数は増加しています
が、人口は減少傾向が見られます。調査対象地域の５区の世帯数は横浜市と同
様の傾向が見られ、人口については多少のばらつきがみられるものの、概ね横
ばいから増加の傾向が見られます。 

・事業所数が最も多いのは、調査対象地域の各区とも卸売業、小売業です。従業
者数が最も多いのは、横浜市全域と神奈川区では卸売業、小売業ですが、西区、
中区ではサービス業（他に分類されないもの）、南区、保土ケ谷区では医療、
福祉です。 

土地利用 
の状況 

・対象事業実施区域の用途地域は、商業地域に指定されています。 
・対象事業実施区域は業務施設用地であり、現在は中低層の商業・業務施設とし

て利用されています。 
・調査対象地域の土地利用の状況は、多くが住宅系用地となっており、文教・厚

生用地、公共空地等も混在する土地利用となっています。 
・対象事業実施区域周辺は主に南東側のみなとみらい地区等に、75ｍを超える高

層建築物が数多く存在しています。 

交通、運輸 
の状況 

・対象事業実施区域周辺の主要な道路としては、対象事業実施区域東側には高速
神奈川１号横羽線、一般国道１号があり、一般国道１号を起点として、横浜生
田線が通っています。 

・調査区域には、市営バスと民営バスが運行しています。対象事業実施区域東側
に、市営バス、京浜急行バス、神奈川中央交通の停留所「横浜駅改札口前」と
「横浜駅東口バスターミナル（横浜駅東口、横浜駅前）」があります。 

・対象事業実施区域の旅客用鉄道は、JR線、京急本線、相鉄本線、東急東横線、
横浜市営地下鉄ブルーライン、みなとみらい線があり、最寄りの駅は、JR線、
京急本線、相鉄本線、東急東横線、横浜市営地下鉄ブルーライン、みなとみら
い線の横浜駅です。 

・乗車人員は、調査区域でみられる駅の中でJR線の横浜駅が最も多く、次いで相
鉄本線の横浜駅が多くなっています。 

・調査区域でみられる駅における乗車人員は、概ね横ばいから、減少傾向を示し
ており、新型コロナウイルス感染対策の一環で外出の抑制が要請されたことに
より、令和２年度は特に乗車人員が減少しています。 
その後、新型コロナの行動制限の緩和に伴い、令和３年度以降の乗車人員は増
加傾向に転じています。 

・入港船舶総数の隻数は令和２年及び令和５年度、総トン数は令和２年度及び令
和４年度に減少していますが、概ね横ばい傾向が見られます。 

・対象事業実施区域周辺の飛行場として、神奈川県警察ヘリポート等がありま
す。 

公共施設等 
の状況 

・対象事業実施区域に最も近い教育施設等は、対象事業実施区域南南東側約200
ｍの横浜みなとみらい保育園です。対象事業実施区域に近い他の施設として
は、対象事業実施区域南南東側約300ｍにきっずクラブ横浜があります。 

・主な医療機関としては、対象事業実施区域南側約300ｍに医療法人社団善仁会
横浜第一病院があります。 

・主な官公庁等としては、対象事業実施区域内北側には横浜中央郵便局、対象事
業実施区域北西側に近接して横浜駅行政サービスコーナーがあります。 

・主な福祉施設等としては、対象事業実施区域南南東側約500ｍにハートケア横
浜、北西側約600ｍにシニアホテル横浜西口があります。 

・その他の市民利用施設として、対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域西
南西側約600ｍに西地区センター、西公会堂があり、北側約900ｍには台町公園
野球場があります。 

・主な公園・緑地としては、対象事業実施区域東側約 500ｍに近隣公園の高島水
際線公園があり、北西側約 600ｍには街区公園の北幸広場公園があります。 
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表3.3-1(3) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

文化財等 
の状況 

・対象事業実施区域周辺の指定・登録文化財は対象事業実施区域北側約800ｍに
弁玉歌碑及び望欣台の碑、認定歴史的建造物は対象事業実施区域南側約500ｍ
に二代目横浜駅基礎等遺構があります。 

・埋蔵文化財包蔵地としては、対象事業実施区域周辺には対象事業実施区域北側
約800ｍに、散布地である弥生時代の埋蔵文化財包蔵地が存在します。 

公害等 
の状況 

公害 
苦情 

・横浜市における公害苦情総数は1,572件であり、公害苦情の多い項目としては
騒音の585件、大気汚染の413件、悪臭の313件となっています。 

・調査対象地域の５区も横浜市全体と同様、公害苦情数は騒音が最も多く、悪臭、
大気汚染、振動が多くみられます。 

大気 
汚染 

・対象事業実施区域に最も近い一般環境大気測定局は、対象事業実施区域南西側
約900ｍの西区平沼です。また、対象事業実施区域に最も近い自動車排出ガス
測定局は、対象事業実施区域西側約900ｍの西区浅間町です。 

・浮遊粒子状物質、二酸化窒素、微小粒子状物質は３局すべてで測定されており、
各年度とも環境基準に適合しています。 

・一般環境大気測定局の光化学オキシダントについては各年度とも不適合です。
光化学オキシダントは気象要因による変動が大きく、全国的に環境基準が達成
できていない傾向があります。 

水質 
汚濁 

・河川における水質測定結果は、令和３年度の大岡川における生物化学的酸素要
求量が環境基準に不適合です。 

・海域における水質測定結果は､令和元年度及び令和３年度の全燐､令和３年度
の全窒素が環境基準に不適合です｡ 

・調査区域では､横浜市が地下水の水質測定を実施しており､メッシュ調査にお
いて、令和３年度に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準の超過が見られた
No.2 は、令和４、５年度の継続監視調査においても硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素が環境基準を超過しています。 

騒音 

・道路交通騒音は、令和元～５年度に10地点で測定されており、一般国道１号の
西区戸部本町、一般国道133号の中区本町１丁目は昼間・夜間ともに環境基準
を超過し、青木浅間線の西区浅間町４丁目、高島関内線の中区桜木町１丁目、
横浜生田線の西区北軽井沢、一般国道15号の神奈川区新町は夜間のみ超過して
います。 

・調査区域では、鉄道騒音及び航空機騒音の測定は実施されていません。 
振動 ・調査区域では、横浜市による振動の測定は実施されていません。 

土壌 
汚染 

・調査区域における、形質変更時要届出区域が14箇所あります。対象事業実施区
域は法及び条例に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定されて
いません。 

悪臭 ・対象事業実施区域及びその周辺には、著しい悪臭の発生源はみられません。 

地盤 
沈下 

・調査対象地域内では23地点で水準測量が行われています。各地点ともほとんど
変動が見られず、過去５年間の前年比最大変動量は対象事業実施区域南西側
約1.9kmに位置する水準点番号801の4.1mmとなっています。 

災害 
の状況 

・調査区域では、元禄型関東地震で震度６弱～７、東京湾北部地震で震度５強～
６強、南海トラフ巨大地震で震度５弱～６弱の揺れが想定されています。 

・対象事業実施区域は「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害警戒区域」の指定
がありません。 

・洪水による浸水想定区域（想定最大規模）において、対象事業実施区域は0～3.0
ｍ程度の洪水による浸水深区域に含まれます 

・内水による浸水想定区域は、調査区域では広く浸水が想定されており、大部分
は浸水深1.0ｍ未満となっています。なお、対象事業実施区域も1.0ｍ未満と想
定されています。 

・津波による浸水想定区域は、対象事業実施区域を含む低地に広く分布してお
り、対象事業実施区域では1.0ｍ以上2.0ｍ未満の浸水が予測されています。 

・想定される最大規模での高潮による浸水想定区域は、対象事業実施区域を含む
低地に広く分布しており、対象事業実施区域及びその周辺は１ｍ以上３ｍ未満
の浸水が予測されています。 

・元禄型関東地震、東京湾北部地震、南海トラフ巨大地震の３地震を対象として
液状化の検討が行われており、各地震ともに、対象事業実施区域及びその周辺
は液状化の可能性がある～液状化の危険度が高い地域と評価されています。 

・調査区域には、災害時の生活用水の確保として、地域の方々へトイレや屋外の
清掃等の「生活用水」として提供可能な井戸（災害応急用井戸）があります。
調査区域に災害応急用井戸の分布が見られますが、対象事業実施区域及びその
周辺には見られません。 
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表3.3-1(4) 地域特性の概要 

項目 地域特性の概要 

廃棄物 
の状況 

・横浜市の令和５年度のごみと資源の総量は約112万トンで、前年度に比べ、約
４万トン（-3.5％）減少しています。 

・横浜市の令和４年度の産業廃棄物の発生量は901万トンで神奈川県全体の約52
％を占めています。 

・横浜市における産業廃棄物の発生量は令和４年度に増加しているものの概ね
減少傾向が見られます。 

法令等 
の状況 

・対象事業と関連のある適用法令としては「環境基本法」、「横浜市生活環境の
保全等に関する条例」等の総合的な法令及び「大気汚染防止法」、「騒音規制
法」等の個別の法令が該当します。対象事業の実施に当たっては、関連のある
法令等を遵守します。 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 
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第４章 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

4.1 環境情報提供書及び配慮市長意見を総合的に検討して変更した配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」の「別記 事業別の配慮事項 ８ 高層建築物の建設」及び

「別記 事業別の配慮事項 ６ 飛行場の建設」に掲げられている各配慮事項から、本

事業の事業特性や地域特性を踏まえた配慮事項を選定しました。本事業で検討した配

慮の内容については、表4.1-1及び表4.1-2の右欄に示すとおりです。 

「横浜市環境配慮指針」に掲げられた事項のほかに、事業特性及び地域特性を踏ま

え追加した配慮事項及び配慮の内容は、表4.1-3に示すとおりです。 

また、配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮の内容を一部見直

しており、変更した点については下線を付しています。 
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4.1.1 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

表4.1-1(1) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(1) 計画地の選定や施設
配置等の検討に当たっ
ては、地形や周辺の土地
利用状況等を踏まえ、周
辺環境への影響を少な
くする。 
 
「生物多様性横浜行動
計画」等に基づき、生物
の生息生育環境の保全
や景観機能等を考慮し、
まとまりや連続性のあ
る農地・樹林地、源流域、
貴重な動植物の営巣・生
育地等の分断、改変を避
ける。 
 
また、脱炭素化の実現に
向けて、「横浜市地球温
暖化対策実行計画」等に
基づき、温室効果ガスの
排出抑制を事業のあら
ゆる場面で実施するよ
うに計画段階から検討
する。 

〇 

本事業が実施される横浜駅周辺地区は、鉄道６社９
路線が乗り入れ、一日約 200 万人の乗降客数を数える
日本有数のターミナル駅である横浜駅を中心とする
地区です。 

その中でも対象事業実施区域が位置する横浜駅み
なみ東口地区は、横浜駅南東側に位置し、帷子川に面
しており、更に帷子川を挟んで、みなとみらい 21 地
区及び平沼地区と隣接しています。 

対象事業実施区域内は商業・業務施設、鉄道施設等
が立地しているものの、鉄道により地区が分断され、
低・未利用地が多く、駅直近の立地特性を生かした土
地利用がなされていない状況にあります。さらに、隣
接するみなとみらい 21 地区及び平沼地区とのアクセ
ス性や地区内の回遊性に課題があります。 

本事業では、「エキサイトよこはま２２」、「エキ
サイトよこはま２２横浜駅みなみ東口地区地区計画」
等の方向性に沿って、都心臨海部内各地区との連携強
化及び横浜駅周辺の回遊性の向上を図るとともに、国
内外の多様なニーズに対応した、都心にふさわしい高
度な商業・業務機能等の集積を図ることにより、国際
都市横浜の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいのあ
る都市空間を形成することを目標として計画を進め
ます。 

施設配置等の検討に当たっては、計画建築物の高層
部の北部及び一部の東部については、低層部に比べて
セットバックさせる計画とします。また、外装デザイ
ンの分節化等の検討を行い、周辺の街並みや調和に配
慮します。なお、分節化については、単純で特徴のな
い建築物の大壁面がもたらす圧迫感を生じさせない
ように、外壁面に用いる建材や目地などの配置を工夫
することにより、外壁面を構成する単位を小さくする
ことを検討します。加えて、高層部のセットバックに
より風環境にも配慮した配置計画とします。低層部は
周辺歩道等との一体的な環境整備、圧迫感の軽減に配
慮し、北側に隣接する駅前広場側を含めて敷地境界か
ら２ｍセットバックさせる計画とします。 

対象事業実施区域にはまとまりや連続性のある農
地・樹林地、源流域、貴重な動植物の営巣・生育地等
はありませんが、対象事業実施区域の南側は帷子川に
面しています。 

対象事業実施区域の緑化に当たっては、人々が身近
に感じ、かつ、来街者が快適に感じる多様な緑地空間
の創出を行うという基本方針を基に、緑視率を向上さ
せる緑の配置、高木･中木･低木･地被類を組み合わせ
た緑化、建物内、一般公開空地等の緑化、生物多様性
に配慮した樹種の選定等、線的、面的にネットワーク
された緑の形成に配慮した緑化や植栽配置の計画を
検討していきます。 

横浜市では、「横浜市地球温暖化対策実行計画」に
おいて、脱炭素社会の実現に向けた 2050 年の横浜の
将来像「Zero Carbon Yokohama」～2050 年までに温室
効果ガス排出実質ゼロを達成し、持続可能な大都市を
実現する～を目指しています。 

本事業では、自然採光の活用、高効率機器、LED 照
明の採用、自然換気システム、Low-E ガラスの採用等
による熱負荷低減、日射遮蔽効果のある庇や奥行きの
ある縦方向部材の適切な方位別設置等による外壁負
荷削減（庇や奥行きのある縦方向部材の方位別設置に
よ り 外 壁 の 日 射 負 荷 や 熱 負 荷 の 低 減 を 図 る こ
と）、BEMS の採用によるエネルギーの効率的な運用、
太陽光発電設備の設置等を行い、温室効果ガスの排出
抑制を事業の様々な場面で実施するように検討しま
す。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(2) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(2) 計画地及びその周辺
の自然環境、社会文化環
境等についての情報を
収集し、環境資源等の現
況把握を行う。 

〇 

配慮書の作成を通じて、地域の概況について情報を
収集し、現況の把握を行いました。 

対象事業実施区域内には、文化財や保安林等の重要
な森林といった特筆すべき環境資源等は存在しませ
んが、対象事業実施区域の南側は帷子川に面していま
す。「エキサイトよこはま２２まちづくりガイドライ
ン」では、横浜の玄関口にふさわしく印象的で魅力あ
る都市景観を形成するために、まちを訪れる人々が魅
力を感じることができ、忘れられないシーンが展開す
る横浜らしい景観の創出を目指すとされており、本事
業ではこれらに配慮し、ダイナミックなスケール感を
持った国際性豊かな都市空間を形成する景観となる
よう検討します。 

(3) 工事計画の策定に当
たっては、計画段階から
安全な工法や工程等を
検討し、市民への情報提
供に努める。 

〇 

工事計画の策定に当たっては、対象事業実施区域の
周辺における他の工事の状況や、騒音、振動、粉じん
等に配慮した安全な工法や工程の検討を行います。ま
た、市民への情報提供については、「横浜市環境影響
評価条例」に基づく説明会を行うとともに、「横浜市
中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境
の保全等に関する条例」の趣旨を踏まえ、工事中は、
仮囲いへの工事工程表等の掲示や、近隣住民等に対し
て適切に情報提供を行います。 

計画建築物やデッキ等の工事に当たっては、対象事
業実施区域内を通る鉄道（京急本線、みなとみらい
線）、隣接する鉄道（JR 根岸線）及び周辺への影響が
生じないよう、適切な工法や対策を検討します。なお、
今後適切な時期にボーリング調査を実施し、調査結果
を踏まえ、工法や具体的な対策を検討します。また、
今後の本事業の深度化に合わせて鉄道事業者と調整
を図ります。 

また、工事の実施に当たっては、仮囲いを設置する
他、工事用車両の出入りする時間帯においては原則と
して車両出入口に交通誘導員を配置することで、歩行
者や一般通行車両の安全に配慮する計画とします。 

対象事業実施区域内の既存の南北の歩行者動線は
本事業の工事に伴い利用できなくなる期間があるた
め、歩行者に対して適切に情報提供を行います。 

必要に応じて既存歩道のルートを案内し、安全で円
滑な歩行空間を確保するよう計画するとともに、「工
事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライ
ン」を参考として、歩行者に対するバリアフリーの推
進を行います。 

なお、対象事業実施区域内の南側の道路は、工事期
間中も道路機能を確保するよう配慮します。 

(4) 環境負荷低減や、水と
みどりの環境形成に関
する法令や条例、指針等
を遵守する。 

〇 

本事業では、環境関連の法令や条例、指針等を遵守
するとともに、「横浜市環境管理計画」等の上位計画
を踏まえ、本事業に伴う建築物の省エネルギー化や長
寿命化、周辺のまちなみとの調和や緑化など、総合的
な環境配慮の取組みを進め、環境創生型のまちづくり
を推進する役割を果たす計画となるよう検討します。 

また、本事業では「横浜市建築物環境配慮制度」に
基づき、計画建築物の建設工事から供用後に至るまで
の長期にわたり、計画建築物が環境に与える負荷を低
減するため、様々な環境配慮事項に取り組み、建築環
境総合性能評価システム（CASBEE 横浜）の A ランク
以上の取得を目指します。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(3) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(5) 生物の生息・生育の場

の提供、良好な景観形

成、雨水の浸透・貯留、

ヒートアイランド現象

の緩和、防災・減災、さ

らには人々が交流し活

動する場など、多様な機

能を持つグリーンイン

フラの保全、活用を図る

とともに、雨水の有効利

用などによる健全な水

循環の創出に努める。 

〇 

本事業では、緑や風の流れ等を利用した潤いのある

空間形成を行い、ヒートアイランド現象の緩和を図り

ます。また、人々が身近に感じ、かつ、来街者が快適

に感じる多様な緑地空間の創出を図り、緑を感じられ

るまちづくりを目指します。 

また、雨水排水については、公共下水道（分流式雨

水管）を利用する計画ですが、省資源の観点から、建

物の上部に降った雨水の一部を中水処理し、植栽の潅

水やトイレ洗浄水として利用する等の検討を進めて

いきます。 

(6) 低層部の屋上や壁面、

敷地の緑化を図り、生物

の生息生育環境の確保

に努める。緑化に際して

は、郷土種中心の多様な

植物の植栽など、生物多

様性の保全と創造に努

める。 
〇 

緑化 に当たっては、都市緑地法の「緑化地域制度」

の緑化率の最低限度（５％）以上、かつ、地区計画の

基準以上の緑化面積を確保する緑化計画を実施しま

す。 

本事業では、高木･中木･低木･地被類を組み合わせ

た緑化や屋上緑化、壁面緑化、生物多様性に配慮した

樹種（地域の潜在自然植生構成種、鳥や蝶等の生き物

を誘う樹種等）の選定等を検討することで、生物の生

息生育環境の確保に努めるとともに、生物多様性の保

全と創造に配慮する計画とします。 

また、屋上緑化は主に低層部の屋上に計画すること

とし、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場を計

画している高層棟屋上と離隔を確保することで、バー

ドストライクの発生抑制のための配慮を行います。 

(7) 高性能な省エネル

ギー型機器の導入など

によりエネルギー使用

の合理化を図る。また、

太陽光発電設備などの

再生可能エネルギーや、

廃熱の有効利用などの

未利用エネルギーの積

極的な活用に努める。 

〇 

本事業では、再生可能エネルギーの導入について検

討を進めるほか、以下の環境制御技術や、建築技術等

の採用を検討し、運用エネルギーの低減を図ります。 

・自然採光の活用、高効率機器、LED 照明の採用 

・自然換気システム、Low-E ガラスの採用等による

熱負荷低減 

・日射遮蔽効果のある、庇や奥行きのある縦方向部

材の適切な方位別設置等による外壁負荷削減 

・BEMS の採用によるエネルギーの効率的な運用 

・太陽光発電設備の設置 

(8) 使用する電気は低炭

素電気を選択するよう

努めるとともに、建設資

材や設備等の確保に際

してはグリーン購入を

図る。 

〇 

脱炭素社会の実現に向けて、横浜市が公表している

低炭素電気普及促進計画書制度の情報を参考とし、

CO2 排出係数の低い電力の使用を検討していくととも

に、建築資材や設備等の確保については、グリーン購

入を図ります。 

(9) 次世代自動車の積極

的な導入や公共交通等

の利用促進などにより、

運輸部門における二酸

化炭素の排出抑制に努

める。 

〇 

本事業では、公共交通利用の促進に資するよう、商

業・業務機能等が高度に集積する横浜駅周辺の回遊性

を確保するため、ターミナルコア、デッキネットワー

ク等の整備により、周辺との歩行者ネットワークの形

成に寄与する計画です。また、業務用車両の電気自動

車導入促進や再生可能エネルギーを利用した充電設

備の設置を検討します。 
注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(4) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(10)建設、運用、更新、解
体処分など、ライフサイ
クルを通して、また工作
物の長寿命化により、排
出される温室効果ガス
の抑制に努める。 

〇 

本事業では、建築物の省エネルギー化や長寿命化を
実施することや、解体時・建設時・供用時の廃棄物の
分別徹底、適正な処理、再使用やリサイクル材等のエ
コマテリアル注 1）の活用を検討し、建築物の建設から
解体処分に至るまでのライフサイクルを通して、排出
される温室効果ガスの抑制に努めます。また、工事中
は、低燃費型建設機械の採用や低燃費型車両の使用等
に努めるとともに、適切な施工管理の実施の取り組み
を行います。 

(11)微気候に配慮し、人工
排熱の抑制、緑化、保水
性舗装や遮熱性舗装等
の採用、風通しのための
オープンスペースの確
保、緑陰や日除け等を活
用した日射の低減など
により、ヒートアイラン
ド現 象の抑制及び暑熱
環境への適応に努める。
注 2） 

〇 

本事業では、エネルギーの効率的運用による省エネ
ルギー化を推進し、空調システム等から排出される人
工排熱の抑制に努めるほか、線的、面的にネットワー
クされた緑の形成を図るなどによる、緑や風の流れ等
を利用した潤いのある空間形成を行い、ヒートアイラ
ンド現象の抑制及び暑熱環境への適応に努めます。 

また、保水性舗装、遮熱性舗装、ドライミストなど
の設置を検討します。 

(12)街の個性や街並みの
特徴を把握し、建物外観
の色彩や材質、建物の形
態・高さ等について、周
辺建物との連続性や後
背地との調和を図る。 〇 

本事業では、横浜駅東口というエリア特性を踏ま
え、ダイナミックなスケール感を持った国際性豊かな
都市空間の形成を図るとともに、全体の調和を意識し
つつ、建物内部のにぎわいが滲み出るような照明計画
や建物デザインを検討します。 

計画地東側の道路（高島台 206・208 号線）沿いに
は、建物相互のつながりやまとまり感に配慮した景観
を形成し、統一感あるファサードや壁面後退、低層部
のにぎわい施設導入、ストリートファニチャー注 3）な
どによる、ゆとりとにぎわいある歩行者空間の整備を
図ります。 

注1)エコマテリアルとは、環境負荷が少なく、持続可能な開発に貢献することを目的とした素材です。 

注2)本事業の配慮書については令和７年４月４日の改定前の横浜市環境配慮指針（以下「旧配慮指針」と

いいます。）に基づき作成していましたが、令和７年４月４日の改正に伴い、(11)の配慮事項の記載

を更新しました。   

注3)ストリートファニチャーとは、街路備品であり、街灯・ベンチなど家具的なものを指します。 

注4)配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(5) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(13)大雨や洪水、高潮等に
よる浸水が想定される
区域において建物に地
下空間を設ける場合は、
地下空間の用途及び規
模を考慮し、浸水を可能
な限り生じさせない構
造や避難設備の採用に
努める。 

〇 

本事業では、浸水対策として地盤嵩上げ及び建物内
への浸水防止対策を実施します。対象事業実施区域を
含む横浜駅周辺の地盤面の嵩上げ高さについては、１
ｍ以上３ｍ未満の高潮による浸水が予測されている
ことなどから、「エキサイトよこはままちづくりガイ
ドライン」の基本ルールでは、高潮堤防高さ（T.P.+3.1
ｍ）以上を将来的な高さ目標とされています。これを
踏まえ、対象事業実施区域の地盤面の嵩上げ高さにつ
いても高潮堤防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上を将来的な高
さ目標とします。 

ただし、周辺への影響等により対応が困難な場合に
ついては、地盤面高さ又は出入口高さの嵩上げを次の
とおり段階的に実施することとします。 

①地盤面の高さが T.P.+1.0ｍ未満の箇所について
は、朔望平均満潮位（ T.P.+0.9m）を基準に 
T.P.+1.0ｍ以上を目標とします。 

②現地盤面の高さが T.P.+1.0ｍ以上 2.3ｍ未満の
箇所については、計画高水位（T.P.+2.3m）を基準
に T.P.+2.3ｍ以上を目標とします。 

計画建築物の地下にターミナルコア、一部の設備機
械室や駐車場等を計画しているため、段階的な嵩上げ
も困難な場合は、止水板等により建物内部への浸水防
止対策を実施します。 

なお、本事業では、電気・通信等の主な設備機械を
浸水の被害を受けない 11～12 階の設備機械室に設置
する計画としています。 

また、「津波からの避難に関するガイドライン」に
基づき、津波や大津波警報の発表及び避難勧告・避難
指示発令時における海抜５ｍ以上の高台への来街者の
誘導又は堅牢な建物の３階以上（又は床上面が地盤か
ら５ｍ以上）の場所への来街者の受入れを行います。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(6) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(14)駐車場整備に当たっ
ては、充電器等のインフ
ラ整備に努めるととも
に、配置等については極
力交通集中の回避や、歩
行者の安全及び利便性
に配慮する。 

〇 

駐車場の整備に当たっては、「横浜市駐車場条例」
に基づく必要駐車台数を確保する計画とします。 

併せて、エキサイトよこはま２２駐車場整備ルール
の適用条件となる駐車場の整備・運営に関しての駐車
場マネジメントの取組みを実施します。 

また、駐車場内に電気自動車の充電設備の設置を検
討していきます。 

自動車交通の円滑化、路上駐車の防止のため、駐車
場への適切な経路誘導に努める他、交通集中の回避の
ため、従業員には公共交通機関による通勤を推奨し、
商業施設の利用者には公共交通機関の利用を呼びか
けていきます。 

歩行者の安全及び利便性への配慮については、対象
事業実施区域の東側の敷地境界沿いは、２ｍセット
バックし、歩道状空地を設けることにより、ゆとりの
ある歩行空間を確保する計画です。 

また、「エキサイトよこはま２２横浜駅みなみ東口
地区地区計画」及び都市再生特別地区等の制度の趣旨
を踏まえ、ターミナルコアを中心とした歩行者ネット
ワークの構築として、敷地内を南北方向に移動する動
線も整備することで、車両動線との錯綜に配慮した計
画とします。 

なお、対象事業実施区域内の南側の道路は、工事期
間中を含み道路機能を確保するよう配慮しつつ、将来
その西側の土地の利活用ができるよう計画を検討し
ます。 

(15)風害、光害の影響を少
なくする。 

〇 

風害対策として、高層棟からの下降流の低減に配慮
し、庇の設置、建物表面に凸凹を生じさせるバルコ
ニーの設置等の検討を進めていきます。また、風速増
加領域の低減に配慮し、防風植栽の設置等の検討を進
めていきます。具体的な対策は、今後行う風洞実験の
結果を踏まえ、準備書に記載します。 

光害対策として、「光害対策ガイドライン」（令和
３年３月、環境省）等を踏まえ、周辺に悪影響を及ぼ
さない照明計画とします。 

なお、テレビ電波障害対策についても、計画建築物
による電波障害が明らかになった場合には、受信状況
に応じて適切な対応を行います。 

(16)地域の住民に親しま
れた施設の移転、文化財
の消滅・移転及び地域の
分断を避ける。 

× 

本事業による、文化財の消滅・移転はありません。
なお、工事中に未周知の埋蔵文化財が発見された場合
は、速やかに工事を中断することとともに、「文化財
保護法」（昭和 25 年５月、法律第 214 号）等に基づ
き、横浜市等の関係機関との協議の上、適正に対応し
ます。 

また、対象事業実施区域内の既存の南北の歩行者動
線は本事業の工事に伴い利用できなくなる期間があ
るため、歩行者に対して適切に情報提供を行います。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-1(7) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（高層建築物の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(17)廃棄物等の発生抑制、
再使用及び再生利用を
図る。 

〇 

「ヨコハマプラ 5･3（ごみ）計画 横浜市一般廃棄物
処理基本計画（2023 年度～2030 年度）」（令和６年
１月、横浜市）の取組を推進し、工事中においては、
廃棄物の発生抑制と分別、リサイクルを積極的に進
め、なお残る廃棄物は適正に処理します。また、木材
代替型枠やリサイクル材等のエコマテリアルの活用
を検討します。 

工事で発生する建設発生土は、可能な限り場内仮置
き・埋め戻し利用を検討するとともに、近隣の建設工
事現場での再使用を検討していきます。 

供用後においては、入居テナント等に対して廃棄物
の排出抑制や、分別排出の徹底を促します。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.1.2 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（飛行場の建設） 

本事業では、計画建築物の高層棟屋上（高さ約231ｍ）に空飛ぶクルマ及びヘリコ

プターの離着陸場（バーティポート及びヘリポート）の設置を検討しており、計画建

築物（高層建築物）と一体的な施設として周辺環境等に影響を及ぼすことになります。

このため、求められる配慮事項が高層建築物の建設と同様となる場合は、高層建築物

の建設において配慮の内容を記載し、本項では割愛することとしました。 

 

表4.1-2(1) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（飛行場の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(1) 計画地や飛行ルートの
選定に当たっては、周辺
の土地利用状況等を踏ま
え、周辺環境への影響を
少なくする。 
 
「生物多様性横浜行動計
画」等に基づき、生物の生
息生育環境の保全や景観
機能等を考慮し、まとま
りや連続性のある農地・
樹林地、源流域、貴重な動
植物の営巣・生育地等の
分断、改変を避ける。 
 
また、脱炭素化の実現に
向けて、「横浜市地球温暖
化対策実行計画」等に基
づき、温室効果ガスの排
出抑制を事業のあらゆる
場面で実施するように計
画段階から検討する。 

〇 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場を整備
する計画であり、飛行ルートの選定に当たっては、静
穏を必要とする施設に配慮した飛行ルートを検討し
ます。 

 
その他の配慮の内容は、高層建築物の建設における

配慮の内容のとおりです。 

(2) 計画地や飛行ルート及
びその周辺の自然環境、
社会文化環境等について
の情報を収集し、環境資
源や騒音・振動等の現況
把握を行う。 

〇 

配慮書の作成を通じて、地域の概況について情報を
収集し、現況の把握を行いました。 

対象事業実施区域周辺には、病院や学校といった静
穏を必要とする施設が存在していることから、収集し
た情報をもとに、騒音等の適切な現況把握を行いま
す。 

また、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの飛行による
バードストライクの影響を検討するために、対象事業
実施区域及びその周辺における騒音や鳥類の飛翔高
度等について現況把握を行います。 

なお、空飛ぶクルマ及びヘリコプター飛行による騒
音やバードストライク等の周辺環境への影響を低減
する対策については、現況把握の結果や予測の内容を
踏まえ、準備書に記載します。 

(3) 工事計画の策定に当
たっては、計画段階から
安全な工法や工程等を検
討し、市民への情報提供
に努める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおりで
す。 

(4) 環境負荷低減や、水と
みどりの環境形成に関す
る法令や条例、指針等を
遵守する。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおりで
す。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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表4.1-2(2) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容（飛行場の建設） 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本

事

業

に

係

る

配

慮

事

項 

(5) 生物の生息・生育の場の

提供、良好な景観形成、雨

水の浸透・貯留、ヒートア

イランド現象の緩和、防

災・減災、さらには人々が

交流し活動する場など、多

様な機能を持つグリーン

インフラの保全、活用を図

るとともに、雨水の有効利

用などによる健全な水循

環の創出に努める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(6) 陸上飛行場周辺におい

ては緩衝緑地帯を十分に

確保し、舗装面以外の空地

については緑化を図り、生

物の生息生育環境の確保

に努める。緑化に際して

は、郷土種中心の多様な植

物の植栽や、表土の保全・

活用など、生物多様性の保

全と創造に努める。 

〇 

本事業では、次世代モビリティである空の移動を

可能とする、いわゆる“空飛ぶクルマ”の実現を見

据えて、計画建築物の高層棟屋上（高さ約 231ｍ）

に空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離着陸場（バー

ティポート及びヘリポート）の設置を計画してお

り、地上とは離隔を確保する計画とします。 

 

緑化等については高層建築物の建設における配

慮の内容のとおりです。 

(7) 高性能な省エネルギー

型機器の導入などにより

エネルギー使用の合理化

を図る。また、太陽光発電

設備などの再生可能エネ

ル ギ ー や 未 利 用 エ ネ ル

ギーの積極的な活用に努

める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(8) 使用する電気は低炭素

電気を選択するよう努め

るとともに、建設資材や設

備等の確保に際してはグ

リーン購入を図る。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(9) 省エネルギー型航空機

の導入により、運輸部門に

おける二酸化炭素の排出

抑制に努める。 

〇 

検討している次世代モビリティである空飛ぶク

ルマ及びヘリコプターの導入に当たっては、省エネ

ルギー型の機種を選定し、二酸化炭素の排出抑制に

努めます。 

(10)微気候に配慮し、人工排

熱の抑制や緑化、保水性舗

装、遮熱性舗装などの採用

により、ヒートアイランド

現象の抑制に努める。 

〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 

(11)廃棄物等の発生抑制、再

使用及び再生利用を図る。 
〇 

高層建築物の建設における配慮の内容のとおり

です。 
注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.1.3 配慮指針に追加して行った配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」に掲げられた事項のほかに、事業特性及び地域特性を踏ま

え追加した配慮事項及び配慮の内容を示します。 

 

表4.1-3 配慮指針に追加して行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

事
業
特
性
を
踏
ま
え
て
追
加
し
た
配
慮
事
項 

(1) 地震やそれに起因す

る液状化等の災害に対

して、安全性への影響を

計画段階から検討する。 

〇 

「横浜市地震被害想定調査報告書」によると、対象

事業実施区域は「液状化の可能性がある」とされてい

ます。 

計画建築物の液状化に対する配慮としては、支持層

深さや土質、地盤強度等の把握や地震波作成のための

データ取得をするためにボーリング調査を実施し、地

盤状況を十分に把握したうえで、安全な構造計画とな

るよう、設計上の適切な対策を検討していきます。 

また、本事業では、建物に訪れる来街者数に応じた

滞留者及び帰宅困難者受入れのための事前の取組み

の実施、滞留者・帰宅困難者の受入れの実施、「滞留

者・帰宅困難者避難マップ」の周知及び活用について

検討していきます。 

注）配慮書からの変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.2 環境情報提供書の概要 

4.2.1 配慮書の縦覧等 

本事業の配慮書は、令和７年４月15日に公告され、同日から令和７年４月30日まで

の16日間、縦覧されました。 

配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表4.2-1に示すとおりです。 

 

表4.2-1 配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和７年４月 15 日から令和７年４月 30 日（16 日間） 

縦覧対象区 西区 

縦覧場所 
みどり環境局 環境保全部 環境影響評価課 
西区役所 総務部 区政推進課 

 

4.2.2 環境情報提供書の概要 

配慮書に対し、環境情報提供書の提出はありませんでした。 
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4.3 配慮市長意見書に記載された市長の意見及び事業者の見解 

本事業の配慮書に対する、横浜市環境影響評価条例第11条第１項に規定する環境の

保全の見地からの配慮市長意見書の送付を、令和７年６月12日に受けました。 

配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表4.3-1に示すとおりで

す。 

また、配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮の内容を一部見直

して本書を取りまとめます。 

配慮市長意見及び事業者の見解は、表4.3-2(1)～(5)に示すとおりです。 

 

表4.3-1 配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和７年７月４日から令和７年７月 18 日（15 日間） 

縦覧対象区 西区 

縦覧場所 
みどり環境局 環境保全部 環境影響評価課 
西区役所 総務部 区政推進課 

 

表4.3-2(1) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【全体的事項】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

１ 全般的事項 

(1) 配慮事項に対する配慮の内容

について、適切に事業計画に反

映させるとともに、検討すると

している事項については、各々

の検討状況を方法書に記載して

ください。 

配慮事項に対する配慮の内容に

ついて、適切に事業計画に反映し

ていきます。また、現時点での検

討状況を方法書に記載しました。 

(2) 今後の事業の進展において

は、本市の最新の計画等と整合

を図るなど、適時、適切な配慮内

容となるよう努めてください。

特に、「エキサイトよこはま２２

横浜駅みなみ東口地区地区計

画」及び都市再生特別地区等の

制度の趣旨を踏まえ、周辺街区

との接続性や防災機能の整備

等、周辺に好影響を与える計画

となるよう、関係者と協議・検討

を進めてください。 

方法書には、関係者との協議・

検討状況を踏まえ、歩行者ネット

ワークの構築にあたり、敷地内を

南北方向に移動する動線も整備す

ることで、車両動線との錯綜に配

慮した計画とすることを記載しま

した。 

今後も事業の進展に伴い、横浜

市の最新の計画等と整合を図ると

ともに、適時、適切な配慮内容と

なるよう進めていきます。 

特に､「エキサイトよこはま２２

横浜駅みなみ東口地区地区計画」

及び都市再生特別地区等の制度の

趣旨を踏まえ、周辺街区との接続

性や防災機能の整備等、周辺に好

影響を与える計画となるよう、関

係者と協議・検討を進めます。 

(3) 事業の計画、工事、供用の各

段階において、周辺への住民や

近隣事業者のみならず横浜駅利

用者にも、積極的な情報提供や

丁寧な説明に努めてください。 

本事業の計画、工事、供用の各

段階において、周辺への住民や近

隣事業者のみならず横浜駅利用者

にも積極的な情報提供や丁寧な説

明に努めます。 
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表4.3-2(2) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【高層建築物の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(1) 周辺環境へ

の影響、生物の

生息生育環境

の保全や温暖

化対策への配

慮 

【配慮事項(1)】 

 脱炭素化の実現に向け

て、温室効果ガスの排出

削減につながる取組の具

体化を検討し、方法書以

降の図書に記載してくだ

さい。 

本事業では、自然採光の活用、高効率

機器、LED 照明の採用、自然換気システ

ム、Low-E ガラスの採用等による熱負荷

低減、日射遮蔽効果のある庇や奥行きの

ある縦方向部材の適切な方位別設置等

による外壁負荷削減（庇や奥行きのある

縦方向部材の方位別設置により外壁の

日 射 負 荷 や 熱 負 荷 の 低 減 を 図 る こ

と）、BEMS の採用によるエネルギーの効

率的な運用、太陽光発電設備の設置等を

行い、温室効果ガスの排出抑制を事業の

様々な場面で実施するように検討しま

す。 

脱炭素化の実現に向けた温室効果ガ

スの排出削減につながる取り組みにつ

いては、今後具体化を検討し、準備書に

記載します。 

(2) 計画段階か

らの安全な工

法等の検討、市民

への情報提供 

【配慮事項(3)】 

ア 計画区域及びその周辺

では過去に地盤沈下が確

認されており、また計画

区域内及び隣接地には、

複数の鉄道が通っている

ため、工事計画の策定に

当たっては、地盤特性を

十分に把握し、鉄道及び

周辺に影響が生じないよ

う適切な工法や対策を検

討してください。 

本事業の計画建築物やデッキ等の工

事に当たっては、対象事業実施区域内を

通る鉄道（京急本線、みなとみらい線）、

隣接する鉄道（JR 根岸線）及び周辺への

影響が生じないよう、今後行うボーリン

グ調査結果を踏まえ、適切な工法や対策

を検討し、準備書に記載します。 

イ 工事期間中は、横浜駅

利用者等が多く通行する

周辺道路に工事用車両が

進入してくることが想定

されるため、工事用車両

の走行ルートを示すとと

もに、工事用車両と歩行

者の動線の分離など適切

な対策を検討し、方針を

方法書に記載してくださ

い。 

工事用車両の主な走行ルートや出入

口は、図 2.3-7（p.2-34 参照）に示しま

す。 

工事用車両の出入口は、対象事業実施

区域に接する市道高島台第 206号線及び

市道高島台第 208 号線、対象地域実施区

域内の南側の道路に整備し、工程に合わ

せ順次使用する出入口を変更し入出庫

する計画を検討します。 

工事用車両の出入りする時間帯にお

いては原則として車両出入口に交通誘

導員を配置し、歩行者や一般通行車両の

安全に配慮する計画とします。 

ウ 計画区域南側の道路・

踏切は、計画区域より西

側の東急東横線廃線区間

及び民間利用の敷地への

アクセス手段であるた

め、工事期間中において

も道路機能を確保できる

よう配慮してください。 

対象事業実施区域内の南側の道路は、
工事期間中も道路機能を確保するよう
配慮します。 
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表4.3-2(3) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【高層建築物の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(3) 緑化等によ

る生物の生息

生育空間の確

保と生物多様

性の保全と創

造 

【配慮事項(6)】 

緑化計画については、屋

上緑化や壁面緑化などによ

り緑化面積を確保するとと

もに、屋上緑化によりバー

ドストライクの発生も懸念

されるため、誘致する動物

にも配慮するよう検討して

ください。 

緑化に当たっては、都市緑地法の「緑

化地域制度」の緑化率の最低限度（５％）

以上、かつ、地区計画の基準以上の緑化

面積を確保する計画です。 

また、屋上緑化は主に低層部の屋上に

計画することとし、空飛ぶクルマ及びヘ

リコプターの離着陸場を計画している

高層棟屋上と離隔を確保することで、

バードストライクの発生抑制のための

配慮を行います。 

(4) ライフサイ

クルを通じた

温室効果ガス

の抑制、長寿命

化 

【配慮事項(10)】 

建築物の建設から運用・

解体までのライフサイクル

を通じて温室効果ガス排出

削減につながる具体的な取

組を検討してください。 

本事業では、建築物の省エネルギー化

や長寿命化を実施することや、解体時・

建設時・供用時の廃棄物の分別徹底、適

正な処理、再使用やリサイクル材等のエ

コマテリアルの活用を検討し、建築物の

建設から解体処分に至るまでのライフ

サイクルを通して、排出される温室効果

ガスの抑制に努めます。 

また、工事中は、低燃費型建設機械の

採用や低燃費型車両の使用等に努める

とともに、適切な施工管理を行います。 

建築物の建設から運用・解体までのラ

イフサイクルを通じた温室効果ガスの

排出削減につながる具体的な取組につ

いては、検討した内容を準備書に記載し

ます。 

(5) 地下空間に

おける浸水対

策、避難設備の

採用 

【配慮事項(13)】 

地下にターミナルコアや

設備機械室が計画されてい

るため、浸水の影響により

機能が停止することのない

ように配慮してください。 

対象事業実施区域を含む横浜駅周辺

は１ｍ以上３ｍ未満の高潮による浸水

が予測されていることなどから、計画建

築物内への浸水を防止するため、高潮堤

防高さ（T.P.+3.1ｍ）以上を将来的な高

さ目標とし、地盤の嵩上げを検討してい

きます。 

また、計画建築物の地下にターミナル

コア、一部の設備機械室や駐車場等を計

画しているため、止水板等により建物内

部への浸水防止対策を実施します。 

なお、本事業では、電気・通信等の主

な設備機械を浸水の被害を受けない 11

～12 階の設備機械室に設置する計画と

しています。 
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表4.3-2(4) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【高層建築物の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(6) 交通集中の

回避、歩行者の

安全・利便性へ

の配慮 

【配慮事項(14)】 

ア  計画区域東側の道路

は、多くの歩行者が通行

するため、建築物への出

入り空間を十分に確保す

るなど建物計画上の配慮

をするとともに、車両動

線と歩行者動線の錯綜に

より歩行環境が悪化しな

いよう動線を立体的に分

けるなどの工夫を検討

し、方法書以降の図書に

記載してください。 

対象事業実施区域の東側の敷地境界

沿いは、２ｍセットバックし、歩道状空

地を設けることにより、ゆとりのある歩

行空間を確保する計画です。 

また、本事業では、「エキサイトよこ

はま２２横浜駅みなみ東口地区地区計

画」及び都市再生特別地区等の制度の趣

旨を踏まえ、ターミナルコアを中心とし

た歩行者ネットワークの構築として、敷

地内を南北方向に移動する動線も整備

することで、車両動線との錯綜に配慮し

た計画とします。 

イ  計画区域南側の道路
は、計画区域より西側の
東急東横線廃線区間及び
民間利用の敷地へのアク
セス手段であるため、道
路機能を確保しつつ、将
来その西側の土地の利活
用ができるよう計画を検
討してください。 

対象事業実施区域内の南側の道路は、

工事期間中を含み道路機能を確保する

よう配慮しつつ、将来その西側の土地の

利活用ができるよう計画を検討します。 

(7)風害等への

配慮 

【配慮事項(15)】 

風害の影響を低減する建
物形状など、具体的な対策
を検討し、方法書以降の図
書に記載してください。 

風害対策として、高層棟からの下降流

の低減に配慮し、庇の設置、建物表面に

凸凹を生じさせるバルコニーの設置等

の検討を進めていきます。また、風速増

加領域の低減に配慮し、防風植栽の設置

等の検討を進めていきます。 

具体的な対策は、今後行う風洞実験の

結果を踏まえ、準備書に記載します。 

(8)地震、液状化

等に対する安

全性の検討 

【追加の配慮事

項(1)】 

計画区域は液状化の可能
性があるため、地盤調査を
実施し、液状化に対する判
定を行ったうえで、対策を
検討してください。 

「横浜市地震被害想定調査報告書」に

よると、対象事業実施区域は「液状化の

可能性がある」とされています。 

計画建築物の液状化に対する配慮と

しては、支持層深さや土質、地盤強度等

の把握や地震波作成のためのデータ取

得をするためにボーリング調査を実施

し、地盤状況を十分に把握したうえで、

安全な構造計画となるよう、設計上の適

切な対策を検討していきます。 
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表4.3-2(5) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解【飛行場の建設】 

項目 意見の内容 事業者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(1) 周辺環境へ

の影響、生物の

生息生育環境

の保全や温暖

化対策への配

慮 

【配慮事項(1)】 

空飛ぶクルマの離発着場

（バーティポート）につい

て、今後の予測・評価に必要

な使用頻度、用途などの前

提条件を整理し、方法書に

事業計画を記載してくださ

い。 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの離

着陸場を整備する計画であり、運航頻

度、用途等の前提条件を整理しました。

（p.2-23 参照） 

(2) 環境資源等

の現況把握 

【配慮事項(2)】 

空飛ぶクルマの飛行によ

る騒音やバードストライク

等、周辺環境への影響を低

減する対策を検討してくだ

さい。 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの飛

行ルートの選定に当たっては、静穏を必

要とする施設に配慮した飛行ルートを

検討し、準備書に記載します。 

また、空飛ぶクルマ及びヘリコプター

飛行による騒音やバードストライク等

の周辺環境への影響を低減する対策に

ついては、現況把握の結果や予測の内容

を踏まえ、準備書に記載します。 
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第５章 環境影響要因の抽出及び環境影響評価項目の選定 

5.1 環境影響要因の抽出 

本事業の事業計画の内容をもとに、環境に影響を及ぼすおそれのある要因（以下「環

境影響要因」といいます。）を工事中と存在・供用時の各段階で、表5.1-1に示すとお

り抽出しました。 

環境影響要因は、工事中については、建設機械が稼働すること、工事用車両が走行

すること、地下躯体を建設するため地下を掘削すること、建築物を解体・建設するこ

とを要因として選定しました。 

存在・供用時については、計画建築物が出現し存在すること、施設が供用し事業活

動等を行うこと、施設を利用する関連車両が走行すること、航空機の離着陸場を整備

し空飛ぶクルマ及びヘリコプターが運航することを要因として選定しました。 

 

表5.1-1 環境影響要因の抽出 

項目 抽出の理由 

工
事
中 

建設機械の稼働 
 既存建築物や構造物の解体、計画建築物の建設のために、対象事業
実施区域内で建設機械が稼働します。 

工事用車両の走行 
 既存建築物や構造物の解体、計画建築物の建設のために、資機材の
運搬や廃棄物等の搬出を行う車両が周辺道路を走行します。 

地下掘削 
 計画建築物の建設（地下躯体）のために対象事業実施区域内を掘削
します。 

建築物の解体・建設  既存建築物や構造物を解体し、計画建築物を建設します。 

存
在
・
供
用
時 

建築物の存在  計画建築物が対象事業実施区域内に出現します。 

施設の供用 
 計画建築物に設置する設備機器が稼働します。 
 従業員や一般の人々が施設を利用します。 

関連車両の走行 
 計画建築物を利用する一般車両や荷捌き車両が周辺道路を走行し
ます。 

航空機の運航 
 計画建築物の屋上に設置した離着陸場から空飛ぶクルマ及びヘリ
コプターが運航します。 

 

5.2 環境影響評価項目の選定 

環境影響要因の抽出を踏まえ、地域の概況及び周辺地域等の環境特性、地域特性を

勘案し、環境影響評価を行う項目（以下「環境影響評価項目」といいます。）を表5.2-1

に示すとおり整理しました。 

なお、工事中及び存在・供用時の各時期で環境影響評価項目として選定した理由及

び選定しない理由は、表5.2-2(1)～(6)に示すとおりです。 
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表5.2-1 環境影響要因と環境影響評価項目の関連 

 
※●は選定した項目を示します。  

環境影響要因

環境影響評価項目 細目

気候変動への対応 温室効果ガス 温室効果ガス ● ● ●

生物・生態系 生態系

動物 ● ●

植物

緑地 緑地 ●

水循環 地下水位及び湧水の流量

河川等の形態、流量

海域の流況

廃棄物・建設発生土 一般廃棄物 ● ●

産業廃棄物 ● ●

建設発生土 ●

大気質 大気汚染 ● ● ● ● ●

水質・底質 公共用水域の水質

地下水の水質

公共用水域の底質

土壌 土壌汚染

騒音 騒音 ● ● ● ● ●

振動 振動 ● ● ●

地盤 地盤沈下 ●

土地の安定性 ● ●

悪臭 悪臭

低周波音 低周波音 ●

電波障害 テレビ電波障害 ●

日影 日照阻害 ●

シャドーフリッカー

風環境 局地的な風向・風速 ●

安全 浸水 ●

火災・爆発 ●

有害物漏洩

地域交通 交通経路の分断

交通混雑 ● ●

歩行者等の安全 ● ● ●

景観 景観 ●

触れ合い活動の場 触れ合い活動の場

文化財等 文化財等

存在・供用時

環境の保全及び創造に
向けた基本的な考え方

建
設
機
械
の
稼
働

工
事
用
車
両
の
走
行

地
下
掘
削

建
築
物
の
解
体
・
建
設

建
築
物
の
存
在

施
設
の
供
用

関
連
車
両
の
走
行

航
空
機
の
運
航

身近な自然環境の保全・
再生・創造

安心して快適に生活できる
生活環境の保全

快適な地域環境の確保

区分 工事中
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表5.2-2(1) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

温室効果 
ガス 

温室効果 
ガス 

〇 
本事業の工事の実施に当たり、建設機械の稼働及び工事

用車両の走行に伴う温室効果ガスの排出が想定されること
から、環境影響評価項目として選定します。 

生物・ 
生態系 

生態系 × 
対象事業実施区域は、市街化が進んできた地域に属して

おり、まとまりのある自然環境はありません。現存する植
生は人工的なものであり、生息・生育する種は市街地に適
応した種が中心と考えられます。 
本事業の工事によって、対象事業実施区域周辺に生息・

生育する動物・植物・生態系に著しい影響を及ぼすおそれ
はないと考え、環境影響評価項目として選定しません。 

動物 × 

植物 × 

緑地 緑地 × 

対象事業実施区域は商業・業務施設、鉄道施設等が立地
しており、既存の緑地は少なく、対象事業実施区域の東側
の道路用地内の街路樹のほか、既存建物周りのスポット的
な植栽や一部の既存建物の屋上緑化が存在する程度であ
り、まとまった緑地はありません。 
対象事業実施区域内の既存の植栽や屋上緑化は撤去する

計画とし、道路用地内の街路樹は撤去・新設について検討
していますが、まとまった緑地の改変はなく、緑地に著し
い影響を及ぼすおそれはないと考え、環境影響評価項目と
して選定しません。 

水循環 

地下水位 
及び湧水の

流量 
× 

本事業では地下に構造物を建設する計画としています
が、工事に当たっては、掘削区域の周囲に遮水性に優れた
山留壁を構築し、地下水の循環等への影響を軽減していく
計画としています。また、対象事業実施区域周辺に湧水地
点はありません。 
そのため、本事業が地域の水循環に対し、著しい影響を

及ぼすことはないと考え、環境影響評価項目として選定し
ません。 

河川等の 
形態、流量 

× 

本事業において、河川の形態や流量を変化させるような
整備及び改廃、水域の埋立て等の計画はありません。また、
工事中に生じる排水は適切に処理したうえで公共下水道に
放流する計画としています。 
そのため、河川の形態、流量、海域の流況に影響を及ぼ

すことはないと考え、環境影響評価項目として選定しませ
ん。 

海域の流況 × 

廃棄物・ 
建設発生土 

一般廃棄物 〇 
本事業の工事中に事業系一般廃棄物の発生が想定される

ことから、環境影響評価項目として選定します。 

産業廃棄物 〇 

本事業の工事中には、既存建築物等の解体・撤去及び計
画建築物の建設に伴い、産業廃棄物の発生が想定されるこ
とから、環境影響評価項目として選定します。また、既存
建築物の竣工年代からアスベストの使用を否定できないた
め、環境影響評価項目として選定します。 

建設発生土 〇 
本事業では地下に構造物を建設する計画としています。 
そのため、発生した建設発生土を場外搬出することから、

環境影響評価項目として選定します。 
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表5.2-2(2) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

大気質 大気汚染 ○ 

工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴う排
出ガスが対象事業実施区域周辺の大気質に影響を及ぼす可
能性があることから、環境影響評価項目として選定します。 
また、既存建築物の竣工年代からアスベストの使用を否

定できず、解体時に大気質に影響を及ぼす可能性があるこ
とから、環境影響評価項目として選定します。 

水質・底質 

公共用水域
の水質 

× 
本事業の工事中に生じる排水は、沈砂槽等により排水基

準以下に処理を行ってから公共下水道に放流する計画とし
ています。 
また、帷子川において親水空間を検討しますが、河道内

には仮設を含め構造物を設置しない予定です。 
そのため、公共用水域の水質・底質、地下水の水質に著

しい影響を及ぼすことはないと考え、環境影響評価項目と
して選定しません。 

地下水の 
水質 

× 

公共用水域
の底質 

× 

土壌 土壌汚染 × 

対象事業実施区域内には、「土壌汚染対策法」に基づく要
措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はありません。
また、本事業では工事において土壌汚染物質の使用や排出
は行わないことから、環境影響価項目として選定しません。 
なお、本事業の実施に当たっては、「土壌汚染対策法」及

び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、解
体工事の着手前に必要な手続き及び調査を行い、結果に応
じて適切な対応を行います。 

騒音 騒音 ○ 
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴う騒

音が、対象事業実施区域周辺の生活環境に影響を及ぼす可
能性があることから、環境影響評価項目として選定します。 

振動 振動 ○ 
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴う振

動が、対象事業実施区域周辺の生活環境に影響を及ぼす可
能性があることから、環境影響評価項目として選定します。 

地盤 

地盤沈下 ○ 

対象事業実施区域周辺の地盤は、層厚 30～40ｍ程度の軟
弱地盤層が存在するとされています。 
地下掘削に当たっては掘削区域の周囲に遮水性に優れた

山留壁を構築し、地下水への影響を軽減していく計画とし
ていますが、周辺地盤への影響を想定し、環境影響評価項
目として選定します。 

土地の 
安定性 

○ 

対象事業実施区域に隣接する帷子川の護岸工事の計画は
ありませんが、周囲に河川や鉄道が存在する地域特性を考
慮すると、土地の安定性の確保が求められると考え、環境
影響評価項目として選定します。 

悪臭 悪臭 × 
本事業の工事の実施に当たり、著しい悪臭を発生させる

工事計画や資材等の使用の予定はないことから、環境影響
評価項目として選定しません。 

低周波音 低周波音 × 
本事業の工事の実施に当たり、著しい低周波音を発生さ

せる特殊な工法や建設機械等を採用する計画はないことか
ら、環境影響評価項目として選定しません。 
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表5.2-2(3) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

電波障害 
テレビ電波

障害 
× 

本事業の工事では、クレーンの未使用時にはブームを電
波到来方向に向けるなどの適切な障害防止対策を講じてい
きます。また、工事中に本事業に起因するテレビ電波受信
障害が生じた場合には、障害の実態を調査、確認のうえ、
必要に応じて適切な対策を講じていくことから、環境影響
評価項目として選定しません。 

日影 

日照阻害 × 
本事業の工事の実施に当たっては、市街地における建設

工事で一般的な工法や建設機械等を採用する計画としてお
り、著しい日照阻害及びシャドーフリッカーの要因にはな
らないと考えられることから、環境影響評価項目として選
定しません。 

シャドー 
フリッカー 

× 

風環境 
局地的な 
風向・風速 

× 
本事業の工事が対象事業実施区域周辺の風環境を変化さ

せる要因にはならないと考え、工事中は環境影響評価項目
として選定しません。 

安全 

浸水 × 

対象事業実施区域は、地震による津波や想定最大規模の
高潮・洪水等により浸水が生じるおそれのある地域にあり
ます。 
本事業の工事の実施に当たっては、豪雨を想定した浸水

対策をするとともに、防災情報を共有し、作業員の安全に
も配慮する計画としており、浸水による影響は可能な限り
低減されるものと考えられることから、環境影響評価項目
として選定しません。 

火災・爆発 × 
本事業の工事において、可燃物や有害物質を大量に蓄積

することはなく、また、工事区域には仮囲いを設置し、関
係者以外が立ち入らないよう安全管理を徹底することで、
火災や爆発、有害物漏洩等のリスクを十分に低減できるも
のと考え、環境影響評価項目としては選定しません。 

有害物漏洩 × 

地域交通 

交通経路の
分断 

× 

本事業の工事に伴い、対象事業実施区域内の既存の南北
の歩行者動線は本事業の工事に伴い利用できなくなる期間
がありますが、既存歩道のルートを案内し、歩行者に対し
て適切に情報提供を行うなどの対策を行うことから、環境
影響評価項目として選定しません。 

交通混雑 ○ 
工事用車両の走行が、周辺道路の交通混雑に影響を生じ

させる要因になると想定されることから、環境影響評価項
目として選定します。 

歩行者等の 
安全 

○ 
本事業の工事用車両走行により、工事用車両の出入口や

周辺の歩道等において、歩行者等の安全に影響を及ぼす可
能性があることから、環境影響評価項目として選定します。 

景観 景観 × 
本事業の工事において設置する仮設物は、設置期間が一

時的であり、また、周辺の景観に配慮した配置・規模とす
ることから、環境影響評価項目として選定しません。 

触れ合い 
活動の場 

触れ合い 
活動の場 

× 

対象事業実施区域内に人と自然との触れ合い活動の場は
ありません。また、対象事業実施区域周辺の人と自然との
触れ合い活動の場へつながる主要なアクセス道路もないこ
とから、環境影響評価項目として選定しません。 

文化財等 文化財等 × 
対象事業実施区域内に文化財及び周知の埋蔵文化財包蔵

地の記録はないことから、環境影響評価項目として選定し
ません。 
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表5.2-2(4) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（存在・供用時） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

温室効果 
ガス 

温室効果 
ガス 

○ 
施設の供用に伴い、オフィス、商業施設、ホテルから温

室効果ガスが排出されることになることから、環境影響評
価項目として選定します。 

生物・ 
生態系 

生態系 × 

対象事業実施区域及びその周辺地域は市街化が進んだ環
境であり、主に都市環境に適応した動植物が生育・生息し
ています。本事業で整備する緑地は、生物多様性に配慮し
た樹種（鳥や蝶等の生き物を誘う樹種等）の選定を検討し
ていることから、整備する緑地が周辺に生息している動物
の新たな生息環境や移動経路になる可能性があります。 
また、本事業では対象事業実施区域内に空飛ぶクルマ及

びヘリコプターの離着陸場を整備することから、バードス
トライクが発生する可能性があります。 
以上のことから、生物・生態系（動物）を環境影響評価

項目として選定します。 

動物 ○ 

植物 × 

緑地 緑地 ○ 
本事業では、対象事業実施区域内に約 520 ㎡以上の緑地を

新たに整備することから、環境影響評価項目として選定しま
す。 

水循環 

地下水位 
及び湧水の

流量 
× 本事業の供用時に、地下水及び湧水を利用する施設の計

画はなく、また、地下水位及び湧水の流量、河川の形態、
流量並びに海域の流況に変化を生じさせる要因はないこと
から、環境影響評価項目として選定しません。 

河川等の 
形態、流量 

× 

海域の流況 × 

廃棄物・ 
建設発生土 

一般廃棄物 ○ 
施設の供用に伴い、事業系一般廃棄物の発生が予想され

ることから、環境影響評価項目として選定します。 

産業廃棄物 ○ 
施設の供用に伴い、産業廃棄物の発生が予想されること

から、環境影響評価項目として選定します。 

建設発生土 × 
供用時に建設発生土は発生しないことから、環境影響評

価項目として選定しません。 

大気質 大気汚染 ○ 

関連車両の走行に伴う排出ガス及び設備機器からの排出
ガスが、対象事業実施区域周辺の大気環境に影響を及ぼす
可能性があることから、環境影響評価項目として選定しま
す。 
なお、ヘリコプターの離着陸場は屋上（地上約 231ｍ）に

設置するため地上部においては著しい大気汚染の要因にな
らないと考えられることから、ヘリコプターの運航に伴う
排出ガスは環境影響評価項目として選定しません。 

水質・底質 

公共用水域
の水質 

× 
本事業の施設の供用に伴い発生する汚水排水は、公共下

水道に放流する計画としており、公共用水域の水質や底質
及び地下水の水質に影響を及ぼす要因はないものと考えら
れることから、環境影響評価項目として選定しません。 

地下水の 
水質 

× 

公共用水域
の底質 

× 

土壌 土壌汚染 × 

本事業では、土壌汚染を生じさせるような施設等は計画
していません。また、非常用発電機の燃料タンクは、地表
及び地中の土壌に直接触れないように設置する計画として
いることから、環境影響評価項目として選定しません。 

騒音 騒音 ○ 

関連車両の走行、設備機器の稼働、空飛ぶクルマ及びヘ
リコプターの運航に伴う騒音が、対象事業実施区域周辺の
生活環境に影響を及ぼす可能性があることから、環境影響
評価項目として選定します。 
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表5.2-2(5) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（存在・供用時） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

振動 振動 ○ 
関連車両の走行に伴う振動が、対象事業実施区域周辺の

生活環境に影響を及ぼす可能性があることから、環境影響
評価項目として選定します。 

地盤 

地盤沈下 × 
本事業では、施設供用時に地盤沈下の要因となるような

地下水の揚水は行わないことから、環境影響評価項目とし
て選定しません。 

土地の 
安定性 

○ 

「横浜市地震被害想定調査報告書」（平成 24 年 10 月、横
浜市）によると、対象事業実施区域は液状化の可能性があ
る地域となっていることから、対象事業実施区域は土地の
安定性の確保が求められる地域特性であると考え、環境影
響評価項目として選定します。 

悪臭 悪臭 × 
本事業では、対象事業実施区域内において著しい悪臭を

発生させるような設備や施設の設置計画はないことから、
環境影響評価項目として選定しません。 

低周波音 低周波音 ○ 

計画建築物に低周波音を著しく発生させる設備の導入計
画はありませんが、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航
に伴う低周波音が、対象事業実施区域周辺の生活環境に影
響を及ぼす可能性があることから、環境影響評価項目とし
て選定します。 

電波障害 
テレビ電波

障害 
○ 

計画建築物の存在により、対象事業実施区域周辺のテレ
ビ電波受信環境を変化させる可能性があることから、環境
影響評価項目として選定します。 
なお、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航に伴いテレ

ビ電波受信環境を変化させる可能性は考えられますが、空
飛ぶクルマ及びヘリコプターは旅客機等の飛行機と比較し
て小さく、機体がテレビ電波を遮る可能性は低いと考えら
れ（資料編（p.資-22）参照）、また、丸みを帯びた形状で
あることから反射波は拡散し弱くなり影響は少ないと考え
られます。また、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航に
起因するテレビ電波受信障害が生じた場合には、障害の実
態を調査、確認のうえ、必要に応じて適切な対策を講じて
いくことから、環境影響評価項目として選定しません。 

日影 

日照阻害 ○ 
計画建築物の存在により、対象事業実施区域周辺の日照

状況を変化させる可能性があることから、環境影響評価項
目として選定します。 

シャドー 
フリッカー 

× 
本事業において、シャドーフリッカーを生じさせる施設

の設置等はないことから、環境影響評価項目として選定し
ません。 

風環境 
局地的な 
風向・風速 

○ 
計画建築物の存在により、対象事業実施区域周辺の風環

境を変化させる可能性があることから、環境影響評価項目
として選定します。 

安全 

浸水 ○ 

本事業では不特定多数が利用する施設を対象事業実施区
域に設置する計画としており、また、対象事業実施区域は、
地震による津波や想定最大規模の高潮・洪水等により浸水
が生じるおそれがあることから、環境影響評価項目として
選定します。 

火災・爆発 ○ 

本事業では、火災・爆発を引き起こすような危険物等を
大量に保管・使用する施設の設置計画はありませんが、空
飛ぶクルマ及びヘリコプターの燃料等の指定可燃物を貯蔵
する可能性があることから、環境影響評価項目として選定
します。 

有害物漏洩 × 
本事業では、毒物・劇物などの有害物等を大量に保管・

使用する施設の設置計画はないことから、環境影響評価項
目として選定しません。 
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表5.2-2(6) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（存在・供用時） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

地域交通 

交通経路の
分断 

× 
本事業の実施により、周辺住民が利用する交通経路の分

断は生じないことから、環境影響評価項目として選定しま
せん。 

交通混雑 ○ 
本事業の施設の供用により、関係車両の走行が、周辺道

路の交通混雑に影響を及ぼす可能性があることから、環境
影響評価項目として選定します。 

歩行者等の
安全 

○ 

本事業では、対象事業実施区域内に新たな歩行空間を整
備する計画としていることや、新たに発生する来街者等に
より、周辺の歩行空間に影響を及ぼす可能性があることか
ら、環境影響評価項目として選定します。 

景観 景観 ○ 
計画建築物の出現により、対象事業実施区域周辺からの

眺望を変化させる要因になる可能性があることから、環境
影響評価項目として選定します。 

触れ合い活
動の場 

触れ合い活
動の場 

× 

本事業の実施により、人と自然との触れ合い活動の場を
新たに創出する計画はありません。また、対象事業実施区
域周辺には、触れ合い活動の場及び主要な利用経路はない
ことから、環境影響評価項目として選定しません。 

文化財等 文化財等 × 

対象事業実施区域内に文化財及び周知の埋蔵文化財包蔵
地の記録はなく、また、施設の稼働、関連車両の走行等に
よる周辺文化財等への影響を及ぼす可能性も低いことか
ら、環境影響評価項目として選定しません。 
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第６章 環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定 

環境影響評価項目ごとの調査、予測及び評価の手法は、以下に示すとおりです。 

なお、各項目の調査手法を表した表中において、「資料」としているものは既存文

献等の資料収集及び整理による調査、「現地」としているものは対象事業実施区域及

びその周辺において実施する調査を指しています。 

 

6.1 温室効果ガス 

温室効果ガスに係る調査手法は表6.1-1に、予測・評価手法は表6.1-2に示すとおり

です。 

 

表6.1-1 温室効果ガスに係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

温室効果ガスに係る 
原単位の把握 

資料 「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
｣（令和７年３月、環境省・経済産業省）等よ
り、予測式及び原単位を整理します。 

－ 

地域内のエネルギー資源
の状況 

資料 対象事業実施区域周辺における地域冷暖房事
業についての資料を整理します。 

対 象 事 業 実
施 区 域 及 び
その周辺 

排出削減対策 資料 対象事業と同種又は類似の事業を対象に、温
室効果ガスの排出またはエネルギーの使用量
を削減するための対策の内容を整理します。 

－ 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「地球温暖化対策の推進に関する法律」 
・「地球温暖化対策計画」 
・「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する

条例」 
・「横浜市地球温暖化対策実行計画」 
・「エネルギーの使用の合理化及び非化石エ

ネルギーへの転換等に関する法律」 
・「建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律」 
・「横浜市環境の保全及び創造に関する基本

条例」 
・「横浜市生活環境の保全等に関する条例」 

－ 
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表6.1-2 温室効果ガスに係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 建設機械の
稼働 

建設機械の稼働
に 伴 う エ ネ ル
ギーの使用量及
び温室効果ガス
の排出量並びに
それらの削減の
程度 

工事期間全体 対象事業実施区
域 

本事業の施工計
画に基づき、建
設機械及び工事
用車両の燃料消
費量等から、エ
ネルギー使用量
及び温室効果ガ
スの排出量を算
定します。また、
工事で実施する
削 減 対 策 を 基
に、対策を講じ
ることによる削
減の程度を算定
します。 

工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴うエネル
ギーの使用量及
び温室効果ガス
の排出量並びに
それらの削減の
程度 

工事期間全体 対象事業実施区
域およびその周
辺 

存在・
供用時 

施設の供用 施設の供用に伴
うエネルギーの
使用量及び温室
効果ガスの排出
量並びにそれら
の削減の程度 

供用開始後、事
業活動が定常の
状態になる時期 

対象事業実施区
域 

本事業の事業計
画に基づき、｢温
室効果ガス排出
量算定・報告マ
ニュアル｣（環境
省・経済産業省）
等を参考に、施
設 の 規 模 等 か
ら、エネルギー
使用量及び温室
効果ガスの排出
量 を 算 定 し ま
す。また、本事業
で実施する削減
対策を基に、対
策を講じること
による削減の程
度 を 算 定 し ま
す。 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 建設機械の
稼働 

数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより評価しま
す。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、国及び横浜市が掲げ
る2050年カーボンニュートラルをはじめ、関係法令、計画等を踏まえ、
温室効果ガスの排出を最小限にとどめる水準等から適切に設定します。 

工事用車両
の走行 

存在・
供用時 

施設の供用 
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6.2 生物・生態系（動物） 

生物・生態系（動物）に係る調査手法は表6.2-1に、予測・評価手法は表6.2-2に示

すとおりです。 

また、現地調査の調査地域は図6.2-1に示すとおりです。 

 

表6.2-1 生物・生態系（動物）に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

陸生動物の状況 資料 鳥類や昆虫類が好む樹種に関する既存資料の収集・
整理及び事業計画（緑化計画及び施工計画に関する
内容）を整理します。 

対 象 事 業 実
施区域 

資料 
現地 

対象事業実施区域及びその周辺において生息する
一般的な動物種を把握するため、既存資料の整理及
び以下の方法並びに頻度で現地調査をします。 
a.哺乳類 

任意観察法及びフィールドサイン法により調査
します。 
・１日間×３季（春季、夏季、秋季） 

b.鳥類 
任意観察法により調査します。 
・１日間×４季（春季、夏季、秋季、冬季） 

c.両生類及び爬虫類 
任意観察法により調査します。 
・１日間×３季（春季、夏季、秋季） 

d.昆虫類 
任意観察法及び任意採取法により調査します。 
・１日間×３季（春季、夏季、秋季） 

対 象 事 業 実
施 区 域 及 び
その周辺。 
現 地 調 査 は
対 象 事 業 実
施 区 域 及 び
対 象 事 業 実
施 区 域 か ら
約 500ｍの範
囲 
（図 6.2-1参
照） 

現地 対象事業実施区域及びその周辺において飛翔する
鳥類を把握するため、以下の方法並びに頻度で現地
調査をします。 
目視により飛翔高度等を調査します。 
・1日間（日の出から日没）×4季（春季、夏季、秋

季、冬季） 

対 象 事 業 実
施 区 域 及 び
そ の 周 辺 ３
地点 
（図 6.2-1参
照） 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「横浜市水と緑の基本計画」 
・「横浜市環境管理計画」 
・「文化財保護法」 
・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律」 
・「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律」 
・「環境省レッドリスト2020」 
・「神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006」 

－ 
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表6.2-2 生物・生態系（動物）に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・
供用時 

建築物の存
在 

建築物の存在に
伴い、変化する
動物の状況 

工事の完了後、
一定期間をおい
た時期 

対象事業実施区
域及びその周辺 

調査で把握した
動物相と事業計
画の内容を重ね
合わせるなどに
より、対象事業
実施区域におけ
る動物の生息環
境を定性的に予
測します。 

航空機の運
航 

空飛ぶクルマ及
びヘリコプター
の運航に伴う、
バードストライ
クの影響 

供用開始後、事
業活動が定常の
状態になる時期 

対象事業実施区
域及びその周辺 

調査で把握した
鳥類の飛翔高度
等と本事業で計
画するバードス
トライク対策の
計画などから、
バードストライ
クの影響を定性
的 に 予 測 し ま
す。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・
供用時 

建築物の存
在 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業の実施が動物
に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、現地調査で把握した動物相の状況等を勘案するととも
に、新たに創出する生息環境における生物多様性に寄与する観点等から
適切に設定します。 

航空機の運
航 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業の実施に伴う
バードストライクの影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、現地調査で把握した鳥類の飛翔状況を勘案するととも
に、バードストライクを抑制する観点等から適切に設定します。 
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図6.2-1 生物・生態系（動物）調査地域図 
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6.3 緑地 

緑地に係る調査手法は表6.3-1に、予測・評価手法は表6.3-2に示すとおりです。 

また、現地調査の調査地域は図6.3-1に示すとおりです。 

 

表6.3-1 緑地に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

緑地の位置付け及び立地 資料 既存資料の収集・整理及び事業計画（緑化
計画及び施工計画に関する内容）を整理
し、対象事業実施区域における緑地の位置
付け及び立地を把握します。 

対象事業実施区
域及びその周辺 

現地 環境適合性を把握するために、対象事業実
施区域及びその周辺既存樹木の樹木活力
度を調査します。また、対象事業実施区域
内の緑地の状況を現地踏査により把握し
ます。 
・1回（夏季） 

対象事業実施区
域 及 び そ の 周
辺、周辺公園３
箇所（高島水際
線公園、高島中
央公園、グラン
モール公園） 
（図6.3-1参照） 

緑地の面積及び形状等 資料 緑化計画を整理し、緑地の面積及び形状、
対象事業実施区域の面積に対する対象事
業実施区域内の緑地面積を把握します。 

対象事業実施区
域 

緑地の機能の状況 資料 緑化計画を整理し、整備する緑地のグリー
ンインフラとしての機能について把握し
ます。 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「横浜市水と緑の基本計画」 
・「横浜みどりアップ計画」 
・「緑の環境をつくり育てる条例」 
・「緑化率を定めた法令、地区計画等」 
・「横浜市都市計画マスタープラン」 
・「横浜市地球温暖化対策実行計画」 
・「横浜市環境管理計画」 

－ 

 

表6.3-2 緑地に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・
供用時 

建築物の存
在 

建築物の存在に
伴い、変化する
緑地及びその機
能の状況 

工事の完了後、
一定期間をおい
た時期 

対象事業実施区
域 

事業計画に基づ
き新たに創出さ
れる緑地の面積
を算定し、植栽
予定樹種の環境
適合性から、緑
化計画の妥当性
を定性的に予測
します。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・
供用時 

建築物の存
在 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業の実施が緑地
に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、緑地及びその機能を向
上する水準等から適切に設定します。 
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図6.3-1 緑地調査地点図 
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6.4 廃棄物・建設発生土 

廃棄物・建設発生土に係る調査手法は表6.4-1に、予測・評価手法は表6.4-2に示す

とおりです。 

 

表6.4-1 廃棄物・建設発生土に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

一般廃棄物、産業廃棄物
及び建設発生土の処理・
処分の状況 
・一般廃棄物及び産業廃

棄物に関する事項 
・建設発生土に関する事

項 

資料 横浜市における一般廃棄物、産業廃棄物及び
建設発生土の処理・処分の状況等及び廃棄物
の種類ごとの発生量等の原単位を既存資料の
収集・整理により把握します。 － 

土地利用の状況 資料 
現地 

既存建築物の設計資料の収集・整理及び必要
に応じて現地踏査により把握します。 

対 象 事 業 実
施区域 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。  
・「循環型社会形成推進基本法」 
・「資源の有効な利用の促進に関する法律」  
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 
・「プラスチックに係る資源循環の促進等に

関する法律」 
・「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律」 
・「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適

正処理等に関する条例」 
・「神奈川県循環型社会づくり計画」 
・「ヨコハマ プラ5.3（ごみ）計画 横浜市

一般廃棄物処理基本計画 」 

－ 
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表6.4-2 廃棄物・建設発生土に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 地下掘削 地 下 掘 削 に 伴
う、建設発生土
の発生量、場内
利用量、場外搬
出量、有効利用
量及び有効利用
されない内陸受
入地処分量処分
量 

工事期間全体 対象事業実施区
域 

施工計画等より
発生量を推定し
ます。 

建築物の解
体・建設 

建築物の解体・
建設に伴う、一
般廃棄物及び産
業廃棄物の種類
ごとの発生量、
排出量、資源化
量及び最終処分
量 

既存資料から整
理した工事に係
る一般廃棄物及
び産業廃棄物の
発生原単位を用
い て 算 定 し ま
す。 
既存建築物のア
スベストについ
ては、施工計画
（処理・処分方
法）を基に定性
的 に 予 測 し ま
す。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 施設の供用に伴
う、一般廃棄物
及び産業廃棄物
の種類ごとの発
生量、排出量、資
源化量及び最終
処分量 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期 

既存資料から整
理した各種施設
用途の一般廃棄
物及び産業廃棄
物の発生原単位
を用いて算定し
ます。 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 地下掘削 数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより評価しま
す。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、関係法令、計画等を踏
まえ、廃棄物・建設発生土の発生抑制、再使用及び資源化や有効利用に
よって最終処分量を最小限にとどめる水準等から適切に設定します。 

建築物の解
体・建設 

存在・ 
供用時 

施設の供用 数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより評価しま
す。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、関係法令、計画等を踏
まえ、一般廃棄物及び産業廃棄物の発生抑制、再使用及び資源化によっ
て最終処分量を最小限にとどめる水準等から適切に設定します。 
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6.5 大気質 

大気質に係る調査手法は表6.5-1(1)～(2)に、予測・評価手法は表6.5-2(1)～(2)に

示すとおりです。 

また、現地調査の調査地点は図6.5-1に示すとおりです。 

 

表6.5-1(1) 大気質に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

大気質の状況 
・二酸化窒素 
・浮遊粒子状物質 

資料 過去５年間の二酸化窒素及び浮遊粒子状物
質濃度等の状況を整理注1）します。 

西区平沼、神奈川区
広台太田町（一般環
境大気測定局）及び
西区浅間町（自動車
排出ガス測定局） 

現地 一般環境大気質として、二酸化窒素及び浮
遊粒子状物質の状況を「大気の汚染に係る
環境基準について｣（昭和48年環境庁告示
第25号）及び「二酸化窒素に係る環境基準に
ついて｣（昭和53年環境庁告示第38号）に定
める方法（公定法）に準拠し、測定します。 
また、二酸化窒素の状況を簡易測定法（PTIO
法注2））で測定します。 
・７日間×24時間×２季（冬季、夏季） 

対象事業実施区域内
１地点（地点A） 
（図6.5-1参照） 

沿道大気質として、二酸化窒素の状況を簡
易測定法（PTIO法注2））で測定します。 
・７日間×24時間×２季（冬季、夏季） 

工事用車両及び関連
車両の走行が予想さ
れる主要な道路沿道
４地点（地点1～4） 
（図6.5-1参照） 

気象の状況 
・風向 
・風速 
・日射量 
・放射収支量 

資料 最新１年間の観測データ（１時間値）につい
て風向、風速、日射量及び放射収支量を収
集・整理注1）します。 
また、風向、風速については収集年が気象的
に異常でないかを確認します。 

【風向、風速】 
西区平沼（一般環境
大気測定局） 
【日射量】 
中区本牧大里町（一
般環境大気測定局） 
【放射収支量】 
金沢区富岡東（一般
環境大気測定局） 

現地 風向、風速の状況を「地上気象観測指針｣
（2002年、気象庁）等に定める方法に準拠
し、測定します。 
・７日間×24時間×２季（冬季、夏季） 

対象事業実施区域内
１地点（地点a） 
（図6.5-1参照） 

地形、工作物、土地
利用の状況 

資料 
現地 

地形図や土地利用現況図等の既存資料の収
集・整理及び必要に応じて現地踏査により
把握します。 

対象事業実施区域及
びその周辺 

大気汚染物質の主
要な発生源の状況 

資料 既存資料の収集・整理によりばい煙発生施
設の状況等を把握します。 

自動車交通量等の
状況 

現地 自動車断面交通量を測定します。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

沿道大気質調査地点
に近接する自動車交
通量調査地点４地点 
（図6.5-1参照） 

注1）予測に用いる気象データ及び地域のバックグラウンド値は近傍の常時監視測定局の測定結果を用い

る計画です。 

注2）自動測定器ではなく、小型で簡便な測定器（サンプラー）を用いて大気中の二酸化窒素及び窒素酸

化物の濃度を同時測定する方法のことです。 
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表6.5-1(2) 大気質に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「環境基本法」 
・「大気汚染防止法」 
・「横浜市環境の保全及び創造に関する基本

条例」 
・「横浜市生活環境の保全等に関する条例」 
・「横浜市環境管理計画」 
・「生活環境保全推進ガイドライン」 

－ 

 

表6.5-2(1) 大気質に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 建設機械の
稼働 

建設機械の稼働
に伴い、大気質
の状況に変化を
与える物質（二
酸化窒素・浮遊
粒子状物質注））
の濃度等 

建設機械の稼働
に起因する大気
汚染物質排出量
が最大となる時
期 

最大着地濃度の
出現する地点を
含む範囲 

大気拡散式（プ
ルーム・パフ式）
により、年平均
値及び大気安定
度Ｄにおける １
時間値（16風向）
を定量的に予測
します。 

工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴い、大気
質の状況に変化
を 与 え る 物 質
（二酸化窒素・
浮遊粒子状物質
注））の濃度等 

工事用車両の走
行に起因する大
気汚染物質排出
量が最大となる
時期 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.5-1参照） 

大気拡散式（プ
ルーム・パフ式）
により年平均値
を定量的に予測
します。 

建築物の解
体・建設 

既存建築物の解
体に伴い、発生
するアスベスト 

既存建築物の解
体時期 

対象事業実施区
域周辺 

既存建築物にア
スベストが存在
する場合は、施
工計画（飛散防
止対策）を基に
定性的に予測し
ます。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 設備機器の稼働
に伴い、大気質
の状況に変化を
与える物質（二
酸化窒素）の濃
度等 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期 

最大着地濃度の
出現する地点を
含む範囲 

大気拡散式（プ
ルーム・パフ式）
により年平均値
を定量的に予測
します。 

関連車両の
走行 

関連車両の走行
に伴い、大気質
の状況に変化を
与える物質（二
酸化窒素・浮遊
粒子状物質注））
の濃度等 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.5-1参照） 

大気拡散式（プ
ルーム・パフ式）
により年平均値
を定量的に予測
します。 

注）浮遊粒子状物質は建設機械や自動車の排気管から直接排出される一次粒子のみを対象とし、反応二次

生成物質やタイヤ摩耗粉じんや巻き上げ粉じんは対象としません。 
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表6.5-2(2) 大気質に係る予測・評価手法 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 建設機械の
稼働 

数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施が大気質に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、大気質への影響を最小
限にとどめる水準や、環境基準等から適切に設定します。 

工事用車両
の走行 

建築物の解
体・建設 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業の実施が大気
質に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、法令等に基づく飛散防止措置等により、周辺環境へア
スベストを飛散させないこと等から設定します。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施が大気質に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、大気質への影響を最小
限にとどめる水準や、環境基準等から適切に設定します。 

関連車両の
走行 

  



 

- 6-13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図6.5-1 大気質・気象調査地点図 
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6.6 騒音 

騒音に係る調査手法は表6.6-1に、予測・評価手法は表6.6-2に示すとおりです。 

また、現地調査の調査地点は図6.6-1に示すとおりです。 

 

表6.6-1 騒音に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

騒音の状況 
・一般環境騒音 

現地 「騒音に係る環境基準について｣（平成10年
環境庁告示第64号）に定める方法に準拠し、
測定します。測定高さ：地上1.2ｍ。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

対象事業実施区域内
１地点(地点A) 
（図6.6-1参照） 
空飛ぶクルマ及びヘ
リコプターの運航の
影響が予想される周
辺８地点（地点①～
⑧） 
（図6.6-2参照） 

騒音の状況 
・道路交通騒音 

現地 「騒音に係る環境基準について｣（平成10年
環境庁告示第64号）に定める方法に準拠し、
測定します。測定高さ：地上1.2ｍ。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

工事用車両及び関連
車両の走行が予想さ
れる主要な道路沿道
４地点（地点1～4） 
（図6.6-1参照） 

地形、工作物、土地
利用の状況 

資料 
現地 

地形図や土地利用現況図等の既存資料の収
集・整理及び必要に応じて現地踏査により
把握します。 

対象事業実施区域及
びその周辺 

騒音の主要な発生
源の状況 

資料 
現地 

既存資料の収集・整理及び必要に応じて現
地踏査により把握します。 

自動車交通量等の
状況 

現地 自動車断面交通量を測定します。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

道路交通騒音調査地
点に近接する自動車
交通量調査地点４地
点 
（図6.6-1参照） 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。  
・「環境基本法」 
・「騒音規制法」 
・「横浜市環境の保全及び創造に関する基本

条例」 
・「横浜市生活環境の保全等に関する条例」 
・「横浜市環境管理計画」 
・「生活環境保全推進ガイドライン」 

－ 
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表6.6-2 騒音に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 建設機械の
稼働 

建設機械の稼働
に伴い、変化す
る騒音の状況 

建設機械の稼働
に起因する騒音
の影響が最大と
なる時期、時間
帯 

対象事業実施区
域の敷地境界か
ら 約 100ｍ の 範
囲 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 

日本音響学会式 
(ASJ CN-Model)に
より騒音レベル
「90％レンジの
上端値（LA5）｣を
予測します。 

工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴い、変化
する騒音の状況 

工事用車両の走
行に起因する騒
音の影響が最大
となる時期、時
間帯 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.6-1参照） 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 

日本音響学会式 
(ASJ RTN-Model)
により「等価騒
音レベル（LAeq）」
を予測します。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 設備機器の稼働
に伴い、変化す
る騒音の状況 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期、時間帯 

対象事業実施区
域の敷地境界か
ら 約 100ｍ の 範
囲 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 及 び 周 辺
の住居階数を考
慮した高さ 

騒音の伝搬理論
式により騒音レ
ベル「90％レン
ジの上端値（LA5）
｣を予測します。 

関連車両の
走行 

関連車両の走行
に伴い、変化す
る騒音の状況 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.6-1参照） 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 

日本音響学会式 
（ASJ RTN-Model）
により「等価騒
音レベル（LAeq）」
を予測します。 

航空機の運
航 

空飛ぶクルマ及
びヘリコプター
の運航に伴い、
変化する騒音の
状況 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.6-2参照） 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 

騒音の伝搬理論
式により「時間
帯補正等価騒音
レベル（Lden）」
を予測します。 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 
 

建設機械の
稼働 

数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施による騒音が及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、騒音による影響を最小
限にとどめる水準や、環境基準等から適切に設定します。 

工事用車両
の走行 

存在・ 
供用時 

施設の供用 

関連車両の
走行 

航空機の運
航 
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図6.6-1 騒音・振動調査地点図 
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図6.6-2 騒音・低周波音調査地点図（空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航） 
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6.7 振動 

振動に係る調査手法は表6.7-1に、予測・評価手法は表6.7-2に示すとおりです。 

また、現地調査の調査地点は図6.6-1に示したとおり、騒音と同じ地点で実施しま

す。 

 

表6.7-1 振動に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

振動の状況 
・一般環境振動 

現地 「振動レベル測定方法｣（JIS Z 8735）に定め
る方法に準拠し、測定します。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

対象事業実施区域
内１地点（地点A） 
（図6.6-1参照） 

振動の状況 
・道路交通振動 

現地 「振動規制法施行規則｣（昭和51年総理府令
第58号）に基づく道路交通振動の限度に定め
る測定方法に準拠し、測定します。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

工事用車両及び関
連車両の走行が予
想される主要な道
路沿道４地点（地
点1～4） 
（図6.6-1参照） 

地形及び地盤の状
況 

資料
現地 

地形図等の既存資料の収集・整理及び必要に
応じて現地踏査により把握します。 

対象事業実施区域
及びその周辺 

現地 「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度
版）｣（平成25年３月、国土交通省国土技術政
策総合研究所・独立行政法人土木研究所）に
示された方法に準拠し、地盤卓越振動数注）を
測定します。 

工事用車両及び関
連車両の走行が予
想される主要な道
路沿道４地点（地
点1～4） 
（図6.6-1参照） 

土地利用の状況 資料
現地 

土地利用現況図等の既存資料の収集・整理及
び必要に応じて現地踏査により把握します。 

対象事業実施区域
及びその周辺 

振動の主要な発生
源の状況 

資料
現地 

既存資料の収集・整理及び必要に応じて現地
踏査により把握します。 

自動車交通量等の
状況 

現地 自動車断面交通量を測定します。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

道路交通振動調査
地点に近接する自
動車交通量調査地
点４地点 
（図6.6-1参照） 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「環境基本法」 
・「振動規制法｣ 
・「横浜市環境の保全及び創造に関する基本

条例｣ 
・「横浜市生活環境の保全等に関する条例｣ 
・「横浜市環境管理計画｣ 
・「生活環境保全推進ガイドライン」 

－ 

注）地盤卓越振動数は約 10 台の大型車走行時の測定値を平均した値とします。 
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表6.7-2 振動に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 建設機械の
稼働 

建設機械の稼働
に伴い、変化す
る振動の状況 

建設機械の稼働
に起因する振動
の影響が最大と
なる時期、時間
帯 

対象事業実施区
域の敷地境界か
ら 約 100ｍ の 範
囲 

振動の伝搬理論
式により振動レ
ベルの80％レン
ジの上端値（L10）
を予測します。 

工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴い、変化
する振動の状況 

工事用車両の走
行に起因する振
動の影響が最大
となる時期、時
間帯 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.6-1参照） 
 

「道路環境影響
評価の技術手法
（ 平 成 24 年 度
版）｣（平成25年
３月、国土交通
省国土技術政策
総合研究所・独
立行政法人土木
研究所）に示さ
れる計算式によ
り 振 動 レ ベ ル
の80％レンジの
上端値（L10）を予
測します。 

存在・ 
供用時 

関連車両の
走行 

関連車両の走行
に伴い、変化す
る振動の状況 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期、時間帯 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 建設機械の
稼働 

数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施による振動が及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、振動による影響を最小
限にとどめる水準等から適切に設定します。 工事用車両

の走行 

存在・ 
供用時 

関連車両の
走行 
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6.8 地盤 

地盤に係る調査手法は表6.8-1に、予測・評価手法は表6.8-2に示すとおりです。 

また、現地調査の調査地点は図6.8-1に示すとおりです。 

 

表6.8-1 地盤に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

地盤の状況 資料 以下に示す既存資料等の収集・整理により、対象事
業実施区域及びその周辺の地盤の状況を把握しま
す。 
・「地形分類図」 
・「横浜市地盤図集」 
・既存ボーリング調査結果 

対 象 事 業
実 施 区 域
（図6.8-1
参照）及び
その周辺 

現地 ボーリング調査により、地盤の状況を把握します。 

地下水の状況 資料 以下に示す既存資料等の収集・整理により、対象事
業実施区域及びその周辺の地下水の状況を把握し
ます。 
・「地下水位・地盤収縮量の観測結果」 
・既存ボーリング調査結果 

現地 ボーリング調査により、地下水の状況を把握しま
す。 

地盤沈下の状況 資料 以下に示す既存資料等の収集・整理により、対象事
業実施区域及びその周辺の地盤沈下の状況を把握
します。 
・「横浜市水準測量成果表」 
・「横浜市地盤沈下調査報告書」 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「環境基本法」 
・「工業用水法」 
・「宅地造成及び特定盛土等規制法」 
・「横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例」 
・「横浜市生活環境の保全等に関する条例」 
・「横浜市環境管理計画」 
・「生活環境保全推進ガイドライン」 

－ 
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表6.8-2 地盤に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 地下掘削 地下掘削工事に
伴う地盤の沈下
量 

地下掘削工事時 対象事業実施区
域及びその周辺 

施工計画から、
地下水位の変動
を抑制させる効
果 を 明 ら か に
し、地盤沈下に
対する影響を定
性的に予測しま
す。 

建築物の解
体・建設 

建築物の建設に
伴う土地の安定
性の確保の程度 

工事期間全体 施工計画から、
周囲の河川や鉄
道への影響を抑
制する措置を明
らかにし、土地
の安定性に対す
る影響を定性的
に予測します。 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

建築物の存在に
伴う土地の安定
性の確保の程度 

工事の完了後の
適切な時期 

施工計画から、
地震等によって
生じる液状化を
抑制する措置を
明らかにし、土
地の安定性に対
する影響を定性
的 に 予 測 し ま
す。 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 地下掘削 地下掘削工事に
伴う地盤の沈下
量 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象
事業の実施が地盤に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、地下
掘削工事に伴う地盤の沈下量が周辺の工作物に影響
を及ぼさない水準等から適切に設定します。 

建築物の解
体・建設 

建築物の建設に
伴う土地の安定
性の確保の程度 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象
事業の実施が地盤に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、土地
の安定性を確保する水準等から適切に設定します。 存在・ 

供用時 
建築物の存
在 

建築物の存在に
伴う土地の安定
性の確保の程度 
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図6.8-1 ボーリング調査地点図 
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6.9 低周波音 

低周波音に係る調査手法は表6.9-1に、予測・評価手法は表6.9-2に示すとおりです。 

また、現地調査の調査地点は図6.6-2に示したとおりです。 

 

表6.9-1 低周波音に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

低周波音の状況 現地 「低周波音の測定方法に関するマニュア
ル」（平成12年10月、環境庁）に定める方法
に準拠し、測定します。測定高さ：地上1.2
ｍ。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 

空飛ぶクルマ及び
ヘリコプターの運
航の影響が予想さ
れる周辺８地点（地
点①～⑧） 
（図6.6-2参照） 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「低周波音の測定方法に関するマニュア

ル」 
－ 

 

表6.9-2 低周波音に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・
供用時 

航空機の運
航 

空飛ぶクルマ及
びヘリコプター
の運航に伴い、
変化する低周波
音の状況 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期、時間帯 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.6-2参照） 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 

音の伝搬理論式
により音圧レベ
ル を 予 測 し ま
す。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・
供用時 

航空機の運
航 

数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施による低周波音の影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、低周波音による影響を
最小限にとどめる水準等から適切に設定します。 
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6.10 電波障害 

電波障害に係る調査手法は表6.10-1に、予測・評価手法は表6.10-2に示すとおりで

す。 

 

表6.10-1 電波障害に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

テレビ電波の受信
の状況 

現地 「建造物によるテレビ受信障害調査要領｣（平
成30年6月、（社）日本CATV技術協会）に準拠
し、電波受信測定車により現地測定します。 

机上検討により計
画建築物による電
波障害が予測され
る地域 テレビ電波到来の

状況 
資料 地上デジタル放送（東京局（東京スカイツ

リー・みなとみらい中継局）・横浜局）及び
衛星放送の送信状況を把握します。 

地形、工作物の状況 資料 
現地 

地形図等の既存資料の収集・整理及び必要に
応じて現地踏査により把握します。 

対象事業実施区域
及びその周辺 

 

表6.10-2 電波障害に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

建 築 物
の存在 

建築物の存在に
伴い、変化するテ
レビ電波の受信
の状況 
・地上デジタル放

送 
(東京局 (東京
ス カ イ ツ
リー)、みなと
みらい中継局、
横浜局） 

・衛星放送 

工事の完了後 対象事業実施区
域周辺 

地上デジタル放送に
ついては、「建造物障
害予測の手引き（地
上デジタル放送）｣
（ 平 成 17年 ３ 月 、
（社）日本CATV技術
協会）等、衛星放送に
ついては、「建造物障
害予測の手引き（改
訂版）｣(平成７年９
月､（社）日本CATV技
術協会）等に示され
ている電波障害計算
式に基づき、遮へい
障害及び反射障害の
範囲を予測します。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・ 
供用時 

建 築 物
の存在 

視覚化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業の
実施が電波障害に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、テレビ電波の受信障害を最
小限にとどめる水準等から適切に設定します。 

 

  



 

- 6-25 - 

6.11 日影（日照阻害） 

日影（日照阻害）に係る調査手法は表6.11-1に、予測・評価手法は表6.11-2に示す

とおりです。 

 

表6.11-1 日影（日照阻害）に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

日影の状況 
・地形の状況 
・土地利用の状況 
・既存の工作物の位置及

び規模 

資料 
現地 

地形図、住宅地図及び土地利用現況図等の既存
資料の収集・整理及び必要に応じて現地踏査に
より把握します。 

対象事業実
施区域及び
その周辺 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「建築基準法｣ 
・「横浜市建築基準条例｣ 
・「都市計画法｣ 

－ 

 

表6.11-2 日影（日照阻害）に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

計画建築物によ
る冬至日の日影
の範囲、日影と
なる時刻、時間
数等の変化の程
度 

工事の完了後 計画建築物から
の日影が想定さ
れる範囲 

平均地盤面±０
ｍにおける計画
建築物による冬
至日の８時～16
時（真太陽時）の
時刻別日影図及
び等時間日影図
を作図し、地図
に重ね合わせる
ことで影響範囲
を予測します。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

視覚化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施が日影に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、日影による影響を最小
限にとどめる水準等から適切に設定します。 
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6.12 風環境 

風環境に係る調査手法は表6.12-1に、予測・評価手法は表6.12-2に示すとおりです。 

また、風洞実験の際に模型化する範囲は図6.12-1に示すとおりです。 

 

表6.12-1 風環境に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

風の状況 資料 一般風の把握として、対象事業実施区域周辺
の測定局における過去10年間の風向、風速の
状況を整理します。 

横浜地方気象台、西
区平沼（一般環境大
気測定局）等 

既存工作物の状況 資料 
現地 

地形図等の既存資料の収集・整理及び必要に
応じて現地踏査により把握します。 

対象事業実施区域
及びその周辺 

土地利用の状況 資料 
現地 

土地利用現況図等の既存資料の収集・整理及
び必要に応じて現地踏査により把握します。 

 

表6.12-2 風環境に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

計画建築物によ
り変化する、強
風の発生場所、
発生頻度 

工事の完了後 対象事業実施区
域及びその周辺
で風環境の変化
が想定される範
囲（計画建築物
の高さの約２倍
（約470ｍ）の範
囲） 

計画建築物の最
高高さの２倍程
度の範囲を包含
す る 現 地 模 型
（1/500）を作成
し、風洞実験を
実施します。 
実験に当たって
は、「実務者のた
めの建築物風洞
実験ガイドブッ
ク2008年版｣（平
成20年、（財）日
本 建 築 セ ン
ター）等に準拠
します。 
実験結果は、村
上式風環境評価
指標に基づき評
価します。 
実験ケースは、
原則、建設前、建
設後の２ケース
とし、必要に応
じて防風対策後
のケースを追加
します。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

数値化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施が風環境に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、風環境への影響を最小
限にとどめる水準等から適切に設定します。 
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図6.12-1 風洞実験模型化範囲図 
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6.13 安全（浸水、火災・爆発） 

安全（浸水、火災・爆発）に係る調査手法は表6.13-1に、予測・評価手法は表6.13-2

に示すとおりです。 

 

表6.13-1 安全（浸水、火災・爆発）に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

過去の被災及び被災想定
区域の状況 
・過去の風水害による河川

の氾濫、浸水等の状況 
・被災想定区域等の状況 

資料 以下に示す既存資料等の収集・整理により把
握します。 
・「横浜市の災害」 
・「横浜市地震被害想定調査報告書｣ 
・「わいわい防災マップ」 

対象事業実
施区域及び
その周辺 

風水害等に関わる地形、地
質等の状況 
・地形、地質 
・河川の形態、流量及び溢

水等の状況 

資料 地形図等の既存資料の収集・整理により把握
します。 

周辺の土地利用等の状況 
・建築物利用状況 
・人口、産業、道路の状況 
・防災体制の状況（避難場

所、避難経路、浸水対策） 

資料 住宅地図等の既存資料の収集・整理及び必要
に応じて関係者にヒアリングを行い把握しま
す。 

過去の被災の状況 
・過去に発生した類似施設

等の火災、爆発の状況 

資料 ヘリポートにおける火災の記録等の既存資料
の収集・整理及び必要に応じて関係者にヒア
リングを行い把握します。 

関係法令、計画等 資料 下記資料等の内容を整理します。 
・「特定都市河川浸水被害対策法」 
・「事業所における帰宅困難者対策ガイドラ

イン｣ 
・「横浜市防災計画｣ 
・「消防法」 

－ 

 

表6.13-2 安全（浸水、火災・爆発）に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

施設の供用 施設の供用に伴
う安全性の確保
の程度 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期 

対象事業実施区
域内 

事業計画から、
浸水及び火災・
爆発の対策とそ
の効果を明らか
にし、定性的に
予測します。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・ 
供用時 

施設の供用 予測結果を環境保全目標と対比することにより評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、浸水に係る施設利用者
の安全性、火災・爆発に係る安全性が確保される水準等から適切に設定
します。 

 

  



 

- 6-29 - 

6.14 地域交通（交通混雑、歩行者等の安全） 

地域交通（交通混雑、歩行者等の安全）に係る調査手法は表6.14-1に、予測・評価

手法は表6.14-2(1)～(3)に示すとおりです。  

また、現地調査の調査地点は図6.14-1及び図6.14-2に示すとおりです。 

 

表6.14-1 地域交通（交通混雑、歩行者等の安全）に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

日常生活圏等の状況 
・公共施設等の位

置、種類及び利用
状況 

・通学区域(学区)、
通学路の状況 

・避難場所等の状況 

資料 公共施設の位置、学区、通学路の状況を既
存資料の収集・整理及び必要に応じて関係
者にヒアリングを行い把握します。 

対象事業実施区域及
びその周辺 

道路の状況 
・主要な交通経路及

び交通量の状況
（渋滞発生状況を
含む。） 

・主要交差点部にお
ける交通管理の状
況 

・交通安全対策の状
況 

資料 道路交通センサス等の既存資料の収集・整
理により把握します。 

現地 時間別に車種別・方向別自動車交通量、渋
滞の状況及び信号現示を測定します。 
・平日（24時間）×１回 
・休日（24時間）×１回 
 
また、飽和交通流率について測定します。 
・平日、休日のピーク時間帯（４時間程度） 

工事用車両及び関連
車 両 の 主 要 な 走 行
ルートと想定される
主 要 交 差 点 ６ 箇 所
（交差点1～6） 
（図6.14-1参照） 

歩行空間における安全施設等について現
地調査により把握します。 

工事用車両及び関連
車 両 の 主 要 な 走 行
ルート上の歩道 

歩行者及び自転車の
状況 
・主要な通行経路、

歩行者及び自転車
数、歩行空間の幅
員等 

現地 歩道等の方向別歩行者数及び自転車交通
量を測定します。また、歩行空間の幅員等
を現地確認します。 
・平日（6～22時の16時間）×１回 
・休日（6～22時の16時間）×１回 

歩 行 者 等 の 主 要 な
ルートと想定される
歩道等８地点（地点1
～8） 
（図6.14-2参照） 

関係法令、計画等 資料 下記資料等の内容を整理します。 
・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」 
・「横浜市都市計画マスタープラン」 
・「横浜市都市交通計画」 
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表6.14-2(1) 地域交通（交通混雑、歩行者等の安全）に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴い変化す
る、交差点にお
ける需要率及び
交通容量比 

工事用車両の台
数が最大となる
時期 

現地調査地点と
同一の地点 
（ 図 6.14-1 参
照） 

「平面交差の計
画と設計  基礎
編」（平成30年11
月、(一社)交通
工学研究会）を
参考に将来交通
量注）から交差点
需要率の算出を
行い、交通混雑
の程度を定量的
に予測します。 

工事用車両の走
行に伴う、歩行
者等の安全に及
ぼす影響の程度 

工事用車両の走
行ルート 

交通安全対策等
に基づき、交通
安全への影響を
定性的に予測し
ます。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 施設の供用に伴
う、歩行者等の
安全に及ぼす影
響の程度 

供用を開始し、
事業活動が定常
の状態になる時
期 

現地調査地点と
同一の地点 
（ 図 6.14-2 参
照） 

歩行者サービス
水準の算出等に
より、歩行者通
行の快適性・安
全性の程度を予
測します。 

関連車両の
走行 

関連車両の走行
に 伴 い 変 化 す
る、交差点にお
ける需要率及び
交通容量比 

現地調査地点と
同一の地点 
（ 図 6.14-1 参
照） 

「平面交差の計
画と設計  基礎
編」（平成30年11
月、(一社)交通
工学研究会）を
参考に将来交通
量注）から交差点
需要率の算出を
行い、交通混雑
の程度を定量的
に予測します。 

関連車両の走行
に伴う、歩行者
等の安全に及ぼ
す影響の程度 

関連車両の走行
ルート 

交通安全対策等
に基づき、交通
安全への影響を
定性的に予測し
ます。 

注）将来交通量は、工事用車両又は関連車両と、将来一般交通量から算定します。 

工事用車両は施工計画に基づき算定し、関連車両は事業計画に基づき算定します。 

将来一般交通量は、現地調査結果を基に道路交通センサス等の既存資料の調査結果から将来の交通量

の伸び等を考慮し算定します。 
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表6.14-2(2) 地域交通（交通混雑）に係る予測・評価手法 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴い変化す
る、交差点にお
ける需要率及び
交通容量比 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象
事業の実施が地域交通に及ぼす影響の程度を評価しま
す。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、交通
混雑への影響を最小限にとどめる水準等から適切に設
定します。 存在・ 

供用時 
関連車両の
走行 

関連車両の走行
に 伴 い 変 化 す
る、交差点にお
ける需要率及び
交通容量比 

 

表6.14-2(3) 地域交通（歩行者等の安全）に係る予測・評価手法 

環境影響要因 評価の手法 

工事中 工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴う、歩行
者等の安全に及
ぼす影響の程度 

予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象
事業の実施が地域交通に及ぼす影響の程度を評価しま
す。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、歩行
者及び自転車の安全で円滑な通行を確保する水準等か
ら適切に設定します。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 施設の供用に伴
う、歩行者等の
安全に及ぼす影
響の程度 

関連車両の
走行 

関連車両の走行
に伴う、歩行者
等の安全に及ぼ
す影響の程度 
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図6.14-1 自動車交通量調査地点図 
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図6.14-2 歩行者等交通量調査地点図 
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6.15 景観 

景観に係る調査手法は表6.15-1に、予測・評価手法は表6.15-2に示すとおりです。 

また、主要な眺望地点（現地調査地点）は図6.15-1に示すとおりです。 

 

表6.15-1 景観に係る調査手法 

調査項目 調査の手法 調査地域 

地域景観の特性 資料 
現地 

地形図等の既存資料の収集・整理及び必要
に応じて現地踏査により把握します。 

対象事業実施区域及
びその周辺 

主要な眺望地点 
（近景域、中景域、
遠景域）からの景観 

現地 主要な眺望地点からの景観を写真撮影及び
必要に応じて現地踏査により把握します。 
・対象事業実施区域中心から 

500ｍの範囲  × ３地点 
1,000ｍの範囲× ４地点 
2,000ｍの範囲× ５地点 

対象事業実施区域の
中心から概ね２kmの
範囲内で、対象事業
実施区域が容易に見
渡せると考えられる
場所、不特定多数の
人の利用頻度や滞留
度が高い場所を主要
な眺望地点として選
定 
（図6.15-1参照） 

近景域の状態 現地 対象事業実施区域近傍にて写真撮影を行い
圧迫感の状態を把握します。 
・計画地近傍 ３地点 

対象事業実施区域近
傍 
（図6.15-1参照） 

関係法令、計画等 資料 下記法令等の内容を整理します。 
・「景観法」 
・「横浜市景観計画」 
・「横浜市景観ビジョン」 
・「横浜市都市計画マスタープラン」 
・「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する

条例」 
・「横浜市水と緑の基本計画」 

－ 

 

表6.15-2 景観に係る予測・評価手法 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

建築物の存在に
より変化する景
観の状況 

工事完了後 主要な眺望地点 
（ 図 6.15-1 参
照）より、変化す
る景観の状況を
適切に把握でき
る地点を選定 

フォトモンター
ジ ュ 作 成 に よ
り、景観の変化
の程度を定性的
に予測します。 

環境影響要因 評価の手法 

存在・ 
供用時 

建築物の存
在 

視覚化された予測結果を環境保全目標と対比することにより、対象事業
の実施が景観に及ぼす影響の程度を評価します。 
環境保全目標は、調査結果を勘案するとともに、周辺景観の調和を損な
わない水準や、主要な眺望地点からの眺望阻害を最小限にとどめる水準
等から適切に設定します。 
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図6.15-1 景観・圧迫感調査地点図



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 章 方法書対象地域 
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第７章 方法書対象地域 

「横浜市環境影響評価条例」に基づく方法書対象地域は、以下に示す範囲を包含す

る町丁を基本とし、対象となる町丁で環境影響が及ばないと想定される範囲が大きい

場合は、道路・鉄道等で対象地域を区切りました。 

方法書対象地域の範囲及び町丁は、表7-1及び図7-1に示すとおりです。 
 

・工事中の建設機械の稼働、存在・供用時の施設の稼働等に伴い、大気汚染物質、騒

音、振動等による影響が及ぶと想定される範囲 

・工事用車両等の走行に伴い、大気汚染物質、騒音及び振動による影響が及ぶと想定

される道路沿道を含む範囲 

・空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航に伴う騒音の影響が及ぶと想定される範囲 

・対象事業の実施による日影の影響が及ぶと想定される範囲 

・対象事業の実施によりテレビ電波の受信障害が生じ、影響が及ぶと想定される範囲※ 

・風環境の変化が生じる可能性のある本事業の計画建築物最高高さの約２倍（約470

ｍ）の範囲 

・対象事業の実施により地域交通に影響が及ぶと想定される範囲 

・その他対象事業の実施により影響が及ぶと想定される範囲 
 

表7-1 方法書対象地域 

区名 No. 関係町丁名  区名 No. 関係町丁名  区名 No. 関係町丁名 

神奈
川区 

1 星野町の一部 神奈
川区 

28 三ツ沢中町 西区 55 戸部本町 
2 神奈川二丁目 29 三ツ沢上町 56 御所山町 
3 神奈川一丁目 30 三ツ沢東町 57 伊勢町２丁目 
4 幸ケ谷 31 三ツ沢南町 58 伊勢町３丁目 
5 青木町 西区 32 みなとみらい一丁目 59 西戸部町３丁目の一部 
6 栄町 33 みなとみらい六丁目 60 中央一丁目 
7 山内町 34 みなとみらい五丁目 61 中央二丁目 
8 大野町 35 みなとみらい四丁目 62 平沼二丁目 
9 金港町 36 みなとみらい三丁目 63 南幸一丁目 
10 反町１丁目 37 みなとみらい二丁目 64 南幸二丁目 
11 反町２丁目 38 高島一丁目 65 岡野一丁目 
12 反町３丁目 39 高島二丁目 66 西平沼町の一部 
13 松本町１丁目 40 桜木町７丁目 67 岡野二丁目 
14 松本町２丁目 41 桜木町６丁目 68 南浅間町の一部 
15 松本町３丁目 42 桜木町５丁目 69 北幸一丁目 
16 桐畑 43 桜木町４丁目 70 北幸二丁目 
17 上反町１丁目 44 花咲町７丁目 71 楠町 
18 上反町２丁目 45 花咲町６丁目 72 南軽井沢 
19 泉町 46 花咲町５丁目 73 北軽井沢 
20 高島台 47 花咲町４丁目 74 宮ケ谷 
21 台町 48 戸部町７丁目 75 浅間町１丁目 
22 鶴屋町１丁目 49 戸部町６丁目 76 浅間町２丁目 
23 鶴屋町２丁目 50 戸部町５丁目 77 浅間台 
24 鶴屋町３丁目 51 戸部町４丁目 78 浅間町３丁目 
25 松ケ丘 52 紅葉ケ丘 79 浅間町４丁目 
26 沢渡 53 戸部町３丁目 中区 80 内田町の一部 
27 三ツ沢下町の一部 54 平沼一丁目 81 桜木町１丁目の一部 

注）表中の No.は図 7-1 に対応します。 

 
※ 電波障害の影響が及ぶと想定される範囲は、机上検討した範囲であり、今後の現地測定により範囲が変

わる可能性があります。 
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図7-1 方法書対象地域 



 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資-1 

1.空飛ぶクルマ関連 

1.1 空飛ぶクルマとは 

・空飛ぶクルマの正式な名称 

空飛ぶクルマの正式名称は「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」と言い、外国では eVTOL

（electric vertical takeoff and landing）「イーブイトール」と呼ばれています。 

 

・空飛ぶクルマの特徴 

「垂直離着陸」「電動化」が空飛ぶクルマの大きな特徴であり、将来的には「完全自律で

の自動操縦」も可能になると言われています。 

 

・空飛ぶクルマとヘリコプターの違い 

①空飛ぶクルマは垂直離着陸ができるため、斜めに着陸する必要があるヘリコプターと比

べて狭い場所での離着陸が可能です。 

②空飛ぶクルマは電動のため、ヘリコプターと比べて騒音が少なく、また二酸化炭素を発生

させません。 

③空飛ぶクルマは操縦の自動化が可能なため、パイロットが不要になれば運行コストを安

く抑えることができます。 

 

※参考資料：愛媛県今治市 市民が真ん中課ホームページ（令和７年７月調べ） 

空飛ぶクルマ | 市民が真ん中課 | 今治市 

  

https://www.city.imabari.ehime.jp/simingamannaka/eVTOL/
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1.2 空飛ぶクルマに関する制度整備の概要 

空飛ぶクルマに関する制度整備の概要では、垂直離着陸及び電動化の整理、従来制度及び

改正制度（概要）の機体の安全基準や空飛ぶクルマに関する特別要件の整理、機体の騒音基

準、空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート）の制度整備に関する基本的な考え方が整理

されています。 

バーティポートについては、バーティポートの制度整備に関する基本的考え方によると、

バーティポート整備基準の策定（令和８年度予定）までは、空飛ぶクルマの離着陸は法第 79

条の場外離着陸の許可により対応することとされています。 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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1.3 Vertiport設置のための環境アセスメント方針 

Vertiport設置のための環境アセスメント方針では、空飛ぶクルマの離着陸場（Vertiport）

の航空法上での位置づけ、環境影響評価項目の選定、調査、予測、評価手法の基本的な考え

方が整理されています。 

空飛ぶクルマの離着陸場（Vertiport）については、航空法上ではヘリポートの一区分と

して位置づけられ、ヘリポートと同様、地方自治体の定める条例によっては環境アセスメン

トの対象となると整理されています。 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ）  
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ）  
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 

 

 

 

 



 

資-23 

 

 

 

 

 

参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 

 

 

 

 

対象事業実施区域 道路・ 
線路 

砂浜 海域 海水淡水化 
センター 

福岡空港 
交通管制部 

草地・千湯・海域 

ヘリバッド中心からの距離 ヘリバッド中心からの距離 ヘリバッド中心 

飛翔高度 50m 以下 
の確認例数が多い 

施設立地範囲内の 

飛翔確認は少ない 

飛翔高度 50m 以下 

の確認例数が多い 

博多湾側 玄界灘側 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 

 

 

 

 

主な移動経路 飛翔高度 50m 以下 

の確認が多い 

飛翔高度 50m 以下 

の確認例数が多い 

確認例数：20 例 

主な移動経路 

博多湾側 玄界灘側 離発着時の場周経路（1/8 勾配以上） 

法律で定められたヘリコプターのヘリバッドへの進入表面の勾配

（高度 50m に達するまでに要する水平距離 400m） 

ヘリバッドの中心からの距離（m） ヘリバッドの中心からの距離（m） 

施設立地範囲内の飛翔確認は少ない 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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1.4 空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理 

空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理では、機体、離着陸場、技能証明、運航、事業

制度関係の現状と課題、方向性が整理されています。 

空飛ぶクルマ離着陸場 （バーティポート）については、欧米の動向や機体性能等を踏まえ、

水平表面・進入表面等の設定基準に関する検討を進めることとされています。 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する基準の方向性の整理」（令和５年３月、国土交通省航空局） 
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2.上位計画関連 

2.1 エキサイトよこはままちづくりガイドライン 

「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」によると、同ガイドラインの位置づけは、「民

間と行政が連携・協働して地区の魅力向上を図るため、まちづくりの基本方針や再開発等を行う

際のルールを示したものです。まちづくりは、市民の生活全般に関わって、自分たちのまちをよ

り良いものにしていくための取組みです。より良いまちづくりを行うためには、地区内のすべて

の事業者、居住者、建物所有者、開発者、行政などがそれぞれの役割を果たしながら進めていく

必要があります。まちづくりガイドラインは、これらのすべての主体が、まちの将来像の実現に

向けて、再開発、建築物の建替え、基盤整備、まちの運営などを行っていく際に参照すべきもの

です。」とされています。 

本項では、同ガイドラインより、「分野別の基本方針とガイドライン」、「地区別のガイドライン」

のうち、対象事業実施区域が位置する「センターゾーンのガイドライン」、参考資料として掲載さ

れている「地域の対応ルール・マップ」を抜粋して以下に示します。 
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■分野別の基本方針とガイドライン 

・土地利用・空間形成分野

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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・環境分野

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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・防災・防犯分野

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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・景観分野 

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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・歩行者・親水空間分野 

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 

 



 

資-66 

 

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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・交通環境分野 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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■地区別のガイドライン 

・センターゾーン

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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■参考資料 

・地域の対応ルール・マップ 
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・地域の対応ルール 
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・横浜市徒歩帰宅支援マップ【横浜駅版】 
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・横浜市徒歩帰宅支援マップ 

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、
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・滞留者・帰宅困難者避難マップ 

 
参考資料：「エキサイトよこはままちづくりガイドライン」（平成 24 年度改定・平成 30 年 4 月一部追加・修正、

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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・津波避難マップ 
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エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会） 
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3.既存ボーリング調査関連 

3.1 対象事業実施区域内の既存ボーリング調査 

対象事業実施区域内の既存ボーリング調査地点は図 1(1)に、土質ボーリング柱状図は図 1(2)～

(5)に示すとおりです。 
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図 1(1) 対象事業実施区域内の地質調査地点（既存資料調査地点） 
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図 1(2) 土質ボーリング柱状図（地点①） 
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図 1(3) 土質ボーリング柱状図（地点①）
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図 1(4) 土質ボーリング柱状図（地点②） 
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図 1(5) 土質ボーリング柱状図（地点②） 
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3.2 対象事業実施区域周辺の既存ボーリング調査 

対象事業実施区域周辺の既存ボーリング調査地点は図 2(1)に、土質ボーリング柱状図は

図 2(2)～(5)に示すとおりです。 
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図 2(1) 対象事業実施区域周辺の地質調査地点（既存資料調査地点）
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資料：「横浜市行政地図情報提供システム」（令和７年７月調べ、横浜市） 

図 2(2) 土質ボーリング柱状図（地点①） 
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資料：「横浜市行政地図情報提供システム」（令和７年７月調べ、横浜市） 

図 2(3) 土質ボーリング柱状図（地点①） 
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資料：「横浜市行政地図情報提供システム」（令和７年７月調べ、横浜市） 

図 2(4) 土質ボーリング柱状図（地点②） 
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資料：「横浜市行政地図情報提供システム」（令和７年７月調べ、横浜市） 

図 2(5) 土質ボーリング柱状図（地点②） 

 




